
平成１７年第４回西予市議会定例会会期日程表 
 

会期１２月８日（木）～１２月２０日（火） （１３日間） 
 

月 日 曜日 日  程 備  考 
１２月 ８日 木 本会議（開会） ・理事者提案説明 
１２月 ９日 金 本 会 議 ・一般質問、質疑 
１２月１０日 土 休   会  
１２月１１日 日 休   会  
１２月１２日 月 常任委員会  
１２月１３日 火 常任委員会  
１２月１４日 水 常任委員会  
１２月１５日 木 常任委員会  
１２月１６日 金 休   会  
１２月１７日 土 休   会  
１２月１８日 日 休   会  
１２月１９日 月 休   会  

１２月２０日 火 本会議（閉会） 
・委員長報告 
・質疑、討論、採決 

 
 
 
 
 



平成17年第４回定例会（１日目）　H17.12.8
　　　　　　　平成１７年第４回西予市議会定例会会議録（第１号）

１．招 集 年 月 日　平成１７年１２月８日
１．招 集 の 場 所　西予市議会議場
１．開　　　　　会　平成１７年１２月８日
　　　　　　　　　　午前１０時００分
１．散　　　　　会　平成１７年１２月８日
　　　　　　　　　　午後　１時４４分
１．出　席　議　員
　　　　１番　　田　中　　　剛
　　　　２番　　松　山　　　清
　　　　３番　　宇都宮　明　宏
　　　　４番　　松　島　義　幸
　　　　５番　　元　親　孝　志
　　　　６番　　嶋　川　武　文
　　　　７番　　沖　野　健　三
　　　　８番　　森　川　一　義
　　　　９番　　亀　井　秀　男
　　　１０番　　名　本　修　三
　　　１１番　　河　野　作　生
　　　１２番　　藤　井　朝　廣
　　　１３番　　浅　野　泰　義
　　　１４番　　浅　野　忠　昭
　　　１５番　　三　好　幸　夫
　　　１６番　　岡　山　清　秋
　　　１７番　　酒　井　宇之吉
　　　１８番　　兵　頭　　　勇
　　　１９番　　山　本　英　男
　　　２０番　　山　本　昭　義
　　　２１番　　梅　川　光　俊
　　　２２番　　鍵　原　芳　和
　　　２３番　　菊　地　ミスギ
　　　２４番　　宇都宮　二　朗
　　　２５番　　岡　田　周　三
　　　２６番　　山　本　安　男
　　　２７番　　平　野　武　男
　　　２８番　　大　竹　忠　盛
　　　３０番　　坂　本　隆　重
　　　３１番　　浅　野　豊　重
１．欠　席　議　員
　　　２９番　　二　宮　　　元
１．会議録署名議員
　　　　２番　　松　山　　　清
　　　　３番　　宇都宮　明　宏
１．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名
　　　市　　　　　長　　三　好　幹　二
　　　助　　　　　役　　別　宮　　　靜
　　　収　　入　　役　　三　好　藤　冶
　　　総務企画部長　　  森　　　英　二
　　　建　設　部　長　　安　藤　芳　夫
　　　産　業　部　長　　大　森　俊　彦
　　　生活福祉部長　　　松　本　正　志
　　　教　育　部　長　　河　野　豊　昭
　　　明浜総合支所長　　小　玉　岩　康
　　　野村総合支所長　　西　本　貞　夫
　　　城川総合支所長　　九　鬼　則　夫
　　　三瓶総合支所長　　山　本　正　男
　　　病院総括事務長　　上　甲　福　重
　　　消防本部消防長　　荒　井　安　憲
　　　総　務　課　長　　炭　倉　貞　明
　　　財　政　課　長　　清　水　忠　夫
　　　企画調整課長　　　清　水　享　司
　　　監　査　委　員　　池　畠　賢　治
１．本会議に職務のため出席した者の職氏名
　　　事　務　局　長　　吉　良　孝　一
　　　議　事　係　長　　井　上　千　浪
１．議　事　日　程　　　別紙のとおり
１．会議に付した事件　　別紙のとおり
１．会 議 の 経 過　　　別紙のとおり

議　　事　　日　　程
　１　会議録署名議員の指名　　（２番　松山　清、３番　宇都宮明宏）
　２　会期の決定　　（１２月８日～１２月２０日　１３日間）
　３　請願第　　２号　教育基本法の早期改正を求める請願について
　４　議会報告第２号　議会運営委員会の視察研修報告について
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平成17年第４回定例会（１日目）　H17.12.8
　５　議案第１５７号　西予市宇和文化会館条例制定について
　　　議案第１５８号　西予市游の里健康センター条例制定について
　　　議案第１５９号　西予市游の里ふれあい広場条例制定について
　　　議案第１６０号　西予市特別養護老人ホーム条例制定について
　　　議案第１６１号　西予市デイサービスセンター条例制定について
　　　議案第１６２号　西予市軽費老人ホーム条例制定について
　　　議案第１６３号　西予市惣川高齢者生活福祉センター条例制定について
　　　議案第１６４号　西予市野村学園条例制定について
　　　議案第１６５号　西予市精神障害者小規模作業所条例制定について
　　　議案第１６６号　西予市渓筋農林水産物処理加工施設条例制定について
　　　議案第１６７号　西予市明浜ふるさと創生館条例制定について
　　　議案第１６８号　西予市明浜農産物集出荷施設条例制定について
　　　議案第１６９号　西予市野村青汁工場条例制定について
　　　議案第１７０号　西予市城川高品質堆肥センター条例制定について
　　　議案第１７１号　西予市物産会館条例制定について
　　　議案第１７２号　西予市野村農業公園条例制定について
　　　議案第１７３号　西予市城川産地形成等促進施設条例制定について
　　　議案第１７４号　西予市野村畜産総合振興センター条例制定について
　　　議案第１７５号　西予市大野ケ原育成牧場条例制定について
　　　議案第１７６号　西予市城川食肉加工センター条例制定について
　　　議案第１７７号　西予市あけはまオートキャンプ場条例制定について
　　　議案第１７８号　西予市明浜民宿故郷条例制定について
　　　議案第１７９号　西予市明浜塩風呂条例制定について
　　　議案第１８０号　西予市野村茅葺き民家交流館条例制定について
　　　議案第１８１号　西予市野村キャッスルランド深山条例制定について
　　　議案第１８２号　西予市城川特産品センター条例制定について
　　　議案第１８３号　西予市三滝ロッジ条例制定について
　　　議案第１８４号　西予市城川ふるさと交流館条例制定について
　　　議案第１８５号　西予市有料駐車場条例制定について
　６　議案第１８６号　西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　議案第１８７号　西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について
　７　議案第１８８号　愛媛地方税滞納整理機構の設立について
　８　議案第１８９号　平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）
　　　議案第１９０号　平成１７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９１号　平成１７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９２号　平成１７年度西予市老人保健特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９３号　平成１７年度西予市介護保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９４号　平成１７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９５号　平成１７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）
　　　議案第１９６号　平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９７号　平成１７年度西予市上水道事業会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９８号　平成１７年度西予市病院事業会計補正予算（第１号）
　　　議案第１９９号　平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）
　９　報告第　　５号　西予市土地開発公社の経営状況について
　　　報告第　　６号　財団法人宇和町住宅協会の経営状況について
　　　報告第　　７号　社会福祉法人宇和町社会福祉施設協会の経営状況について
　　　報告第　　８号　株式会社野村町地域振興センターの経営状況について
　　　報告第　　９号　財団法人宇和文化会館の経営状況について
　　　報告第　１０号　株式会社エフシーの経営状況について
　　　報告第　１１号　株式会社城川自然ロッジの経営状況について
　　　報告第　１２号　株式会社城川開発公社の経営状況について
　　　報告第　１３号　有限会社オービーシステムの経営状況について
　　　報告第　１４号　株式会社どんぶり館の経営状況について
　　　報告第　１５号　あけはまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況について
　　　報告第　１６号　株式会社グリーンヒルの経営状況について
追加　議案第２００号　平成１６年度農業集落排水資源循環統合補助事業石城地区処理施設土木・建築工事変更請負契
約について
  　　意見書案第５号　教育基本法の早期改正を求める意見書（案）の提出について

本日の会議に付した事件
　１　会議録署名議員の指名
　２　会期の決定
　３　請願第　　２号　教育基本法の早期改正を求める請願について
　４　議会報告第２号　議会運営委員会の視察研修報告について
　５　議案第１５７号　西予市宇和文化会館条例制定について
　　　議案第１５８号　西予市游の里健康センター条例制定について
　　　議案第１５９号　西予市游の里ふれあい広場条例制定について
　　　議案第１６０号　西予市特別養護老人ホーム条例制定について
　　　議案第１６１号　西予市デイサービスセンター条例制定について
　　　議案第１６２号　西予市軽費老人ホーム条例制定について
　　　議案第１６３号　西予市惣川高齢者生活福祉センター条例制定について
　　　議案第１６４号　西予市野村学園条例制定について
　　　議案第１６５号　西予市精神障害者小規模作業所条例制定について
　　　議案第１６６号　西予市渓筋農林水産物処理加工施設条例制定について
　　　議案第１６７号　西予市明浜ふるさと創生館条例制定について
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　　　議案第１６８号　西予市明浜農産物集出荷施設条例制定について
　　　議案第１６９号　西予市野村青汁工場条例制定について
　　　議案第１７０号　西予市城川高品質堆肥センター条例制定について
　　　議案第１７１号　西予市物産会館条例制定について
　　　議案第１７２号　西予市野村農業公園条例制定について
　　　議案第１７３号　西予市城川産地形成等促進施設条例制定について
　　　議案第１７４号　西予市野村畜産総合振興センター条例制定について
　　　議案第１７５号　西予市大野ケ原育成牧場条例制定について
　　　議案第１７６号　西予市城川食肉加工センター条例制定について
　　　議案第１７７号　西予市あけはまオートキャンプ場条例制定について
　　　議案第１７８号　西予市明浜民宿故郷条例制定について
　　　議案第１７９号　西予市明浜塩風呂条例制定について
　　　議案第１８０号　西予市野村茅葺き民家交流館条例制定について
　　　議案第１８１号　西予市野村キャッスルランド深山条例制定について
　　　議案第１８２号　西予市城川特産品センター条例制定について
　　　議案第１８３号　西予市三滝ロッジ条例制定について
　　　議案第１８４号　西予市城川ふるさと交流館条例制定について
　　　議案第１８５号　西予市有料駐車場条例制定について
　６　議案第１８６号　西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　議案第１８７号　西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について
　７　議案第１８８号　愛媛地方税滞納整理機構の設立について
　８　議案第１８９号　平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）
　　　議案第１９０号　平成１７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９１号　平成１７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９２号　平成１７年度西予市老人保健特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９３号　平成１７年度西予市介護保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９４号　平成１７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９５号　平成１７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）
　　　議案第１９６号　平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９７号　平成１７年度西予市上水道事業会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９８号　平成１７年度西予市病院事業会計補正予算（第１号）
　　　議案第１９９号　平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）
　９　報告第　　５号　西予市土地開発公社の経営状況について
　　　報告第　　６号　財団法人宇和町住宅協会の経営状況について
　　　報告第　　７号　社会福祉法人宇和町社会福祉施設協会の経営状況について
　　　報告第　　８号　株式会社野村町地域振興センターの経営状況について
　　　報告第　　９号　財団法人宇和文化会館の経営状況について
　　　報告第　１０号　株式会社エフシーの経営状況について
　　　報告第　１１号　株式会社城川自然ロッジの経営状況について
　　　報告第　１２号　株式会社城川開発公社の経営状況について
　　　報告第　１３号　有限会社オービーシステムの経営状況について
　　　報告第　１４号　株式会社どんぶり館の経営状況について
　　　報告第　１５号　あけはまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況について
　　　報告第　１６号　株式会社グリーンヒルの経営状況について
追加　議案第２００号　平成１６年度農業集落排水資源循環統合補助事業石城地区処理施設土木・建築工事変更請負契
約について
　　　意見書案第５号　教育基本法の早期改正を求める意見書（案）の提出について

　　開会　午前１０時００分
○議長　ただいまの出席議員は３０名であります。これより平成１７年第４回西予市議会定例会を開会いたします。
　三好市長より今議会招集のあいさつがあります。
　三好市長。
○三好市長　平成１７年第４回西予市議会定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。
　師走に入りましてことしも残すところ二十日余りとなりました。議員の皆様におかれましては、公私まことにご多忙
のところをご出席を賜り厚くお礼を申し上げます。
　先日は今期一番の冷え込みで、昨年より早く思いがけない積雪があり、議員の皆様も驚かれたことと存じますが、い
よいよ冬本番を迎えることになりました。西予市におきましても、財政的には厳しい冬の時代を迎えており、改革を迫
られています。新年度予算編成の状況につきましては、補正予算の提出、理由、説明の際に触れることとしますが、大
幅な見直しを行わないと、この財政難は乗り越えないと、乗り越すことができないと考えております。今後各分野にお
いてますます厳しい方針を打ち出すことになると思いますけれども、議員の皆様におかれましてはご理解、ご協力のこ
と、よろしくお願いいたします。
　また、先月から小学１年生の女児殺害事件等がいろいろ続いておりますけれども、非常に痛ましく不幸な事件であ
り、犯人に対して強い憤りを感じておるところでございます。このような事件は、本市においても決して起こらないと
は限りません。本市宇和町中川地区では、地元老人クラブを中心に、小学児童の下校を見守るボランティアグループが
先般発足をいたしました。犯罪を未然に防止するために、こうした活動の支援を初め、市、学校、地域及び警察のさら
なる連携強化を図り、不審者情報を的確に分析し、判断し、子供たちの安全確保に努めたいと存じております。
　また、先般私は一昨日でございますけれども、総理部官邸において特区の認証式を受けに行きました。介護保険の特
区をいただくことになりまして、これも西予市の新しい力であると、このように信じておりますが、特区を受けたこと
をこの場にご報告をしたいと、このように思っております。
　さて、今回の定例会におきましては、議員の皆様方からの一般質問をお受けするとともに、条例制定２９件、条例改
正２件、一部事務組合設立案件１件、補正予算１１件及び西予市が出資する法人の経営状況報告１２件についてご審議
をお願い申し上げるものでございます。諸議案の提出理由につきましては、上程の際にご説明いたしますので、何とぞ
ご慎重、ご審議のほどいただきまして、ご決定いただきますことをお願い申し上げたいと思います。半月にわたる会期
でありますので、時節柄健康にご留意されますようお願い申し上げまして、簡単でございますけども、招集のごあいさ
つとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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○議長　次に、前定例会以降における諸般の報告及び例月出納検査報告書はお手元に配付のとおりでありますので、お
目通しをお願いをいたします。
　これより本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。
　　（日程１）
○議長　まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。
　今回の会議録署名議員に２番松山清君、３番宇都宮明宏君の両名を指名いたします。
　　（日程２）
○議長　次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。
　お諮りいたします。
　今回の会期は、本日から１２月２０日までの１３日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。よって、今回の会期は本日から１２月２０日までの１３日間と決定いたしました。
　　（日程３）
○議長　日程第３、請願第２号「教育基本法の早期改正を求める請願について」を議題といたします。
　総務常任委員長の報告を求めます。
　総務常任委員長亀井秀男君。
○亀井秀男総務常任委員長　総務常任委員会審査報告書。
　去る９月１４日の本議会におきまして当委員会に審査を付託されました請願第２号「教育基本法の早期改正を求める
請願書」につきまして、審査の結果並びに経過の報告を申し上げます。
　最初に、９月２０日開催の委員会では、三好幸夫紹介議員と請願内容に詳しい末光英一氏のお二人に出席を願って請
願書の説明を受け、理解を深めることをしました。
　９月２６日には、各委員会の意見交換を行い、慎重に審査を進めましたが、賛否の両意見が拮抗している状況であっ
たため結論に至らず、第３回定例会最終日の１０月４日に閉会中の継続審査申し入れを行い、了承をいただきました。
最終的に１１月１６日開催の委員会で採決を行いましたが、その審査経過において出された意見のうち、採択に賛成す
る主な意見は、１点目に、時代の流れに即応した内容に改正すべきかどうか議論する必要がある。２点目に、教育の原
点とも言える家庭教育と国を愛する心をしっかり明記する必要性を感じるなど、採択に反対する主な意見として、１点
目に、日本は今の教育基本法があったからこそ敗戦から立ち上がって経済大国と言われるまで発展できたのであり、改
正の必要性が感じられない。２点目に、具体的に教育基本法のここの部分が悪いといったところが見当たらないなどで
あり、１１月１６日に採決を行った結果、賛成多数で採択することに決定しました。
　以上で当委員会に付託され継続審査となっていました請願に関する審査結果の報告を終わります。
○議長　ただいまの委員長報告は採択であります。
　これより採決を行います。
　委員長報告のとおり採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。
　　（賛成者起立）
○議長　起立多数であります。よって、請願第２号は委員長報告のとおり採択とすることに決定いたしました。
　　（日程４）
○議長　次に、日程第４、議会報告第２号「議会運営委員会の視察研修報告について」を議題といたします。
　第３回定例会の議決に基づき実施をいたしました議会運営委員会の施設研修結果について、議会運営委員長の報告を
求めます。
　議会運営委員長鍵原芳和君。
○鍵原芳和議会運営委員長　議会運営委員会から視察研修の報告を申し上げます。
　議会運営委員会視察研修報告書。
　１、視察研修の目的、西予市議会の運営に係る諸事項の適正な対処について。
　２、日時、平成１７年１１月１０日から１２日の３日間であります。
　３、視察研修地、福岡県宗像市及び山口県周南市の２市であります。
　４、参加者、西予市議会運営委員８名全員が出席をいたしました。
　５、視察研修内容、議会運営委員会では、去る１１月１０日から１２日の３日間、市町村合併の先進地でもあります
福岡県宗像市と特に西予市合併に際して総合支所方式と市役所組織機構のモデルとなりました山口県周南市の両市議会
を訪問し研修をいたしました。
　その内容につきましては、先に、西予市議会の議会運営に係る課題１１項目について、両市議会の対処の方法につい
て説明を受け、質疑応答の形式で研修を行いました。１１項目の両市の対応の概要につきましては、別紙のとおりであ
りまして、お目通しをいただきたいと思いますが、そのうち若干の事項について申し上げます。
　宗像市議会においては、委員の任期は２年となっており、定例会前の議会運営委員会には、理事者側より助役、総務
部長、総務課長が出席をしているとの説明がありました。両市議会ともに議案の質疑については、委員会付託を前提と
していることから、理事者の方針等の大綱質疑として、詳細質疑につきましては、委員会で行っているとのことであり
ます。
　また、両市議会とも決算審査につきましては、特別委員会を設置し審査することとしておりました。
　総体的に市議会においては、町村議会と異なり、会派制をとっているところに大きな特徴があり、各委員会には、会
派の人数に比例して、その代表として議員が送り込まれ、決定事項についても、その委員が持ち帰って会派で報告し、
情報を共有するとともに、次の対応を会派として決めていくという流れであるという説明もありました。
　今回の視察研修により西予市議会のあるべき姿が浮き彫りになってくるのではないかと感じた次第であります。
　以上、数点申し述べ、宗像市、周南市両市議会において研修の対応をいただいたことに感謝を申し上げまして、視察
研修報告とさせていただきます。平成１７年１２月８日、議会運営委員会委員長鍵原芳和。
　以上でございます。
○議長　以上で議会運営委員会の視察研修報告を終わります。
　　（日程５）
○議長　次に、日程第５、議案第１５７号「西予市宇和文化会館条例制定について」から議案第１８５号「西予市有料
駐車場条例制定について」までの２９件を一括議題といたします。
　理事者の説明を求めます。
　森総務企画部長。
○森総務企画部長　議案第１５７号「西予市宇和文化会館条例制定について」、議案第１５８号「西予市游の里健康セ
ンター条例制定について」、議案第１５９号「西予市游の里ふれあい広場条例制定について」、議案第１６０号「西予
市特別養護老人ホーム条例制定について」、議案第１６１号「西予市デイサービスセンター条例制定について」、議案
第１６２号「西予市軽費老人ホーム条例制定について」、議案第１６３号「西予市惣川高齢者生活福祉センター条例制
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定について」、議案第１６４号「西予市野村学園条例制定について」、議案第１６５号「西予市精神障害者小規模作業
所条例制定について」、議案第１６６号「西予市渓筋農林水産物処理加工施設条例制定について」、議案第１６７号「
西予市明浜ふるさと創生館条例制定について」、議案第１６８号「西予市明浜農産物集出荷施設条例制定について」、
議案第１６９号「西予市野村青汁工場条例制定について」、議案第１７０号「西予市城川高品質堆肥センター条例制定
について」、議案第１７１号「西予市物産会館条例制定について」、議案第１７２号「西予市野村農業公園条例制定に
ついて」、議案第１７３号「西予市城川産地形成等促進施設条例制定について」、議案第１７４号「西予市野村畜産総
合振興センター条例制定について」、議案第１７５号「西予市大野ケ原育成牧場条例制定について」、議案第１７６号
「西予市城川食肉加工センター条例制定について」、議案第１７７号「西予市あけはまオートキャンプ場条例制定につ
いて」、議案第１７８号「西予市明浜民宿故郷条例制定について」、議案第１７９号「西予市明浜塩風呂条例制定につ
いて」、議案第１８０号「西予市野村茅葺き民家交流館条例制定について」、議案第１８１号「西予市野村キャッスル
ランド深山条例制定について」、議案第１８２号「西予市城川特産品センター条例制定について」、議案第１８３号「
西予市三滝ロッジ条例制定について」、議案第１８４号「西予市城川ふるさと交流館条例制定について」、議案第１８
５号「西予市有料駐車場条例制定について」以上、条例制定２９議案につきましては、指定管理者制度の導入に伴うも
ので、関連がございますので一括して提案理由のご説明を申し上げます。
　指定管理者制度につきましては、平成１５年の地方自治法第２４４条の２の改正に伴うもので、従来公の施設は公共
的団体等に限り管理委託ができましたが、広く一般の民間業者でも管理ができることとし、民間のノウハウを取り入
れ、施設の効率的な運営と高度なサービスの提供、施設の維持軽費の削減などを目的に導入された制度であります。
　本市におきましても、平成１６年１２月議会で指定管理者の指定の手続に関する条例を制定し、以降、新規施設につ
きましては、順次同制度の導入を進めております。制度への移行につきましては、法の経過措置により、平成１８年９
月１日までに行う必要がありますが、当市としましては、一部の施設を除き、原則として平成１８年４月１日から制度
の導入を図ることといたしております。したがいまして、今後の事務手続に要する期間等を考慮し、運営方針が固まり
ました４６施設につきまして関係条例案を上程するものであります。
　また、新条例制定に伴い、旧町からそのまま引き継いだ公の施設に係る暫定条例は廃止することといたしておりま
す。基本的には、各施設とも従前の暫定条例における運用条件とほとんど同様でありますが、規定内容につきまして
は、所要の整備を行うとともに、以前は個別の条例で設置していた同種、同目的の施設につきましては、今回できるだ
け一つの条例にまとめる方針で整備をいたしております。
　以上、２９議案よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長　理事者の説明は終わりました。
　　（日程６）
○議長　次に、日程第６、議案第１８６号「西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定につ
いて」及び議案第１８７号「西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について」の２件を一括議題といたしま
す。
　理事者の説明を求めます。
　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　議案第１８６号「西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定につい
て」提案理由のご説明を申し上げます。
　廃棄物の処理は、市民生活に密着した重要な政策課題であるとともに、それに係る経費につきましては、当市の財政
を圧迫する要因の一つに上げられることは周知の事実であります。
　今回の改正は、そうした現状を踏まえ、ごみの削減を図り、多量のごみを排出する事業者に対し相応の処理負担をい
ただくため、事業系廃棄物について家庭系の一般廃棄物の処理手数料に加え、一定の基準を超える排出量の場合は、そ
の排出量が１０キログラムにつき１００円の手数料を新たに徴収することとしたものであります。
　また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、野田最終処分場の維持管理費が増加するため、処理手
数料を増額改正するものであります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長　荒井消防長。
○荒井消防本部消防長　議案第１８７号「西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について」提案理由のご説明
を申し上げます。
　平成１５年中の全国の住宅火災における死者数が、昭和６１年以来１７年ぶりに１，０００人を超え、その６割以上
が高齢者であるとの統計が消防白書により報告されております。
　西予市でも過去５年間の火災による死者が６人、負傷者が１１人発生しており、住宅内で高齢者が逃げおくれにより
死亡する事例が多い状況にあります。今後、高齢社会の進展に伴い、さらに死者数が増加することが懸念されることか
ら、消防法を改正し、市町村条例で定める基準に従って、一般住宅へも住宅用の火災警報器を設置することが義務づけ
られました。こうした状況を踏まえ、住宅火災による死者の大幅な低減を図るため、寝室や階段などに住宅用火災警報
器を設置するよう本条例の一部を改正するものであります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し
上げます。
○議長　理事者の説明は終わりました。
　　（日程７）
○議長　次に、日程第７、議案第１８８号「愛媛地方税滞納整理機構の設立について」を議題といたします。
　理事者の説明を求めます。
　別宮助役。
○別宮助役　議案第１８８号「愛媛地方税滞納整理機構の設立について」提案理由のご説明を申し上げます。
　愛媛県内の全市町１１市９町が加入する愛媛地方税滞納整理機構につきましては、平成１８年４月１日の設立を目指
し準備が進められております。この機構は、市町から引き受けた滞納案件を機構に移管し、機構が差し押さえ、公売に
より強制換価する税の徴収業務のほか、関係市町の職員の徴収業務に係る研修業務、さらには市町の徴収業務の分析及
び提言を行うものであります。
　税は、市民に対し行政サービスを提供するための基幹財源であり、一方公平な税負担が住民からも求められていま
す。この滞納税を放置することは、納税秩序の乱れから税務行政への不信感につながり、ひいては行政サービスの低下
を招くことになりかねません。今回、税の確保を手段として、愛媛県と全市町が連携し、専門知識と実効性のある愛媛
地方税滞納整理機構を設立し、滞納税額の縮減を図るものであります。機構がすべて解決するものではありませんけれ
ども、収納率向上対策に大いに役立つものと考えております。この機構の設立につきましては、地方自治法第２９０条
の規定により、関係市町の協議が必要となることから、議会の議決を求めるものであります。よろしくご審議の上、ご
決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長　理事者の説明は終わりました。
　　（日程８）
○議長　次に、日程第８、議案第１８９号「平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）」から議案第１９９号「
平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）」までの１１件を一括議題といたします。
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　理事者の説明を求めます。
　三好市長。
○三好市長　議案第１８９号「平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）」について提案理由のご説明を申し上
げます。
　初めに、新年度予算編成の進捗状況を３月定例議会で本格的にご審議をいただく前に、一言触れさせていただきたい
と存じます。
　この１２月定例議会が開催される季節になってまいりますと、国そして地方自治体におきましては、新年度予算に向
けての編成作業が昼夜を問わず進められているところでありますが、このたびの予算編成は、各機関とも大変ご苦労が
あるものと推測しておるところであります。全国有数の健全さを誇っておりました愛媛県財政でも、昨年度の地方交付
税の大幅な減によって急激に悪化し、財政再建準用団体に転落するおそれが生じております。新聞報道等によります
と、知事は財政破綻の危機的状況が迫っており、このままでは１８年度予算移行の予算編成が不可能として、職員給与
のカットや大規模事業の凍結を行い、今後は資金の繰り入れ等に頼らない持続可能な財政構造に転換する方向を示され
たことは、議員各位ともご承知のことと存じます。このように県の財政までもが破綻状況に陥っておりますことは、西
予市のみならず県下の市町におきましても、これからの予算編成には非常に大きな影響があるものと認識しなければな
りません。
　また、威厳的に県単独道路改良事業費は、全く予算がつかなくなっております。そのほかにもがけ崩れ防災対策事業
費や合併浄化槽の補助金等々にも既に影響が出ている状況下であり、大変憂慮しているところでございます。
　このような中で、西予市の１８年度予算編成の行方を申しますと、国の三位一体改革の強力な推進と県の財政事情を
含め、新年度予算は大幅な歳出の削減を図らなければならない極めて深刻な事態となっております。
　そこで、１８年度予算編成は、こうした財政状況をすべての方々が厳粛に受けとめていただき、そして乗り切ってい
くために、あらゆる分野の施策の見直し、あるいは改革を進めなければならないと思っております。
　さらに、今の時点では財政構造を抜本的に改革しなければ、今後の社会保障費の増大や地方交付税の減額に対応すべ
き体力を備えることができず、県同様に財政再建準用団体に転落するおそれが生じてまいりますので、これらを十分に
踏まえて予算編成に取り組んでいく所存でございます。
　では、本題の予算補正でございますが、既決いただいております歳入歳出予算からそれぞれ９，４８８万８，０００
円を追加し、歳入歳出予算の総額を２８１億４，８８３万円と定めるものでございます。
　その主な内容でございますが、まず総務費では、早期退職者への退職手当組合負担金の計上をいたしますが、この早
期退職制度の導入の際におきましては、議員の皆様方には何かとご心配やご迷惑をおかけしましたが、今回７名の者が
早期退職を希望しておりますので、その加算分を計上しております。
　なお、この制度によります財政効果の詳細につきましては、後ほど担当課長の方から説明させますが、振り返ります
と、制度導入の折には、各関係機関に多大なご迷惑をおかけし、またその後はたび重なる検討をいただきながらこの道
筋がつけられましたことは大変意味深く、今後の財政上に大きな効果が得られるものと期待しているところでございま
す。
　そのほかに明浜町渡江地区のコミュニティー広場の整備補助金や野村地区における代替バスの車両購入費補助金と運
行業務委託費を計上しております。
　次に、民生費の主なものとしては、高山保育所内でアスベストと思わしき物が確認されましたために、室内の空気の
石綿濃度測定調査を実施いたしておりましたが、その結果は飛散や健康被害のおそれは低いものとの報告を受けており
ます。しかし、園児の健やかな成長と安心を願わずにはいられませんので、早急に対応してまいりたいと考えておりま
す。
　また、そのほかに福祉バスの運営費を計上いたしております。
　次に、衛生費でございますが、主なものは、明浜上下水道事業に係る企業債償還元金分の繰出金や城川土居診療所会
計への繰出金、また廃プラ圧縮梱包施設工事費と埋立処理費を計上いたしております。
　次に、農林水産業費につきましては、農業後継者育成資金として、キュウリの栽培ハウスの新設に係る補助金や城川
町高野子地区の営農飲雑用水給水管布設工事費、さらに三瓶町中山間地域総合整備事業費を計上しております。
　また、城川自然ロッジ及び城川開発公社への施設管理運営業務委託費や森林環境保全整備作業委託費などを計上して
おります。
　次に、土木費でございますが、冒頭に述べましたとおり、県単独道路改良事業費の予算は全くつかなくなっておりま
す。そこで、これにかわる補助金を模索し、陳情を重ねてきました結果、このたび道路整備交付金、これは国の交付金
でございますが、道路整備交付金をいただくことになりましたので、品目を組み替える措置が主な計上額でございま
す。
　次に、教育費の主なものとしましては、三瓶中学校体育館設計委託料の減額措置をとっておりますが、この減額理由
につきましては、財政上の課題が浮上してまいりましたので、１年だけ延長させていただきたいと、このように考えて
おります。したがいまして、１８年度予算において対応し、１９年度で着工をしたいと考えております。
　そのほかには、三瓶町の蔵貫小学校と三瓶図書館への蔵書物の購入費を計上しておりますが、この費用の全額は、東
京在住の佐々木良一氏のご厚情によるものでございます。
　なお、佐々木良一氏は長年にわたり多額のご寄附を賜っており、衷心より感謝を申し上げる次第でございます。先般
も直々佐々木氏のお宅までお伺いさせていただきまして、お礼を述べさせていただいたところでございます。
　また、そのほかでは、成人式に係るバス借上料の計上、野村町の茶堂復元工事費や中川公民館と下宇和公民館のアス
ベスト測定調査費、さらに第１２回かまぼこ板の絵展覧会への準備費用や愛媛ＦＣへの出資金を計上しております。
　以上、歳出予算の概要でございましたが、続きまして主な歳入についてご説明いたします。
　まず、市税では１，９３３万４，０００円、普通交付税では１億７，４５１万１，０００円を計上しておりますが、
市税については最終的に見込み額を、そして普通交付税については決定額を計上したものでございます。
　また、地方交付税の増と不用額の財源確保によりましては、資金繰入金１億２８２万４，０００円の減額を図ってお
ります。
　また、国県支出金につきましては、道路整備事業費に係る組み入れ財源が主な増減額となっております。
　さらに、市債の主な増額につきましては、合併特例債を活用した地域振興基金を積み立てるための起債を計上したも
のでございます。
　以上、説明いたしましたけども、詳細につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議を賜り、ご
決定いただきますことをよろしくお願い申し上げます。
○議長　清水財政課長。
○清水財政課長　それでは、補正第７号の歳入歳出予算の事項別明細書についてご説明を申し上げます。
　それでは、予算書の２７ページをお開き願います。
　２７ページの３節の職員手当５，９８０万円は、主に早期退職者の特例措置による退職手当の加算金であります。勧
奨者は５１歳から５９歳の者で、計７名となっております。そこで、財政面上から申しますと、この７名の職員が定年
まで在職したと仮定した場合、今後支払うべく人件費は２億９，４００万円になると試算をしております。したがいま
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して、この試算額と今回の加算金としての一時金を差し引きいたしますと約２億３，０００万円の削減額になるんでは
ないかと思っております。
　次に、３４ページをお願いいたします。
　３４ページの１９節負担金補助及び交付金２４０万円でありますが、これは明浜町渡江地区の公民館前広場をコミュ
ニティー広場として活用するため、照明施設、音響設備、フェンス等の整備費を計上いたしております。
　なお、この財源は財団法人自治総合センターのコミュニティー助成金を活用しております。
　同じく１９節の２５０万円ですが、これは野村町中筋西地区の路線を従来どおり運行するため、２９人乗りマイクロ
バスの購入費に対して補助を行うものであります。
　次に、３８ページをお願いいたします。
　３８ページの１３節委託料と１５節工事請負費の１，０００万円につきましては、高山保育所のアスベストに係る費
用を計上しております。
　アスベスト調査の内容を申しますと、通常石綿の濃度が空気中で１リットル当たり１０本以上が確認されれば危険だ
と判断され、その施設は使用禁止にしなければならない基準になっておりますが、当保育園は０．８本が確認されたの
ことであり、これは通常の範囲内であるとの報告を受けておりますので、今後の施工の方法につきましては、十分検討
を図ってまいりたいと考えております。
　次に、４２ページをお願いいたします。
　４２ページの１５節工事請負費は、廃プラ処理のための圧縮梱包機設置関連経費を追加計上するものであります。
　４３ページをお願いいたします。
　４３ページ、２８節繰出金２，８６２万７，０００円は、明浜上水道事業に係る企業債償還元金分を繰り出すもので
あります。
　次に、４５ページをお願いいたします。
　４５ページ、１９節負担金補助及び交付金１，５３５万３，０００円につきましては、三瓶地域におけます県営中山
間総合整備事業でありまして、事業費の変更によって負担金が増額となるものであります。
　次に、４６ページでありますが、１３節委託料１，２７０万円は、城川自然ロッジの指定管理者制度への移行に伴う
精算分と農産物加工センター第２工場及び宝泉坊第２ロッジの新設によっての増額分を計上したものであります。
　６５ページをお願いいたします。
　６５ページの３目文化施設運営管理費の中の７節の賃金、１１節の需用費、１２節の役務費は、来年度に開催予定の
第１２回全国かまぼこ板の絵の展覧会の準備費用を計上したものであります。
　次に、６７ページをお願いいたします。
　２４節投資及び出資金１００万円でございますが、これはＪリーグ２部参入を目指す愛媛ＦＣに対し、運営、経営確
保のために出資するものであります。
　次に、６９ページをお願いいたします。
　６９ページの２５節積立金１億円は、これは地域振興に要する経費の財源に今後充てるために基金の積み立てを行う
ものであります。
　なお、財源は合併特例債を充当いたします。
　次は、歳入へ参ります。
　１４ページをお願いいたします。
　１４ページの普通交付税１億７，４５１万１，０００円でございますが、これは当初見込みで前年度の決定額の総額
を当初予算で計上しておりましたが、三位一体の改革の中で、老人保護設置費国庫負担金等々が廃止になっておりま
す。その関連する一般財源部分などが基準財政需要額に算入されましたので、それで追加するものであります。
　２２ページをお願いいたします。
　今ほどの普通交付税の増額によりまして、幾分かの余剰が出ましたので、財政調整基金の繰入金１億２８２万４，０
００円を減額するものであります。
　次に、２４ページをお願いいたします。
　市債の中の総務債９，５００万円は、地域振興基金に積み立てるための起債であります。
　以上でございます。
○議長　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　議案第１９０号「平成１７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）」について提案理由の
ご説明を申し上げます。
　今回の補正は、本予算の歳入歳出に１０万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２，２２４万５，
０００円とするものであります。
　歳出につきましては、施設授産場費の事務費で旅費５万６，０００円、事業費で機械器具費の消耗品５万円の増額で
あります。
　歳入では、一般会計繰入金１０万６，０００円を増額いたしております。よろしくご審議の上、ご決定くださいます
ようお願い申し上げます。
　続きまして、議案第１９１号「平成１７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」について提案理由の
ご説明を申し上げます。
　まず、事業勘定予算からご説明を申し上げます。
　予算書の３ページからであります。
　今回の補正は、歳出につきましては、高額療養費貸付金を５００万円増額し、歳入につきましては、高額療養費貸付
金収入を同額増額いたしております。これによりまして既決いただいております歳入歳出予算からそれぞれ５００万円
を増額し、事業勘定予算の歳入歳出予算総額を５１億７，８２４万２，０００円と定めるものであります。
　次に、診療施設勘定についてご説明をいたします。
　今回の補正の主な内容は、明浜と野村の各診療所における医業費の増額及び土居診療所診療体系の変更に伴う施設管
理費委託料並びに代診医負担金の増額であります。
　それでは、診療所別にご説明をいたします。
　まず、予算書９ページからでありますが、俵津診療所の説明をいたします。
　歳出では、一般管理費の需用費を１４万４，０００円増額、医業費では医療用機械器具費等を３０万８，０００円増
額いたしました。
　歳入では、診療収入を４５万２，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を１億２４４万８，０００円といたしまし
た。
　次に、狩江診療所でありますが、予算書１５ページからであります。
　歳出では、一般管理費の委託料等を９万７，０００円増額、医業費では医療用衛生材料費等を３０３万４，０００円
増額いたしました。
　歳入では、診療収入を３１３万１，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を７，９３９万５，０００円といたしまし

ページ(7)



平成17年第４回定例会（１日目）　H17.12.8
た。
　次が、２１ページからでありますが、高山診療所の歳出では、一般管理費の共済費等を２７万円増額いたしました。
　歳入では、診療収入を２７万円増額し、歳入歳出予算の総額を８，６９０万７，０００円といたしました。
　次、予算書２７ページからです。
　田之浜診療所の歳出では、一般管理費の負担金を２万円増額いたしました。
　歳入では、診療収入を２万円増額し、歳入歳出予算の総額を２，０３６万円といたしました。
　次に、惣川診療所、予算書３３ページであります。
　歳出では、医業費の医療用衛生材料費等を９４万５，０００円増額し、歳入では、診療収入を９４万５，０００円増
額し、歳入歳出予算の総額を１，６５８万円といたしました。
　次、予算書３９ページからの土居診療所でありますが、歳出では、医師が産前休暇に入りましたので、その間の診療
業務を市立野村病院及び県立中央病院に委託することにいたしました。それに伴い一般管理費の需用費等を３万７，０
００円、研究研修費で施設管理費委託料等を６６７万２，０００円増額いたしました。
　歳入では、一般管理費からの繰入金を６７０万９，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を１億６，１５５万１，０
００円といたしました。
　続きまして、議案第１９２号「平成１７年度西予市老人保健特別会計補正予算（第３号）」について提案理由のご説
明を申し上げます。
　今回の補正は、歳入歳出それぞれ４，９０３万１，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を７０億１，５５４万９，
０００円とするものであります。
　その内容につきましては、歳出では、総務費で健康老人記念品として計上していました報償費を４３万円減額いたし
ました。
　また、医療諸費の医療給付費では、今年度の給付状況により予算不足が予想されるため４，９９６万円の増額補正を
いたしました。
　また、交付金確定に伴い諸支出金の支払基金償還金については４９万９，０００円減額補正いたしました。
　次に、歳入につきましては、医療給付費の増額に伴い医療費交付金を３，６７４万９，０００円、国庫負担金を１，
５２５万３，０００円、県負担金を３８１万４，０００円それぞれ増額補正いたしました。
　また、医療費適正化対策事業の実施に伴う国庫補助金３０６万１，０００円を計上いたしております。
　さらに、不正請求による診療報酬返還金を２３万６，０００円、それに伴う加算金を９万３，０００円計上し、第三
者行為の納付金については、今年度納付実績より１，０００万円を減額補正いたしております。
　また、一般会計繰入金については、１７万５，０００円の減額補正をいたしましたが、その内訳では、医療給付費繰
入金が３３１万６，０００円の増額、事務費等繰入金が３４９万１，０００円の減額であります。
　続きまして、議案第１９３号「平成１７年度西予市介護保険特別会計補正予算（第３号）」について提案理由のご説
明を申し上げます。
　今回の補正は、本年１０月から介護保険法の一部が改正され、施設給付費において負担の公平性の観点から介護保険
施設等における居住費、食費について在宅の方と同様保険給付の対象外とし、介護に関する部分に給付を重点化された
ことによるものであります。
　保険給付費の見直しに当たっては、低所得者の方にとっても過重な負担とならないよう、特定入所者介護サービス等
を創設し、所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、低所得者の負担の軽減を図っております。
　それでは、予算の説明を申し上げます。
　予算書３ページからであります。
　本予算の事業勘定では、歳入歳出それぞれ９２７万３，０００円を追加して、歳入歳出予算の総額を４０億１１万
１，０００円といたしました。
　内容としまして、歳出では、総務費の総務管理費で電算システム改修委託料３０８万７，０００円、高額介護サービ
ス等費で６８９万円、新たに創設されました特例入所者介護サービス等費で８，０１１万１，０００円、諸支出金の繰
出金で６１８万６，０００円を増額し、介護給付費の介護サービス等諸費で８，７００万１，０００円を減額いたして
おります。
　歳入では、国庫支出金の国庫補助金で、電算システム改修に伴う補助金１６９万３，０００円、繰入金の一般会計繰
入金で１３９万４，０００円、基金繰入金で６１８万６，０００円を増額いたしました。
　次に、施設勘定についてご説明をいたします。
　予算書１３ページからであります。
　明浜特別養護老人ホーム勘定の歳入歳出予算は、総額に増減がありません。
　補正内容として、歳出では、総務費の施設管理費で３６万８，０００円、サービス事業費の施設介護サービス事業費
で５万円増額し、研究研修費を５万８，０００円、予備費を３６万円減額いたしております。
　歳入につきましては、サービス収入の介護給付費を１，６１４万円減額し、自己負担金収入を２９６万８，０００
円、特定入所者介護サービス等費収入を１，３０４万７，０００円、諸収入の雑入を１０万５，０００円、県支出金の
委託金を２万円増額いたしました。
　次は、歳出は２３ページからであります。
　明浜居宅介護支援勘定では、歳入歳出それぞれ４，０００円を追加して、歳入歳出予算の総額を２，２３０万５，０
００円といたしました。
　歳出では、サービス事業費の居宅介護支援事業費を４，０００円増額し、歳入につきましては、諸収入の雑入を４，
０００円増額いたしました。
　次に、予算書２９ページからであります。
　明浜デイサービス勘定では、歳入歳出それぞれ２万５，０００円を追加して、歳入歳出予算の総額を３，３３５万
７，０００円といたしました。
　歳出では、総務費の施設管理費を７万１，０００円、研究研修費で５，０００円減額し、サービス事業費の居宅介護
サービス費で５万円、予備費で５万１，０００円増額いたしました。
　歳入につきましては、諸収入の雑入を２万５，０００円増額をいたしております。
　次に、予算書３７ページからでありますが、城川居宅介護支援勘定では、歳入歳出それぞれ２０万２，０００円減額
して、歳入歳出予算の総額を２，３３０万２，０００円といたしました。
　歳出では、サービス事業費の居宅介護支援事業費で２０万２，０００円減額し、歳入では、一般会計繰入金を２０万
２，０００円減額いたしております。
　次に、予算書４３ページからでありますが、三瓶介護サービス勘定では、歳入歳出それぞれ６１万６，０００円を追
加して、歳入歳出予算の総額を４，１２４万７，０００円といたしました。
　歳入のサービス収入５６万５，０００円と諸収入５万１，０００円、合計６１万６，０００円を三瓶デイサービスセ
ンター基金に積み立てるものであります。
　次に、しばらく飛びますけど、議案第１９９号をお願いいたします。
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　議案第１９９号「平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）」について提案理由のご説
明を申し上げます。
　今回の補正は、施設事業費用の人件費を調整するものでありまして、これによる収益的収入及び支出の既決予定額に
変更はございません。
　主な内容は、退職手当組合等への負担金２５５万４，０００円の増額に伴い、それぞれの支出科目の中で調整させて
いただくものであります。
　以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長　暫時休憩をいたします。（休憩　午前１１時１０分）
○議長　再開をいたします。（再開　午前１１時２０分）
　安藤建設部長。
○安藤建設部長　議案第１９４号「平成１７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）」について提案理由
のご説明を申し上げます。
　今回の補正の主なものは、人件費の調整及び和泉地区営農飲雑用水施設事業に伴う負担金の減額と地方債の補正及び
田之筋簡易水道の配水管仮設工事費等を計上するもので、歳入歳出それぞれ５６４万１，０００円を減額し、歳入歳出
予算の総額をそれぞれ３億６，８３４万９，０００円と定めるものでございます。
　歳出の主なものといたしまして、総務管理費において、人件費に係るものを１６万１，０００円、役務費を１０万円
増額計上いたしております。
　また、和泉地区営農飲雑用水施設事業に係る負担金を６９２万２，０００円、需用費を１０万円減額いたしておりま
す。施設整備費におきましては、県道平野・坂戸線の拡幅による恵比須橋かけかえ工事に伴う田之筋簡易水道の配水管
仮設工事費を２００万円増額計上いたしております。さらに、予備費を８８万円減額いたしました。
　これに対する財源として、歳入に一般会計繰入金１２５万９，０００円を見込み充当いたしております。
　また、簡易水道事業債を６９０万円減額し、これに伴い起債の限度額を４，４５０万円と補正するものでございま
す。
　次に、議案第１９５号「平成１７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）」について提案理由のご
説明を申し上げます。
　今回の補正は、歳入歳出それぞれ１，５８０万円減額し、歳入歳出予算の総額を９億２，１９５万９，０００円と定
めるものであります。
　歳出の主なものにつきましては、施設管理費で汚泥くみ取り料４２万８，０００円の増額、施設整備費で田之筋地区
メカセラ装置の取りやめによる１，５９１万円の減額及び予備費３１万８，０００円の減額でございます。
　歳入につきましては、施設整備費の減額に伴う給付金１，６００万円、繰入金３９４万２，０００円の減額と前年度
繰越金１１万円並びに消費税還付金の確定による諸収入４０３万２，０００円の増額となっております。
　次に、議案第１９６号「平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）」について提案理由のご説
明を申し上げます。
　今回の補正の主なものは、施設整備費の減額に伴う市債及び一般会計繰入金の減額で、歳入歳出それぞれ２，４６２
万円を減額し、歳入歳出予算の総額を１３億１，６９１万７，０００円と定めるものであります。
　詳細をご説明いたします。
　歳出では、野村処理区での施設整備費で、国の事業認可決定がおくれたことによりまして、測量試験費を１，４００
万円、それに伴う工事請負費を１，０７０万円それぞれ減額するものであります。また、職員手当を８万円増額してお
ります。
　施設管理費では、賃金を８７万６，０００円減額し、需用費で同額を計上いたしております。
　また、歳入につきましては、事業費の減によりまして市債２，４４０万円、一般会計繰入金２２万円をそれぞれ減額
するものであります。
　次に、議案第１９７号「平成１７年度西予市上水道事業会計補正予算（第２号）」について提案理由のご説明を申し
上げます。
　今回の補正の主なものは、収益的収入の一般会計補助金の減額と資本的収入へ他会計繰入金を計上するものでありま
す。
　まず、収益的収入及び支出の補正についてご説明いたします。
　支出では、営業費用として９６万６，０００円、営業外費用として２万２，０００円を増額計上いたしております。
これは、主に賃借料と一時借入金の支払い利息に充てるものであります。
　収入では、一般会計補助金を１，４４３万１，０００円減額いたしております。これによりまして収益的収入の総額
は６億４，４０５万９，０００円、収益的支出の総額は６億５，６６１万７，０００円となっております。
　次に、資本的収入の補正についてご説明いたします。
　まず、工事負担金で、三瓶上水道事業会計において国道３７８号線の拡幅工事に伴い支障となる配水管の移設工事に
伴う４３０万円の増額と宇和上水道事業の配水管移設工事に伴う道路公団からの補償金１７０万円を工事負担金に組み
替えるもので、合わせて６００万円計上するものであります。
　また、明浜上水道事業へ一般会計より企業債償還金の繰入金２，８６２万７，０００円を計上いたしております。こ
れによりまして、資本的収入の総額は８億１，３６４万円となっております。
　以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長　上甲病院総括事務長。
○上甲病院総括事務長　議案第１９８号「平成１７年度西予市病院事業会計補正予算（第１号）」について提案理由の
ご説明を申し上げます。
　今回の補正は、損益勘定において医業収益と医業費用及び医業外費用を増額するものであります。
　支出の部は、医業費用では、原油高騰によります燃料費５６１万９，０００円、在宅療養患者増加に伴う酸素濃縮装
置賃借料５０６万１，０００円の増額と修繕費３８０万６，０００円の減額であります。
　医業外費用では、企業債利息８０万６，０００円の増額で、合計７６８万円を計上しております。
　収入の部は、野村病院の外来収入７６８万円を増額計上いたしております。
　以上の補正により、西予市病院事業会計の収益的収入及び支出の予算総額は３７億９，７８９万１，０００円となり
ました。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長　理事者の説明は終わりました。
　暫時休憩いたします。（休憩　午前１１時３１分）
○副議長　再開をいたします。（再開　午後１時１０分）
　議長が所用のため退席しておりますので、私副議長が議長の職務代行をいたします。進行がスムーズにいきますよう
にご協力のほどお願い申し上げます。
　　（日程９）
○副議長　日程第９、報告第５号「西予市土地開発公社の経営状況について」から報告第１６号「株式会社グリーンヒ
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ルの経営状況について」までの１２件を一括議題といたします。
　理事者の説明を求めます。
　総務企画部長。
○森総務企画部長　報告第５号「西予市土地開発公社の経営状況について」、報告第６号「財団法人宇和町住宅協会の
経営状況について」、報告第７号「社会福祉法人宇和町社会福祉施設協会の経営状況について」、報告第８号「株式会
社野村町地域振興センターの経営状況について」、報告第９号「財団法人宇和文化会館の経営状況について」、報告第
１０号「株式会社エフシーの経営状況について」、報告第１１号「株式会社城川自然ロッジの経営状況について」、報
告第１２号「株式会社城川開発公社の経営状況について」、報告第１３号「有限会社オービーシステムの経営状況につ
いて」、報告第１４号「株式会社どんぶり館の経営状況について」、報告第１５号「あけはまシーサイドサンパーク株
式会社の経営状況について」、報告第１６号「株式会社グリーンヒルの経営状況について」、一括して提案理由のご説
明を申し上げます。
　地方自治法第２２１条第３項で規定する市の出資比率が５０％を超える法人等については、同法第２４３条の３第２
項の規定により、毎事業年度に法人の経営状況を説明する書類を作成して議会に提出することが義務づけられているた
め、本議会にその経営状況について報告するものであります。
　各法人の詳細につきましては、担当部長が補足説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
　それでは、説明が前後いたしますが、報告第６号「財団法人宇和町住宅協会の経営状況について」から説明をさせて
いただきます。
　平成１６年度財団法人宇和町住宅協会の事業は、みどり団地２期宅地を平成１５年度に継続して販売いたしました。
全５３区画のうち平成１５年度に宇和町住宅産業連合会加盟業者に住宅フェア用地として９区画、個人へ１２区画、合
わせて２１区画販売し、平成１６年度は残り３２区画のうち３区画を販売し、１６年度末現在の残区画は２９区画とな
っております。
　また、ひまわり団地２期については、１区画を販売し、全区画販売済みとなりました。
　次に、平成１６年度の収支につきましては、収入の部では、事業収入４，４８４万４，５３０円、諸収入１４万４，
１８８円、繰越金６，３０９万９４３円、収入合計１億８０７万９，６６１円、支出の部では、事業費１，４４６万
１，１７４円、総務費４，０７２万１，３００円、借入金償還金３，００４万２７３円、支出合計８，５２２万２，７
４７円、繰越金２，２８５万６，９１４円となっております。
　財団法人宇和町住宅協会としては、出資団体からの財政支援を受けず、基金及び繰越金で財源を確保し、健全な運営
に努めていますが、今後は前年度に引き続きまして、みどり団地２期の販売を促進するのみとなっています。
　詳細につきましては、お配りしております資料をお目通しください。
　以上で「財団法人宇和町住宅協会の経営状況」説明を終わります。
　続きまして、報告第１３号「有限会社宇和オービーシステムの経営状況について」説明をさせていただきます。
　平成１６年度における宇和オービーシステムの業務委託契約は、施設管理等を主体に８件、運動公園などの屋外部門
３件で、収益は１億４，４７６万９，０００円でありました。ご案内のように損失のほとんどは人件費で９６．５％を
占めております。そして、営利を求める法人ではありませんので、１５万３，６４９円の当期利益となっております。
昨年もご説明申し上げましたように、行政と会社の会計年度の相違から委託料を未収金、借受金の科目で経理をいたし
ております。
　次いで、貸借対照表ですが、出資金の半額２４０万円は市の出資であります。
　詳細につきましては、お配りしております資料をお目通しいただきたいと思います。
　以上で「有限会社宇和オービーシステムの経営状況」の説明を終わります。
○副議長　安藤建設部長。
○安藤建設部長　それでは、報告第５号「西予市土地開発公社の経営状況について」説明させていただきます。
　平成１６年度西予市土地開発公社の事業につきましては、完成土地売却については、三瓶町いぶき団地、土地区画７
２４万７，３００円で売却いたしました。土地取得につきましては、城川町高野子団地、用地の６筆で５，６５１平米
を３，４７１万４，５００円で取得いたしております。公社におきましては、完成土地については、三瓶町いぶき団
地、全２４区画のうち、残りの１７区画の販売促進を、また未整土地については、城川町高野子団地及び宇和町さくら
団地の測量設計を進めております。
　次に、平成１６年度の収支報告をいたします。
　歳入の部では、事業収益で１，０６８万４，１１３円、事業外収益で９５１万８，２１５円、特別利益で２，２１０
万円、そのほか繰越金、事業借入金合わせまして歳入合計で２億１，４７７万２，９６１円でございます。
　歳出の部では、事業原価４，１０１万４，５００円、販売費及び一般管理費で１，３６２万７，８９１円、事業外費
用といたしまして１７２万３，５８７円、事業借入金の償還で１億２，５７７万円、合わせまして歳出合計で１億８，
２１３万５，９７８円でございます。差し引き繰越金といたしまして３，２６３万６，９８３円であります。
　詳細につきましては、お配りしております資料をお目通し願います。
　以上で「西予市土地開発公社の経営状況」の説明を終わります。
○副議長　理事者の説明は終わりました。
　次に、報告第７号「社会福祉法人宇和町社会福祉施設協会の経営状況について」、松本生活福祉部長の説明を求めま
す。
　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　報告第７号「平成１６年度社会福祉法人宇和町社会福祉施設協会の経営状況について」ご説明い
たします。
　宇和町社会福祉施設協会は、昭和４７年２月２９日に設立された社会福祉法人でありまして、運営している事業は、
身体障害者デイサービスセンターと介護デイサービスセンターを兼ねた游の里デイサービスセンター、知的障害者更生
施設希望の森と松葉学園、保育所７施設、特別養護老人ホーム松葉寮、在宅介護支援センター、あんしんの家などがあ
ります。このあんしんの家につきましては、市長が冒頭申しました特区申請により介護保険施設である田之筋、多田両
施設でのデイサービスを身体障害者、知的障害者も利用できるよう認定されたものであります。
　西予市の財政支出といたしまして、補助金は平成１６年度決算で１，９２１万円であります。
　また、委託している事業は、平成１６年度で８事業、１億１８７万４，０００円となっております。
　なお、実績報告書及び決算書につきましては、一般会計が１０区分、特別会計が２区分ありますので、後でお目通し
をお願いいたしたいと思います。
　以上、簡単ですがご説明とさせていただきます。
○副議長　説明は終わりました。
　次に、報告第８号「株式会社野村町地域振興センターの経営状況について」、大森産業部長説明を求めます。並びに
報告第１０号「株式会社エフシーの経営状況について」から報告第１２号「株式会社城川開発公社の経営状況につい
て」までの４件を大森産業部長の説明を求めます。
　暫時休憩いたします。（休憩　午後１時２４分）
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○副議長　再開いたします。（再開　午後１時２５分）
　失礼いたしました。
　次に、報告第１４号「株式会社どんぶり館の経営状況について」から報告第１６号「株式会社グリーンヒルの経営状
況について」までの３件を大森産業部長の説明を求めます。
　大森産業部長。
○大森産業部長　それでは、報告第８号「株式会社野村町地域振興センターの経営状況について」ご説明いたします。
　当地域振興センターは、特産品の加工製造、販売、施設の管理、地域資源の掘り起こしを目標に事業に取り組んでお
ります。
　平成１６年度の収支につきましては、売上高１億８６７万５，９４７円で当期末の処分利益は３１４万４，４２１円
になっております。これには、市からの委託料３，４８８万円が含まれております。
　なお、１７年度につきましては、さまざまな改善取り組みによりまして２，３６３万円の委託料で処理できる見込み
であります。
　次に、報告第１０号「株式会社エフシーの経営状況について」ご説明いたします。
　森林の保全につきましては、今日国全体としての取り組み推進が図られているところでありますが、エフシーといた
しましても、その使命を果たすべくより一層の努力を行っているところであります。
　平成１６年度の収支につきましては、売上高１億７，８４７万８，３５７円で、当期末の処分利益は３２０万８，５
５２円になっております。これには市からの委託料が、新規林業就労者関係で９５６万７，０００円、基盤整備用機械
運営で２，３９７万３，０００円が含まれております。
　なお、機械運営関係では１，５２４万１，０００円の使用料が収入として西予市に入りますので、市の一般財源は８
７３万２，０００円となります。
　次に、報告第１１号「株式会社城川自然ロッジの経営状況について」ご説明いたします。
　当社では、設立目的に沿うべく賢明に経営努力を続けておりますが、残念ながら慢性的になってきている赤字経営を
改善するには至っていない現状であります。
　平成１６年度の収支につきましては、売上高３，７３９万８，８０８円で、当期末の処分利益はマイナス３７５万
７，４１９円になっております。これには市からの委託料８００万円が含まれております。
　なお、１７年度につきましては、６８０万円の委託料では処理できない見込みとなっておりまして、今後の処理方向
につきましては、筆頭株主であります市に判断をお願いしているところでございます。
　次に、報告第１２号「株式会社城川開発公社の経営状況について」ご説明をいたします。
　当公社は、平成１６年２月の設立であり、今回が最初の報告となります。
　平成１６年度の収支につきましては、売上高２億７，５９２万４，２７５円で、当期末の処分利益は６６万７０８円
になっております。これには市からの委託料１，８００万円が含まれております。今後はこれまでの積極的な販路開拓
の取り組みに加え、１７年度途中から管理者として指定を受けました宝泉坊ロッジ、健康保養施設事業を組み合わせて
公共貢献の使命とともに健全な運営を目指してまいります。
　次に、報告第１４号「株式会社どんぶり館の経営状況について」ご説明いたします。
　農林水産業の直売所を核とした西予市の特産品販売拠点としてこれまで同様積極的に事業を展開しているところでご
ざいます。
　平成１６年度の収支につきましては、売上高１億６，６５２万４，４１９円、これは受取手数料も含んでおります。
当期末の処分利益は２，２２６万４，８６４円になっております。市からの委託料はありません。
　なお、持ち込み分も含めた売上高につきましては、６億４，２０５万３，１４９円になっております。また、入り込
み客数は、これはレジ通過者でありますが、５４万１，６５７人でございます。
　次に、報告第１５号「あけはまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況について」ご説明いたします。
　当シーサイド・サンパークでは、地域産品の振興、健康増進、交流の拠点として地域に貢献をしてきております。
　１６年度の収支につきましては、売上高２億１，２９１万３，１５３円で、当期末の処分利益は１６万８，８２５円
になっております。これには市からの委託料２，０００万円が含まれております。１７年度においては、委託料１，７
００万円の範囲内で決算処理を行う予定であり、健全運営に向かって改善努力を行ってまいります。
　次に、報告第１６号「株式会社グリーンヒルの経営状況について」ご説明いたします。
　ケールの処理加工を行い、生産から販売までの一貫体制を確立させ、農業の振興を図るため積極的に事業を展開して
いるところであります。
　平成１６年度の収支につきましては、売上高１億３，３９８万４，６０１円で、当期末の処分利益は８０６万２，２
４６円になっております。これには市からの委託料はありません。
　以上、７件の報告をさせていただきました。
　詳細につきましては、お配りをしております資料をお目通し願います。
○副議長　説明は終わりました。
　次に、報告第９号「財団法人宇和文化会館の経営状況について」、河野教育部長の説明を求めます。
　河野教育部長。
○河野教育部長　報告第９号「財団法人宇和文化会館の経営状況について」説明させていただきます。
　まず、事業報告として貸し館業務、自主事業について報告いたします。
　貸し館業務については、５６２件の利用件数があり、延べ６３２日の利用がありました。また、４万１，２０５人の
方々が利用をしていただきました。
　自主事業としましては、５月に甲斐よしひろコンサート、６月モンテカルロバレエ団公演、２月わらび座ミュージカ
ル「ドクトル長英」等を開催し、文化的、芸術的な事業を広く市民の方々に楽しんでいただく機会を提供しましたが、
入場者数は４，３０２名と、人口割合でいいますと９％の参加率です。共催事業については、６事業を実施、入場者は
３，１５０人でした。
　次に、収支につきまして報告いたします。
　収入の部で、基本財産運用１，９９４円、受託料４，０９３万１，２４０円、補助金１，４４０万円、事業収入１，
９５３万３，９５０円、雑収入１０万４，３４２円で合計７，４９７万１，５２６円、支出の部で、管理費４，１１２
万１，８４６円、事業費２，９４７万２，９３２円、合計７，０５９万４，７７８円となり、差し引き４３７万６，７
４８円の当期収益となりました。
　詳細につきましては、配付をいたしております資料をお目通しください。
　なお、これからも地方にいながらにして中央の芸術、文化を提供できるように努力をしながら、地域の文化振興が図
れるよう運営してまいりたいと思っております。
○副議長　以上で経営状況報告を終わります。
　暫時休憩いたします。（休憩　午後１時３５分）
○副議長　再開いたします。（再開　午後１時３６分）
　お諮りいたします。
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　ただいま市長から提出されました議案第２００号「平成１６年度農業集落排水資源循環統合補助事業石城地区処理施
設土木・建築工事変更請負契約について」及び亀井議員ほか２名から提出されました意見書案第５号「教育基本法の早
期改正を求める意見書（案）の提出について」を本日の日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議
ございませんか。
　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　ご異議なしと認めます。よって、２件を本日の日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
　　（追加）
○副議長　まず、追加日程第１、議案第２００号「平成１６年度農業集落排水資源循環統合補助事業石城地区処理施設
土木・建築工事変更請負契約について」を議題といたします。
　理事者の説明を求めます。
　安藤建設部長。
○安藤建設部長　議案第２００号「平成１６年度農業集落排水資源循環統合補助事業石城地区処理施設土木・建築工事
変更請負契約について」提案理由のご説明を申し上げます。
　石城地区処理施設土木・建築工事につきましては、平成１６年第３回臨時会で議決をいただき、宇和土建株式会社と
工事請負契約を締結し、さきの第３回定例会におきまして、請負金額を２億２，６４１万９，０００円とする工事変更
請負契約を締結し現在施工中であります。このたび終末処理場の盛り土費用及び場内整備の集水槽に係る費用に設計変
更の必要が生じたため１３６万１，０００円を増額し、請負契約を２億２，７７８万円とする工事変更仮契約を去る平
成１７年１２月２日に締結しましたので、議会の議決を求めるものであります。よろしくご審議の上、ご決定ください
ますようお願い申し上げます。
○副議長　理事者の説明は終わりました。
　これより質疑を行います。
　ご質疑ございませんか。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　以上で質疑を終結します。
　お諮りいたします。
　議案第２００号については、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご
異議ございませんか。
　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
　これより討論を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　討論を終結といたします。
　これより採決を行います。
　お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議案第２００号「平成１６年度農業集落排水資源循環統合補助事業石城地区処理施設
土木・建築工事変更請負契約について」原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
　　（賛成者起立）
○副議長　起立多数であります。よって、ただいまの議案第２００号は原案のとおり可決されました。
　　（追加）
○副議長　次に、追加日程第２、意見書案第５号「教育基本法の早期改正を求める意見書（案）の提出について」を議
題といたします。
　事務局長に朗読いたさせます。
　事務局長。
○吉良事務局長　教育基本法の早期改正を求める意見書（案）。
　教育基本法は、昭和２２年の制定以来、一度の改正もなく戦後半世紀が経過した。
　しかしながら、この間に日本社会は大きく変化し、教育は多くの課題を抱えるに至った。青少年の凶悪犯罪に示され
る規範意識や道徳心の希薄化、学級崩壊やいじめ、不登校の問題、家庭や地域社会での教育力の低下、学力の低下な
ど、今日教育改革は喫緊の国民的課題となった。
　こうした中、平成１５年３月中央教育審議会は、文部科学大臣に対して、新しい時代にふさわしい教育基本法と教育
振興基本計画のあり方についてを答申し、教育基本法の改正を提唱している。教育の再建へ向け今こそ青少年の健全育
成を図り、国際社会でも認められる日本国民のあり方はいかにあるべきかを真剣に考え、新たな時代の教育の方向性を
明確に指し示す必要がある。よって、政府は一日も早く国会に教育基本法改正案を提出し、我が国の教育にとって何が
必要かの観点に立って徹底論議を行い、早期に教育基本法を改正するよう強く要望する。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　平成１７年１２月８日、愛媛県西予市議会。
　提出先、衆議院議長河野洋平、参議院議長扇千景、内閣総理大臣小泉純一郎、総務大臣竹中平蔵、文部科学大臣小坂
憲次。
○副議長　ただいま議題となっております本案は、会議規則第３７条第２項の規定により、提案理由の説明を省略する
ことにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
　これより討論を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　討論を終結とします。
　これより採決を行います。
　お諮りいたします。
　この表決は起立によって行います。
　意見書案第５号を決定することに賛成の議員の起立を求めます。
　　（賛成者起立）
○副議長　起立多数です。よって、意見書案第５号は原案のとおり決定いたしました。
　以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
　本日はこれにて散会といたします。
　次回は明日１２月９日午前９時より一般質問及び質疑を行います。
　どうもご苦労でございました。
　ご協力ありがとうございました。
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　　散会　午後１時４４分
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平成17年第４回定例会（２日目）　H17.12.9
　　　　　　　平成１７年第４回西予市議会定例会会議録（第２号）

１．招 集 年 月 日　平成１７年１２月９日
１．招 集 の 場 所　西予市議会議場
１．開　　　　　議　平成１７年１２月９日
　　　　　　　　　　午前９時００分
１．散　　　　　会　平成１７年１２月９日
　　　　　　　　　　午後３時４０分
１．出　席　議　員
　　　　１番　　田　中　　　剛
　　　　２番　　松　山　　　清
　　　　３番　　宇都宮　明　宏
　　　　４番　　松　島　義　幸
　　　　５番　　元　親　孝　志
　　　　６番　　嶋　川　武　文
　　　　７番　　沖　野　健　三
　　　　８番　　森　川　一　義
　　　　９番　　亀　井　秀　男
　　　１０番　　名　本　修　三
　　　１１番　　河　野　作　生
　　　１２番　　藤　井　朝　廣
　　　１３番　　浅　野　泰　義
　　　１４番　　浅　野　忠　昭
　　　１５番　　三　好　幸　夫
　　　１６番　　岡　山　清　秋
　　　１７番　　酒　井　宇之吉
　　　１８番　　兵　頭　　　勇
　　　１９番　　山　本　英　男
　　　２０番　　山　本　昭　義
　　　２１番　　梅　川　光　俊
　　　２２番　　鍵　原　芳　和
　　　２３番　　菊　地　ミスギ
　　　２４番　　宇都宮　二　朗
　　　２５番　　岡　田　周　三
　　　２６番　　山　本　安　男
　　　２７番　　平　野　武　男
　　　２８番　　大　竹　忠　盛
　　　３０番　　坂　本　隆　重
　　　３１番　　浅　野　豊　重
１．欠　席　議　員
　　　２９番　　二　宮　　　元
１．地方自治法第１２１条により
説明のため出席した者の職氏名
　　　市　　　　　長　　三　好　幹　二
　　　助　　　　　役　　別　宮　　　靜
　　　収　　入　　役　　三　好　藤　冶
　　　教　　育　　長　　二　宮　宇　明
　　　総務企画部長　　森　　　英　二
　　　建　設　部　長　　安　藤　芳　夫
　　　産　業　部　長　　大　森　俊　彦
　　　生活福祉部長　　　松　本　正　志
　　　教　育　部　長　　河　野　豊　昭
　　　明浜総合支所長　　小　玉　岩　康
　　　野村総合支所長　　西　本　貞　夫
　　　城川総合支所長　　九　鬼　則　夫
　　　三瓶総合支所長　　山　本　正　男
　　　病院総括事務長　　上　甲　福　重
　　　消防本部消防長　　荒　井　安　憲
　　　総　務　課　長　　炭　倉　貞　明
　　　財　政　課　長　　清　水　忠　夫
　　　企画調整課長　　　清　水　享　司
１．本会議に職務のため出席した者の職氏名
　　　事　務　局　長　　吉　良　孝　一
　　　議　事　係　長　　井　上　千　浪
１．議　事　日　程　　　別紙のとおり
１．会議に付した事件　　別紙のとおり
１．会 議 の 経 過　　　別紙のとおり

議　　事　　日　　程
　１　一般質問
　２　議案第１５７号　西予市宇和文化会館条例制定について
　　　議案第１５８号　西予市游の里健康センター条例制定について
　　　議案第１５９号　西予市游の里ふれあい広場条例制定について
　　　議案第１６０号　西予市特別養護老人ホーム条例制定について
　　　議案第１６１号　西予市デイサービスセンター条例制定について

ページ(1)



平成17年第４回定例会（２日目）　H17.12.9
　　　議案第１６２号　西予市軽費老人ホーム条例制定について
　　　議案第１６３号　西予市惣川高齢者生活福祉センター条例制定について
　　　議案第１６４号　西予市野村学園条例制定について
　　　議案第１６５号　西予市精神障害者小規模作業所条例制定について
　　　議案第１６６号　西予市渓筋農林水産物処理加工施設条例制定について
　　　議案第１６７号　西予市明浜ふるさと創生館条例制定について
　　　議案第１６８号　西予市明浜農産物集出荷施設条例制定について
　　　議案第１６９号　西予市野村青汁工場条例制定について
　　　議案第１７０号　西予市城川高品質堆肥センター条例制定について
　　　議案第１７１号　西予市物産会館条例制定について
　　　議案第１７２号　西予市野村農業公園条例制定について
　　　議案第１７３号　西予市城川産地形成等促進施設条例制定について
　　　議案第１７４号　西予市野村畜産総合振興センター条例制定について
　　　議案第１７５号　西予市大野ケ原育成牧場条例制定について
　　　議案第１７６号　西予市城川食肉加工センター条例制定について
　　　議案第１７７号　西予市あけはまオートキャンプ場条例制定について
　　　議案第１７８号　西予市明浜民宿故郷条例制定について
　　　議案第１７９号　西予市明浜塩風呂条例制定について
　　　議案第１８０号　西予市野村茅葺き民家交流館条例制定について
　　　議案第１８１号　西予市野村キャッスルランド深山条例制定について
　　　議案第１８２号　西予市城川特産品センター条例制定について
　　　議案第１８３号　西予市三滝ロッジ条例制定について
　　　議案第１８４号　西予市城川ふるさと交流館条例制定について
　　　議案第１８５号　西予市有料駐車場条例制定について
　３　議案第１８６号　西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　議案第１８７号　西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について
　４　議案第１８８号　愛媛地方税滞納整理機構の設立について
　５　議案第１８９号　平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）
　　　議案第１９０号　平成１７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９１号　平成１７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９２号　平成１７年度西予市老人保健特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９３号　平成１７年度西予市介護保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９４号　平成１７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９５号　平成１７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）
　　　議案第１９６号　平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９７号　平成１７年度西予市上水道事業会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９８号　平成１７年度西予市病院事業会計補正予算（第１号）
　　　議案第１９９号　平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）
　６　陳情第　　４号　真の地方分権改革の早期実現に関する意見書の提出について
　　　陳情第　　５号　議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について

本日の会議に付した事件
　１　一般質問
　２　議案第１５７号　西予市宇和文化会館条例制定について
　　　議案第１５８号　西予市游の里健康センター条例制定について
　　　議案第１５９号　西予市游の里ふれあい広場条例制定について
　　　議案第１６０号　西予市特別養護老人ホーム条例制定について
　　　議案第１６１号　西予市デイサービスセンター条例制定について
　　　議案第１６２号　西予市軽費老人ホーム条例制定について
　　　議案第１６３号　西予市惣川高齢者生活福祉センター条例制定について
　　　議案第１６４号　西予市野村学園条例制定について
　　　議案第１６５号　西予市精神障害者小規模作業所条例制定について
　　　議案第１６６号　西予市渓筋農林水産物処理加工施設条例制定について
　　　議案第１６７号　西予市明浜ふるさと創生館条例制定について
　　　議案第１６８号　西予市明浜農産物集出荷施設条例制定について
　　　議案第１６９号　西予市野村青汁工場条例制定について
　　　議案第１７０号　西予市城川高品質堆肥センター条例制定について
　　　議案第１７１号　西予市物産会館条例制定について
　　　議案第１７２号　西予市野村農業公園条例制定について
　　　議案第１７３号　西予市城川産地形成等促進施設条例制定について
　　　議案第１７４号　西予市野村畜産総合振興センター条例制定について
　　　議案第１７５号　西予市大野ケ原育成牧場条例制定について
　　　議案第１７６号　西予市城川食肉加工センター条例制定について
　　　議案第１７７号　西予市あけはまオートキャンプ場条例制定について
　　　議案第１７８号　西予市明浜民宿故郷条例制定について
　　　議案第１７９号　西予市明浜塩風呂条例制定について
　　　議案第１８０号　西予市野村茅葺き民家交流館条例制定について
　　　議案第１８１号　西予市野村キャッスルランド深山条例制定について
　　　議案第１８２号　西予市城川特産品センター条例制定について
　　　議案第１８３号　西予市三滝ロッジ条例制定について
　　　議案第１８４号　西予市城川ふるさと交流館条例制定について
　　　議案第１８５号　西予市有料駐車場条例制定について
　３　議案第１８６号　西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　議案第１８７号　西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について
　４　議案第１８８号　愛媛地方税滞納整理機構の設立について
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　５　議案第１８９号　平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）
　　　議案第１９０号　平成１７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９１号　平成１７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９２号　平成１７年度西予市老人保健特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９３号　平成１７年度西予市介護保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９４号　平成１７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９５号　平成１７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）
　　　議案第１９６号　平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９７号　平成１７年度西予市上水道事業会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９８号　平成１７年度西予市病院事業会計補正予算（第１号）
　　　議案第１９９号　平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）
　６　陳情第　　４号　真の地方分権改革の早期実現に関する意見書の提出について
　　　陳情第　　５号　議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について

　　開議　午前９時００分
○議長　ただいまの出席議員は２９名であります。これより本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。
　　（日程１）
○議長　これより、日程第１、一般質問を行います。
　この際、申し上げます。
　各議員の発言は、申し合わせの発言時間１５分以内でお願いをいたします。質疑については２回までとし、あわせて
５分以内でお願いをいたします。
　通告順に質問を許可いたします。
　２８番大竹忠盛君。
○２８番大竹忠盛君　おはようございます。
　通告に基づきまして一般質問を行いたいと思います。
　いつもトップバッターは元親議員さんでございまして、理論精錬と高度なご質問を行われるわけでありますが、私は
ごく身近な問題について一般質問を行いたいと思います。
　今回は、少子化対策、宇和中学校の体育館の建設の問題、総合交通システムの検討状況と最近オープンをいたしまし
たクアテルメの交通アクセスの問題、過疎地域の自治支援の４点につきまして市の指針とその対応策についてお伺いを
いたしたいと思います。
　まず最初に、少子化対策についてお伺いをいたします。
　少子化対策は国・県の重要な政治課題でもあります。国も少子化担当大臣が誕生いたしまして、その対策に積極的に
取り組まれることを期待をするものであります。西予市の状況を見ましても、１５年度の出生児は３１２人でありま
す。そして残念ながらお亡くなりになりました方は４９９人であります。同年度明浜町の事例を出して恐縮ですが、１
７人の出生でございます。城川が２９人、三瓶が４８人、野村６８人、宇和１５０人であります。さらに、１６年度の
出生児は２８１人、亡くなられた方は６１９人であります。この現状から見ましても、少子化が急速に進んでいるのが
実情であります。ちなみに宇和町の昭和４５年の出生児数は２８２人で、西予市の出生児数とほぼ同じであり、その折
の宇和町の人口は１万８，３６２人でありました。西予市の人口から比べても、いかに少子化が進んでいるかがうかが
えるのであります。
　一方、小学校の西予市の現状を見ても、平成１６年５月のデータではありますけれども、生徒数が２０人以下が６
校、６０人以下が１１校、６０人以上はわずか１０校であります。明浜ではご案内のとおり小学校が４校ありますが、
１５年度の出生児は先ほど申し上げましたように１７人ということであります。三瓶町の最近の出生児数を見ましても
最高が５０人、最低は３６人でございます。１０年後の三瓶高校がどうなるのだろうか、大変憂慮するものでありま
す。これらのデータにつきましては、さらに具体的な分析も必要であります。いずれにいたしましても、４万７，００
０人の市で３００人以下の出生児数であります。西予市の財政状況も大変厳しい実情ではありますが、西予市独自の創
意工夫を凝らした具体的な子育て支援策は行政の重要な課題でもあると考えます。
　そこで、以下２点についてお伺いをいたします。
　安心して子供を産み育てる社会環境の整備は、地方自治体の責務でもあります。市内各保育園、市立幼稚園の定数及
び入園者の状況はどのような現状なのか。保育時間の延長の現状が、働く母親の要望に沿える状態であるのか、その現
状と今後の対応策についてお伺いをいたします。
　２点目は、市長はさきの女性団体との懇談会で、ごみ減量化で生み出された財源は、市民のために有効活用したい旨
のお話をされたようでありますが、私もその趣旨に賛同するものであります。ごみ減量化について、特に女性グループ
の方々の関心は高く、ごみ減量化については積極的に支援願える環境にあると確信をいたしております。広く市民の皆
さんにごみ減量化に理解と協力を求めるためにも、そこに生み出された財源を思い切って西予市独自の子育て支援策に
活用する考えはないか。それこそ生きた財源の使い道であると思われますが、理事者の考えを伺いたいと思うのであり
ます。
　次に、市立宇和中学校体育館の建設計画についてお伺いをいたします。
　ご承知のとおり現在の宇和中学校体育館は、昭和３９年に建築されたものであります。天井も低く、バレーボールの
公式戦さえもできない。バスケットコートに至っては、コートのサイドと壁面が六、七十センチしかございません。大
変危険な状況であります。私もバスケットボールの練習を見ていましたが、使いなれているから事故も回避されている
と思います。このことがいつか重大事故に結びつかなければよいのだがと憂慮するものであります。特に他の学校との
練習試合では、使いなれていないために、過去にけがをされた生徒さんもあるやに伺っています。これでは心配して他
校との練習試合も思うに任せない。せめて生徒たちに伸び伸びとスポーツをさせてあげたい。その点では現状にそぐわ
ないお粗末な体育館と言わざるを得ません。事故が起きてからでは遅いのであります。ご案内のとおり宇和中学校は八
幡浜管内でも生徒数が一番多い中学校であります。
　一方、この体育館は社会体育にも広く活用され、日曜を除き連日連夜使用されています。柔剣道場が併設できれば、
夜間使用による青少年の健全育成の面からも有効な施設となると思われるのであります。現在剣道部は、中学校とは離
れた米博物館の講堂での練習、特に冬場は早く暗くなり、行き帰りの問題、最近児童の痛ましい事件などを思うとき
に、安全面から考えても老朽化している体育館の建設は急務であると考えます。
　あわせての要望でございますけれども、体育館は柔剣道場も併設した体育館を建設すべきと考えますが、改修計画は
どのようになっているのか、お伺いをいたします。
　次に、西予市の総合交通システムの検討状況とクアテルメ宝泉坊の交通アクセスについてお伺いをいたします。
　昨年１２月の定例議会で、西予市の一体感を図る上からも、交通弱者の足の確保のためにも早く総合的な交通システ
ムの検討が必要である旨の質問をいたしました。その後の検討経過はどのようになっているのか。さきの全員協議会
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で、モデル福祉バス運行計画を示され、総合交通システムの第一歩を踏み出されたことは喜ばしいことでありますが、
基本的な総合計画との関連はどうなのか、総合計画の検討、推移はどのようになっているのか、あわせて今後の対応策
についてもお伺いをいたします。
　さきにオープンしたクアテルメ宝泉坊は、大変すばらしい施設であります。この財政難に１０億円の投資でもありま
す。市民のために有効に活用される手法については、十分検討をされていることは思いますが、さらに施設の効率化、
市民の健康づくり、リハビリ等に有効に活用するためには、施設を利用したくても足がない市民のためにも、市内の主
要施設を結ぶアクセスは、欠かせない有効な手段であると考えるのであります。例えば、スクールバスの活用等も含め
て早急にその有効手段を示すべきと考えます。その対応策がどうなっているのか、お伺いをいたします。
　最後に、過疎地域の集落自治支援について伺います。
　去る９月２０日付の愛媛新聞で、高齢化率が５０％を超えると集落機能が低下し、やがてその集落は消滅するとの記
事を読みました。高齢化が急速に進んでいる西予市の実情はどのような現状なのか、市民生活課の協力も願い、西予市
全体の集落ごとの高齢化率を調査してみました。予想以上に地域によっては高齢化が進んでいるのであります。地区の
名前を出してまことに恐縮ですが、城川では、高齢化率５０％以上が１５集落、４０％以上が２４集落もあり、最も過
疎化が進んでいると言われております惣川、ただしこれは大野ケ原を除いた数値でございますが、高齢化率４０％台は
わずか３集落、それ以外はすべて５０％以上で、そのうち７０％以上が９集落もありました。最もこの地域は小集落が
多いのも特徴でありますが、まさにこれらの現状から推察いたしますと、集落自治機能は危機的状況にあると言えま
す。１０年後はこれらの集落はどうなっているのであろうか、隅々まで気配りできる、そして光を当てる、合併のまさ
に真価を問われるまちづくりが必要だと思うのであります。
　一方、地方自治のあり方が問われる時代が到来したとも言えると思います。市役所と集落を結ぶ情報交換、伝達の手
段さえも困難になるのではないかと推測されます。里道や農道、棚田、畑の管理、災害時やひとり暮らしの支援、さま
ざまな状況を考えるとき、ともに支え合う集落自治機能を維持・発展するためには、地区公民館、地域社会福祉協議会
が軸となり、支援する体制の確立は急務ではあろうと思うのであります。１０年後に備えてのモデル自治集落を指定す
るなどして、高齢化が進んでいる集落を支援することは、喫緊での課題であると考えるが、その対応策についてお伺い
をいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
○議長　三好市長。
○三好市長　いよいよ本日は９人の議員さんから一般質問を受けるわけでございますけれども、私ども真摯に受け答え
をしていきたいと、このように思っております。
　まず、トップバッターの大竹議員の質問の中の、ちょっと前後をいたしますけれども、少子化対策の質問の中のごみ
の減量化に伴う財源の有効活用について、私の方からまず回答をさせていただきたいと、このように思っております。
　来年度からはごみの収集の細分化を実施して、ごみの減量や再資源化を図って１億円の減量をできるよう今準備を進
めているところでございます。言うまでもありませんけれども、現代社会が物質的な豊かさを手に入れた対極にごみと
いう負荷を生み出しております。西予市もこの問題と真剣に対峙をして、ごみが社会問題であること、また西予市の財
源問題であることを訴えるとともに、個々の家庭生活のモラルの問題であることも訴えていきたいと、このように思っ
ております。したがいまして、市財政とごみ減量化がいかに関連をして、そのむだな歳出をシフトすることによって市
民生活が変化することを実践していきたいと考えております。実務的には、平成１７年度に実質的な歳出となったごみ
経費を基準といたしまして、それからの減額分を大竹議員が言われる少子化対策を初めといたしまして福祉や教育や産
業など市民に見える形として事業化をして、予算化していきたいと考えています。そのことによって、市民により一層
のご協力をいただく、いわゆる市民協働社会の実現を目指しておるところでございます。
　以上でございます。
○議長　別宮助役。
○別宮助役　大竹議員の３点目の総合交通システムの現況とクアテルメ宝泉坊の交通アクセスにつきましてお答えを申
し上げます。
　昨今の生活バス交通は、自家用車の普及で昭和４０年代のピーク時から年々減少をいたしております。バス会社とし
ても大変厳しい経営を強いられておるのが実情でございます。その中で路線廃止、統合、縮小といった大がかりな合理
化が行われておりまして、運行の存続が危惧されているところはご案内のとおりでございます。こうした状況の中で行
政としては、高齢者さらに障害者を初めとする交通弱者の生活交通手段を確保する観点から、バス会社の欠損額に対し
て支援を行っているところでもございます。これも財政上大きな負担となっておるわけでございます。これらの状況を
踏まえながら総合交通システムをどう構築するかということでありますけれども、市のバス事業を担当いたします課を
中心といたしまして、生活交通問題検討会を設置をいたしまして、路線バス、福祉バス、さらには通学バスなど生活に
かかわる交通手段、また市内の主要な公共施設を有機的に結ぶアクセス等の現況と課題について随時協議検討を現在進
めているところでございます。そこで、まず６５歳以上の高齢者の障害者を対象として、医療機関への通院のための福
祉バスの希望が多いわけでございます。このことから、集落単位で部分的に試験運行をいたしたいと、このような計画
をしているわけでございます。この試験運行は、来年の１月から３月末までの間、期間限定で実施をしたいと、このよ
うに考えておるわけでございます。この地域といたしましては、野村地域の周辺部を対象に行う予定でございます。一
応８路線を予定をしとるわけでございます。現在運行されているバス路線から遠く離れた集落、いわゆる公共交通の空
白地帯をモデルといたしまして、市有バスによります無料で運行することを試験運行を計画をいたしております。
　次に、１１月７日にオープンをいたしましたクアテルメ宝泉坊でございますけれども、西予市及び近隣市町より多く
の方が利用をいただいておるわけでございます。市民の憩いと健康増進を図るために定期バスの運行について検討を現
在進めております。この計画は、クアテルメ宝泉坊だけでなくて、市内の主要施設を有機的に結ぶことを基本にルート
設定を現在検討を進めておる状況でございます。運行の方法につきましては、民間委託、市営、指定管理者等による運
行が考えられるわけでありますけれども、それぞれにメリット・デメリットもありますので、今後施設利用者のニーズ
を把握しながら有効な運行について検討してまいりたいと、このように現在考えておるわけでございます。
　以上でございます。
○議長　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　それでは、少子化対策のうち前段の部分についてお答えをいたします。
　西予市のゼロ歳児の数は、平成１７年４月１日現在で２８４人と大変少なく、６歳までの就学前児童数も西予市全体
で１，８９３人となっており、人口の４％となっております。西予市では、平成１６年度に「子供を産み育てることに
夢と希望が持てる町西予」を目指して、西予市次世代育成支援行動計画を策定して、子育て支援ネットワークを立ち上
げ、子育て支援に取り組んでまいっております。
　ご質問にあります市内各保育園、保育所、幼稚園の入所状況でありますが、平成１７年４月１日現在での状況では、
ゼロ歳児から６歳の就学前児童数１，８９３人中１，０３４人が市内１８カ所の公立・私立保育所や近隣市町の保育所
に入所をいたしております。
　また、幼稚園の入園者数は、公立・私立合わせて８園で２１０人となっており、保育所、幼稚園合わせて１，２４４
人、就学前児童の６５．７％が入所、入園いたしております。そのうち３歳児以上では、就学前児童９７９人に対しま
して９４５人が入園、入所しており、９６．５％の入所率となっております。平成１８年度中には入所希望の多い宇和
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保育園が定員４０名、野村保育所で定員３０名を増員する計画をいたしております。各保育所での開所時間は、午前７
時３０分から午後６時３０分までとしておりまして、必要に応じて居残り保育を実施しているところであります。
　また、延長保育につきましては、現在三瓶のひまわり保育園が国の補助を受けまして実施しており、原則午前７時か
ら午後７時までの延長保育を実施いたしております。現在８８人の園児が登録しており、旧町内の各保育所から希望者
を受け入れておりますので、仕事で遅くなる保護者からには、大変喜ばれております。平成１８年度にはうわまち東保
育園で実施を予定しており、今後状況を見ながら拡大を検討していきたいと考えております。幼稚園の保育時間につき
ましては、公立・私立ともに午前８時３０分から午後２時ないし３時までとなっております。
　一方、児童館も宇和、野村、三瓶に整備し、施設を利用した学童保育も宇和と三瓶で実施して子育て支援に取り組ん
でおります。
　また、子育てに悩む親が気軽に相談できる家庭相談員を本庁に配置するとともに、三瓶には子育て支援センターを設
置し、専門の職員を配置しておりますので、お気軽にご利用いただきたいと、このように考えております。
　また、西予市では独自の支援策として出産祝い金制度を設けており、１子３万円、２子５万円、３子以降は１０万円
を支給しており、県内では例を見ない制度を取り入れているのは、ご案内のとおりであります。
　さらに、国では児童手当を小学校６年生まで拡大することを現在検討しているようであります。制度が改正されれ
ば、子育て支援の一助になるのでないかと期待をしております。
　以上、ご答弁とさせていただきます。
○議長　河野教育部長。
○河野教育部長　宇和中学校体育館の建設計画についてお答えをしたいと思います。
　ご存じのとおり宇和中学校は昭和３９年に建築し老朽化しており、宇和中学校には大変不便をかけている現状であ
り、早急な改築が望まれております。そこで、建設計画では、平成２０年度に建設をすると予定をしております。しか
し、今年度西予市内の学校施設すべてについて耐震優先度調査を実施しました。その結果をもとに施設の改築等検討す
べきと考えております。
　しかし、大変財政が厳しいときでありますので、関係機関とも協議をしながら進めていく必要がありますので、この
場ではっきり２０年度建築をするというような期間のお答えはできませんけれども、十分先ほど言いました耐震優先度
調査をもとに協議をしていきたいというふうに考えております。
　それからもう一点、柔剣道の併設についてですけれども、この件につきましても、具体的になった時点で社会体育の
振興の点から関係団体とも協議をしながら推進をしていくつもりにおります。
　以上です。
○議長　森総務企画部長。
○森総務企画部長　それでは、４点目の過疎地域の自治支援についてお答えをさせていただきます。
　集落はこれまで一定の地理的、社会的条件のもとで住民が英知を結集し、日常生活や冠婚葬祭、災害救援、生産活動
の共同作業、伝統芸能や歴史文化的遺産の継承といった独自の風習や習慣などをつくり上げ、住民の連帯、融和を図っ
てまいりましたが、こうした集落も農林漁業等の不況による長引く地域経済の低迷とライフスタイルの変化等による若
者の都会への流出が少子・高齢化、過疎化に拍車をかけ、特に中山間地の集落にあっては地域の活力が低下し、耕作放
棄地の増加や森林の荒廃、伝統的祭事の衰退などが顕著にあらわれ始めております。市内の集落単位は４４８集落に区
分されておりますが、いわゆる小集落と言われるところを見てみますと、２０戸未満の集落が９６集落、１０戸未満の
集落になりますと３３集落で、さらに５戸未満の集落は７集落となっております。これらの小集落では高齢化率も高く
なっており、災害や医療などの不安を抱えながらも集落共同体としての役割が果たせず、連帯意識や生活扶助精神その
ものが希薄化していく傾向にあります。地域を元気にするには、担い手となる恒常的な若者定住が必須であり、これに
は雇用の場の確保、医療、教育、住宅など総合的な定住条件の整備が必要でありますので、市といたしましても行政課
題として引き続き取り組んでまいりたいと考えております。現在、地域によっては高齢者の生活を側面から援助する見
守りネットワーク、自治組織の役割を探る地域づくり懇談会、自主防災組織の設立など、地域住民が自主的に活動して
元気を取り戻そうとしているところもございます。これらはまさに議員がご提案いただいたモデル自治集落に値するか
とも思います。これらについては、行政としても支援しているところであります。
　また、市では来年１月からモデル地区を対象に、高齢者などの病院通院用の福祉バスを期間限定で試験運行する計画
も先ほどの答弁にもありましたように計画をいたしております。集落機能を維持する上では、集落再編成もその選択肢
の一つと言えますが、生活形態の違いなど難しい問題も抱えておりまして、これには相互理解が最も不可欠であります
ので、地域のリーダーである区長さん、その他地域関係者の自主的英断にゆだねるとともに行政としても支援してまい
りたいと考えているところであります。
　議員提案のモデル自治集落が行政の財政支援のみならずどのような条件でどのように位置づけ、その役割や他集落へ
の波及等々、地域振興、社会教育、福祉の面から可能かどうか、今後は研究してみたいと考えておりますので、ご理
解、ご支援をいただきますようお願い申し上げます。
　以上、答弁とさせていただきます。
○議長　２８番大竹忠盛君。
○２８番大竹忠盛君　各般に当たりましてそれぞれ適切なご答弁はいただいたわけでありますが、一、二要望を申し上
げておきたいと思います。
　その１つは、総合交通システムでございますけれども、それぞれ試験的な試みがさまざまな形で出てきておるわけで
ありますが、やはり私は大切なことは、西予市の全体の総合計画の基本があって、その大もとのもとでそれぞれ福祉バ
スなりあそこのクアテルメの交通手段なり、その辺が考えられるべきではないだろうかと。基本はやっぱり総合計画を
きちっと早く立てていただくことが大切であろうと、これは要望するものであります。
　２つ目に、保育園のことにつきましても具体的にご答弁をいただいたわけでありますが、特に延長保育等が働く母親
の要望に沿った形で実施されておるのかどうか、それぞれのお母さん方の意見もお聞きをいただいて、ぜひとも働きや
すい環境が整う保育時間の延長と、こういうことについてもぜひ気配りをいただきたいなと、こんな気持ちでいっぱい
であります。
　自治公民館のことについてもお答えをいただいたわけですが、社会教育計画書を見てみますと、地域によってはモデ
ル自治公民館構想を柱に掲げられておる公民館もあるようにお見受けをいたしました。これからの社会教育の柱とし
て、ぜひとも過疎地域を含めたモデル自治公民館構想等についても視点を当てていただきたい。合併をしてよかったな
と言われるまちづくりのためには、その辺が今後の重要な課題にもなってくるんではないかなと、こんな思いを強く持
っておりますので、お願いをいたしたいと思います。
　最後に、体育館のことで、体育館とあわせて柔剣道も併設した体育館と、こういうことにぜひ思いをめぐらせていた
だきたいということを強く要望いたしまして、終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長　三好市長。
○三好市長　それでは、大竹議員の再質問の要望についてお答えをしていきたいと思います。
　まず、最初の総合交通システムの考えでございますけれども、ことしの段階で昨日補正予算要望をさせていただきま
したモデルとしての福祉バスでございますが、その前段には今議員のご指摘のとおりの全体的な構想を基本的には今考

ページ(5)



平成17年第４回定例会（２日目）　H17.12.9
えてつくっておる段階でございます。その中で、まず具体的に１８年度からするに当たってのモデルとして、走らすこ
とによってどういう住民からのご意見をいただくのかと、市民の方からご意見をいただくかということでモデルの福祉
バスを走らすということで、昨日の補正予算のお願いをしたところでございまして、その基本には全体構想を今立てて
おるということをご理解をいただきたいと、このように思っておるところでございます。
　次に、保育園の延長保育の問題でございますけれども、これは働く女性の声を市政に届けるためにも非常に大事なこ
とであって、そういう意味においても、お母さん方の延長保育に対する思いというものは十分受けておるつもりではご
ざいますけれども、なお一層それについては私共も声を聞きながら延長保育への、どれくらいそれ以上の保育を希望さ
れるのか等々を考えていきたいと思っております。
　次に、自治公民館構想の絡みでございますけれども、これにつきましては、先ほどお答えしたとおりでございますけ
れども、なお一層研究を重ねていこうということでございまして、ご理解をいただきたいと思います。
　それから、体育館と柔剣道の併設の問題でございますが、これは具体的なことをする段階で再度ご意見等々を承った
中でそういうことが可能かどうか、敷地とかいろんな面があろうかと思いますし、社会体育との問題もあろうかと思い
ます。ぜひその辺のことはその段階で具体的な段階に一緒に協議をしていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長　次に、５番元親孝志君。
○５番元親孝志君　皆さんおはようございます。
　ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして理事者の所信をお伺いしたいと思います。
　今回の質問は、公共事業費の削減が地域経済に及ぼす影響等につきましてお伺いをしたいと思います。
　さきの９月１１日の衆議院解散総選挙は、大方の予想に反して自民党の歴史的圧勝という結果に終わりました。その
後新聞、雑誌等にいろいろな結果分析がなされておりましたが、何が原因でこのような結果が出たのかが問題ではな
く、この結果が地方にとって将来に何をもたらすかが問題であると考えられます。今日までの自民党５５年体制を維持
してきたのは、ほかならぬ地方での得票が大きく貢献してまいりました。その結果として公共事業予算を初め農林漁業
等が手厚く保護されてまいりました。地方交付税も名目は国土の均衡ある発展のための交付金ということになっており
ますが、実質は政治体制を維持するための政治的予算措置であったとも考えられます。同時に公共事業予算は、影の交
付金の役割を担ってまいりました。
　しかし、今回の選挙結果は、今までのような中央政治と地方のもたれ合いが崩壊するきっかけをつくる選挙結果にな
ったと言えると思います。このことは政治学上非常に大きな意味があります。今まで税収の大半を都市の納税者が納め
ていたものを批判覚悟で地方に傾斜配分していただいてきました。これからの税金は、納税者つまり都市に還元すると
いう、当たり前のことが当たり前に行えるようになったわけであります。今後どの政党も今まで以上に都市に配慮し、
意識せざるを得なくなりました。折からの国家財政の悪化と相まって実質的な地方切り捨てが始まったのではないかと
心配をいたしております。
　さて、国と地方を合わせた借金、平成１７年度末で８０７兆円になります。政府は財政再建として２０１０年までに
プライマリーバランスの黒字化を目標に掲げました。
　しかし、現実には今後思い切った増税と思い切った歳出削減を実施しない限り、目標の達成は到底実現不可能な話で
あります。このような財政事情から、今後公共事業予算がさらに大幅に削減されることが予測されるわけであります。
公共事業は、本来社会資本の整備を目的としているわけでありますが、それ以外に過疎地など経済環境の悪い地域で、
その地域の経済を支える目的で公共事業が配分されてまいりました。公共事業は社会保障と同じ所得配分の目的もあっ
たわけであります。
　また一方では、グローバル経済の中で公共事業が国際収支のバランスを保つ手段として利用されてまいりました。平
成元年から始まった日米構造協議では、１０年間で４３０兆円の国内公共投資をアメリカに約束してまいりました。こ
のように複合的な役割の中で公共事業が実施されてまいりましたが、財政悪化に伴い主悪の根源に位置づけをされてお
るのが現状であります。
　公共事業を事業予算額で見てまいりますと、国の一般会計では、昭和６３年度の８兆７，０００億円から平成１５年
度まで、毎年この金額を上回ってまいりました。しかし、平成１６年度には８兆７，０００億円と昭和６３年の額に逆
戻りいたしました。また、ピーク時の平成１０年の１７兆４，０００億円に比べますと、実に半額になっております。
　また、国の公共事業には一般会計だけでなく、特別会計での公共投資があるわけであります。これを合わせた金額
は、平成１５年度で約２３兆円、民間投資額が平成１５年度で約３０兆９，０００億円、合わせまして５３兆９，００
０億円が国内に占める総建設投資額ということになります。これもピーク時の平成４年度には８４兆円ありましたの
で、実に３６％の減額ということになります。
　また、厳しい財政事情のもとで効率的な社会資本の整備が求められており、コスト削減に向けた本格的な構造改革が
進められております。平成８年度の数字に比べたコスト削減率は、平成１４年度までに約２１％の削減が実施されまし
た。さらに、平成１５年度から５年間で１４年度対比１５％の総合コスト削減率の達成が目標とされております。その
結果、平成１９年度では平成８年度と比較しますと、実に３３％のコスト削減が図られることになるわけであります。
要約いたしますと、総体量が３６％の減、そして設計単価、実質コスト削減が３３％減ということに現状なっておるわ
けでございます。
　さらに、これに追い打ちをかけるように道路特定財源の一般財源化がほぼ確定的になりました。
　以上のことから、今後公共事業は一層の厳しさが想定されるわけであります。そこで、公共事業費の削減が地域経済
に及ぼす影響について２つの側面から質問をさせていただきたいと思います。
　まず、１点目として、行政執行面での問題点であります。
　今日まで公共事業はある意味で業界の問題として議論されてまいりました。
　しかし、公共事業は自治体にとってこそ重要な予算であります。平たく言えば、予算さえ確保すればまちづくりはお
のずからうまくできてまいりました。しかし、これだけの公共事業予算が削減されますと、まちづくりの基本設計自体
を再検討しなければならないのではないかと思います。
　そこで、以下の点について理事者の所見をお伺いしたいと思います。
　まず、今回の衆議院の選挙結果を踏まえて、これからの国と地方の関係がどのように変わっていくのか、先に私の意
見を述べましたが、市長はどのように考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。
　２点目として、国の財政改革に伴って公共事業費は恐らく従来の５割以下になるのではないかと思います。地方経済
にとってこれにかわる新たな産業を早急に検討しなければ、経済は急激に疲弊してくると思いますが、この点について
どのような展望を持たれているのか、お伺いをしたいと思います。
　３点目といたしまして、事業費が削減されれば、当然一つ一つの事業が今までに増して重要になってまいります。今
後事業執行に当たっては、事業の公平性、費用対効果等の視点から事務事業の評価システムの導入、あるいは民間人を
含めた公共事業評価委員会等の設置が必要になってくるのではないかと思いますが、どのように考えておられるのか、
お伺いをいたします。
　４点目として、平成１７年度末の地方の借金は２０５兆円になる見込みでありますが、大半は地方の借金というより
も国の借金であります。例えば、合併特例債を例にとれば、一時的に地方が借金をしていても、いずれ７０％は交付税
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で戻ってきますので、地方の借金は実質３０％ということになります。
　しかし、国の膨大な借金を考えたときに、本当に将来もこの約束が堅持されるのかという心配をいたします。三位一
体の改革は、これを破棄するための手段ではないかと推測をするわけであります。安易に合併特例債事業を実施する
と、いずれこんなはずではなかったというときが来るのではないかと心配いたしますが、理事者の考えをお伺いしたい
と思います。
　次に、建設業界の側面から質問したいと思います。
　今西予市の建設業協会加入業者数は７２社ということであります。今後公共事業費が従来の半分以下になることから
想定すれば、当然今までのような業者数は必要なくなってまいります。建設業界といたしましてもいろいろな角度から
対応を検討していますということでありますが、改革は遅々として進展していないのが現状であります。改革が進まな
いのにはそれなりの事情があるようでございますが、今後改革を進める上においては、当然業界と行政との対話と協力
が不可欠と考えますが、愛媛県においては、大幅な予算削減を打ち出しながら、許可業者数は逆にふえているのが現状
であります。一見無責任ともとれるわけでありますが、西予市としては今後どのように改革を進めることが西予市にと
って、あるいは業界にとって望ましいと考えておられるのか、理事者の考えをお伺いしたいと思います。
　最後に、今後思い切った業界改革を実行するとすれば、当然それに伴い失業者が発生をいたします。この場合の受け
皿をどうするのか。
　また、コスト削減は当然避けて通れませんが、今の要求を満たすとすれば、業界としても成果主義的な発想を検討し
なければなりません。そうした場合、西予市のような高齢化社会においては、地域雇用が大変難しくなってまいりま
す。当面するコスト削減という課題と地域の実情には二律背反の問題が発生をいたします。このことに対して理事者は
どのように考えておられるのかお伺いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
○議長　三好市長。
○三好市長　それでは、私の方から元親議員の第１番目の質問についてお答えいたしますけれども、いつも高尚な質問
でございまして、同じ土俵にのりづらいというのが現状でございますが、きょうは同じ土俵にのって答えをしていきた
い、このように思っております。
　さきの衆議院選挙の選挙結果はご案内のとおり、小泉自民党の大勝でありまして、さらに公明党を合わせた政権与党
が３分の２以上を占めるということになりました。このことはよしあしは別として、民主主義の根本であります多数原
理からして、すべての議員が政権与党の考えで可決されるということになろうと思っています。
　元親議員の質問では、公共事業に係る地方と国の関係を問われたと思いますが、その範囲で私の考えを言わさせてい
ただきたいと思います。
　まず、小泉改革の本質を認識する必要があります。改革の根本をなす官から民へ、国から地方への流れは強い意思が
働いていると言えます。特に小さな政府を目指す考えは、小泉首相の自主的ブレーンである竹中総務大臣のグループの
考えであり、経済理論で言いますとハイエック経済理論政策でありまして、傾斜配分すなわち新自由主義であると、こ
のように思っております。今までの日本経済の政策の主流でありましたケインズ経済政策理論が強かったと、このよう
に思いますが、これはいわゆる公平分配の考えでございます。この公平分配としての地方の公共事業が内需拡大という
方法論で行われてきたというのが終始のとおりだと、このように思っております。今の小泉内閣は、公共事業による内
需拡大の効果を否定しておりますので、地方にとっては厳しい時代を迎えたと自覚をしなくてはならないと、このよう
に考えております。
　また、県も公共事業の大幅削減を方針として打ち出しており、この流れは西予市も食いとめることができないと考え
ております。ただし、９０近くの業者があり、そこに雇用される従業員の生活を含めて公共事業の依存度の高い西予市
においては、このことを重く受けとめなくてはいけないと思っております。私としては、一般競争入札にして全国どっ
からでも入札する仕組みを行うことにより落札率を低くすることが一番よいという考えには少し介意的でございます。
市の経済、市民の生活を守る観点から一定の指名競争入札を是としていく考えであります。ただ今後大きな流れになる
と思いますけれども、品格法による考えでありまして、今までの価格競争偏重から品質確保を主眼とした入札方式であ
ります。市内の業者も時代の流れを敏感につかんでほしいと、このように考えておるところでございます。
　以上でございいます。
○議長　大森産業部長。
○大森産業部長　それでは、元親議員、１点目、２つ目のご質問にお答えをいたします。
　新たな産業を早急に検討しなければ経済は急激に疲弊する、このことについての展望はというご質問でございます
が、日本の経済はいわゆる緩やかではありますが、回復をしてきたと言われておりますのは、もうご案内のとおりであ
ると思います。
　しかし、西予市のような中山間地域にありましては、さらに厳しさを増している状況であろうと思っております。こ
の背景には、地方を支えてきた農業と建設業の衰退がありますことは、ご指摘のとおりでございます。特に建設業の縮
小は、地域経済や地域雇用に与える影響は大きく、憂慮すべき状況と認識をしております。このことは全国共通の問題
でありまして、近年公共事業だけに頼らず自主自立で新分野、これは農業とか環境リサイクル、福祉分野があると思い
ますが、に挑戦をする建設会社がふえているようでもあります。北海道が顕著であるように思いますが、建設会社が企
業として培ってきたノウハウで建設農業兼業会社を立ち上げ農業に参入をすると。戦後農業から建設業に入ってきた
人々が、今社会の変化とともに農業に戻るといいますか、戻らざるを得ない状況でありますが、一方担い手不足の農業
にとりましては、プラスな要因でもあります。このことは県レベルでは、もう既に支援に乗り出している県もあるよう
であります。愛媛県も研究を始めたようでありますし、西予市も建設業の新分野進出支援をともに研究をしていきたい
と考えております。
　以上、答弁とさせていただきます。
○議長　森総務企画部長。
○森総務企画部長　それでは、１点目の３番についてご質問にお答えをいたしたいと思います。
　平成１７年３月定例議会におきまして助役の方から答弁いたしましたとおり、西予市におきましては、平成１７年度
を行政評価システム導入の元年度として位置づけ、総務課、財政課、企画調整課の３課による事務局を設置し、導入に
向けた積極的な取り組みを行っております。西予市の行政評価につきましては、単に行政評価システムを導入すること
を目的にするのではなく、西予市が抱えている経営課題を解決するためのマネジメントツールとして導入を図ることを
目的といたしております。
　また、新市としてのマネジメント基盤の構築を行い、成果を見えるようにして施策や事業展開への資源配分や方向性
の経営判断を行う継続的なマネジメントシステムとして機能させることが重要と考えております。今年度は既に行政評
価システムを効果的に導入するため、理事者を対象としたトップ研修及び事務局研修を８月に開催し、行政評価に対す
る理解を深めております。今後は、平成１７年度中に西予市の行政評価導入の基本としたマスタープランを策定しまし
て、平成２０年度までには全事業での事務事業評価と予算反映ができるように取り組んでまいりたいと思います。
　また、有識者を含む第三者機関による外部評価委員会の設置等につきましては、今後の取り組みの中で必要か否か判
断してまいりたいと考えております。
　続きまして、４番目でありますが、ご承知のとおり西予市の合併特例債の発行可能額は約２２６億円で、合併から１
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０年間にわたって発行することができます。そしてこの合併特例債の大きなメリットが、さまざまな事業を容易に進め
ることができるということ、さらには発行額の７割が後年度の交付税に還元されるという、合併による最大の財政支援
策となっておりますが、しかし元親議員がご心配いただいておりますとおり、国が財政再建に向けプライマリーバラン
スの黒字化に動きつつある今日の状況を踏まえますと、これからの元利償還金の交付税措置を普通交付税でその分だけ
絶対額で上乗せされるのかどうかという点につきましては、一抹の不安を持っているのが率直的な気持ちであります。
　また、合併特例債を１０年間にわたって発行し続けますと、後年度負担のピークは、合併後１０年以上たってからや
ってくることも視野に入れておかなければならず、その上に合併後１０年目以降は地方交付税が減少することも確定し
ており、これらを考えますと、合併特例債の発行計画は慎重に進めなければならないと思っております。したがいまし
て、こういう両面と現状の財政状況を総合的に配慮いたしますと、不本意ではございますが、合併協議会で策定してお
ります建設計画も抜本的な見直しが必要ではないかと、このように思っております。
　しかし、ここで重要なことは、ただやみくもに削減するという発想ではなく、どのようにすれば限られた財源で夢の
あるまちづくりが構築できるのかという議論をさまざまな分野で行うことが必要不可欠であると認識しておりますの
で、１８年度からは行政評価システムの導入を図り、事業の公平性、費用対効果を見きわめてまいりたいと、このよう
に考えております。
　以上、答弁とさせていただきます。
○議長　安藤建設部長。
○安藤建設部長　建設業界の問題１点目、２点目あわせてお答えいたします。
　公共事業の減少における建設業界の改革及び改革に伴う地域雇用の問題についてでありますが、議員ご指摘のとおり
で、近年国、県ともに公共事業予算につきましては大幅に削減されております。この厳しい財政事情のもとでは、今後
も公共事業予算の増加は期待できない状況であります。
　一方では、建設業者数においては、全国で５５万社、愛媛県では７，１００社、西予市では９０社程度の数でありま
す。近年の減少数では、全国で約１割程度、愛媛県では７，０００台で推移をいたしております。西予市では数社程度
の減少であります。全国的に業者数が減少しない理由には、１つには、建設業界はひとり親方と言われる個人業者が多
いこと、またあるクラスまでの建設業は、技術者や技能工を除いて特段の資格は不要であり、人間さえいれば設備投資
は少額で営むことができるところにあると言われております。
　建設業界の改革についてでありますが、建設業界のみならず地方においては、他の企業分野についても非常に厳しい
経営状況であることは同様でないかと思われます。中央でも建設業界の改革についていろいろと議論が交わされている
ようでありますが、基本的には個々の企業がみずからの体質を変え、新しい方向性を目指す点が建設産業に求められて
いるのではないでしょうか。西予市の建設業者におきましても、基本はそれぞれの業者が取り組むべきことであると思
いますが、西予市建設業協会を中心として業界の意識啓発を図り、業者の再編など方向性が生み出せるよう努めていた
だきたいと思います。
　西予市といたしましては、現在愛媛県において、建設産業再生支援協議会を立ち上げ、建設産業の目指す方向性と支
援施策を体系化したプログラムの策定作業を行っていると聞いております。その成果を踏まえ、市の財政事情を勘案
し、行政面ででき得ることは雇用対策等を含めて検討していきたいと考えております。
　以上、答弁とさせていただきます。
○議長　５番元親孝志君。
○５番元親孝志君　今答弁をいただきましておよそのことが理解できたわけでありますが、その中で２点ばかり質問さ
せていただきたいと思います。
　まず１点は、業界の改革等につきまして今安藤部長の方から説明をいただいたわけでございますが、言われるとお
り、これは個々の企業の努力を待つしかないわけでありますが、その前に私はこの前テレビを見ておりましたら、今の
民法のテレビ局の女性アナウンサーの採用倍率が何と６，０００倍から７，０００倍あるという、大変うらやましい話
をされておりましたが、今まさに発注者である自治体は、こういう事態になれば、非常に有利な立場にありまして、業
者選択が非常に有利に可能であるという環境にあるわけでございますから、当然自治体としてもこれを最大限やはり活
用されるべきであろうと思います。その中で、今自治体が選択をされておる業者選択の基準が、コストの面に集中をい
たしております。安ければいいという考えが、行政あるいは住民の中にもあるわけですが、これは反面非常に大きな弊
害も出ております。そういう中で、今三好市長が言われましたように品質管理の面を採択の基準にしたいというふうな
ことを今おっしゃられまして、妥当であろうと思いますが、そういった具体的なやはり業者選択基準を行政自体が変え
ることによって業界の意識改革なり自助努力が発生してくるんではないか。そのためには、今までのやはり行政の姿勢
がコスト一点張りできたことに、私は問題が若干あったんではないかというふうに思いますので、今後それの弊害を踏
まえて今の品質管理も含めまして業者選択の基準というものを行政はどのように考えておられるのか、再度もう一回お
伺いしたいと思います。
○議長　三好市長。
○三好市長　それでは、元親議員の再質問についてお答えさせていただきます。
　業界の改革問題についての再質問だと、このように思いますけれども、私が先ほど答えた中で品格法を進めていくと
言ったわけではありません。そういう流れがあると言ったわけでございまして、西予市はそれに今飛びついておるわけ
ではありません。
　しかし、そういう大きな流れがあることを先ほどの中で言ったわけでありまして、品格法をつくられた第一人者って
いわれる方が、国土交通省の四国整備局長がこの間来られまして、北橋さん、北橋局長でございますが、この方が愛媛
伊予市の出身でございますけども、その流れがまた来る可能性が非常に強いということを先ほど言ったわけでございま
して、即今西予市の中でそれを取り入れていくといったわけではございません。そういうことがあることを喚起したと
いうことでご理解をいただいたらと思います。
　しかしながら、そういう中で今度西予市のあり方というのを考えると、やはりコスト一辺倒ではいけなくなることも
確かだということだと、このように思っておりますので、業界の方々にもそういうことも機会あるごとに訴えていこう
と、このように思っているところでございます。
　また、入札等の基準については、入札の適正化委員会、助役を筆頭としてやっておる委員会の中で私どもは業者を選
定をしておるところでございまして、その中で指名業者を選定しておるという流れをつくっておりますので、これは適
正な基準をつくった中の行為だと、このように思っておりまして、私一存でやっておるわけではないということをご理
解いただきたいと思います。
　以上でございます。
○議長　５番元親孝志君。
○５番元親孝志君　もう一点だけお伺いしたいわけですが、今回の私の一般質問に当たりまして、業界の皆さんの意見
も聞かせていただきました。その意見を申し上げたいと思いますが、先ほど市長の答弁で、市の発注工事に関しては、
広く全国から募集をするというふうなものの考え方ではなく、地域に限定をして指名競争入札を遂行していきたいとい
うふうな答弁であったと思うわけでございますが、今現状の業界の会員の皆さんが言われることは、今の財政事情から
して、公共事業費が削減されることは、これ当然のことである。しかし、今市の発注工事の中で、かんがい業者、西予
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市以外の業者の方が落札されている金額の割合が非常に高いということがありまして、この特殊事業を除いた一般的な
事業において、これを西予市内の業者に発注していただければ、相当の公共事業費削減が緩和されるんではないかとい
うふうなことを皆さん言われるわけでございますが、この指名の範囲につきまして市長に再度お伺いをさせていただき
まして終わりとしたいと思います。
○議長　三好市長。
○三好市長　それでは、指名入札の方式についてのご質問だと思いますけれども、この問題については非常に難しい問
題だと、このように思っております。ただ私としては、根本的な考え方を述べさせていただいたとおり、全国的に一般
競争入札をして全国からやった場合については、そのお金の経済の流れというのは市内に落ちないということでありま
して、例えば落札が予定価格から９０に落ちるのと、例えば８０に落ちるとの違いということを私はよく考えるときが
あります。例えば一つの１００万円の事業を落札率予定価格から９０に落ちると８０に落ちるのが市の中の経済に果た
す役割はどうかと計算をいたしますと、例えば５０％補助、７０％の過疎債を利用したという一つの考え方になります
と、５０の補助で７０だったら２５％が市の財源になろうと思います。そうなると９０の場合においては、９０の０．
２５掛けた数字と８０の０．２５掛けた数字では、恐らく１００万円に対して２万５，０００円ぐらいの差しかならな
いと、私はこのように思っております。その経済がほかに外へ抜けるのと市の中に落ちることによって市の中の経済効
果、経済の循環はどちらがいいのかと考えた場合は、市の中に落としていただいたほど経済効果としては高いというの
が私の経済理論でございますから、そういう一つの流れの中で物事を判断していきたいということを強調したところで
ございまして、そういうことで、ただ市外の業者の力ということもしっかり把握しておいて、それだけの仕事のいわゆ
る技術力が必要なものについては、やはり市外の業者を、大手の業者、準大手の業者も入れるべきであると、そういう
考えは持って行為をしておるところでございます。
　以上でございます。
○議長　次に、３１番浅野豊重君。
○３１番浅野豊重君　私は、ただ１点、予算も要らなければただ考え方一つによって変わってくるという、社会を変え
るという意味におきまして質問をいたします。
　それは男女共同参画社会は男性の意識改革にある、こういうことであります。男女共同参画の時代と言われて久しい
のですが、一向に実が上がらないのが現実ではないでしょうか。西予市においても企画調整課内に女性共同政策室を設
置、女性の地位向上と社会進出を図るべく努力されております。まさに時宜を得た取り組みであると高く評価するもの
であります。
　しかし、私が思うには、男女共同参画社会の実現は、まず男性の意識改革にあると思います。先般、西予市主催で行
われました男女共同参画シンポジウムで講演された塩崎先生も、現在はまだ男性を甘やかしすぎている。今後は夫すな
わち男性が一人になっても生活できるように家庭内作業すなわち炊事、洗濯、清掃に至るまで教育実践をする必要があ
ると述べられておりました。実を申しますと、私たちの幼少の時代は、男子７歳にして厨房に入らずということを言わ
れ、炊事等を行う男性を辱しめていたのでありました。男性は外交的また生活設計を担うものであり、家庭内の仕事
は、すなわち炊事、洗濯、子育て、親の面倒等は女性の仕事と決めつけていたのであります。
　しかし、私も先般先生の講話を聞いた後は、自分のできることは自分でやろうと、努めて現在は家庭の手伝いもす
る、そういうことに励んでおるところでございます。問題は、男性がその意識を持ち、実行するか否かにかかっている
と思います。それには男女共同参画シンポジウムのような大会は、男性の参加を促すことが不可欠であると思います。
それを重ねることによって男性の意識が変われば、女性の自由な時間が多くなり、社会進出のきっかけとなります。先
般行った男女共同参画シンポジウムのときは、他に行事もあり参加が少なく、特に男性の参加が極めて少ない、非常に
残念でありました。いかに立派な講師を招いても、受講者がなければまさに絵にかいたもちであります。今後は社会の
仕組みを左右する大事業、僕はこのことは行事とは言いません。大事業というのであります。したがって、普通の行事
と重複するようなときは、部課長の調整により、この大事業の方に向けるようにしていただきたい。そして職員もそし
て議員も全員参加できるように配慮すべきと思います。
　また、市民にも呼びかけ参加を願うとともに、啓発も行うべきと思います。特に男性の参加が、まさに改革の成否を
決める鍵となることを考慮して取り組まれることを要望します。
　なお、現在行っております西予市の男女共同参画事業は、女性の意識改革により地位の向上を図り、男女共同参画社
会をつくらんとするやに見えます。それだけでは真の改革はできないと思います。そこで男性を取り込み、男性自身の
意識を改革させ、両々相まって現在の社会が求める真の男女共同参画社会が実現するものと思います。時代は変わりま
した。現在の社会進出をおくらせているのは、女性は家庭という意識がまだ男性に残っているからではないでしょう
か。それらを解消するために、いかに女性に時間と場を与えることが大事だと思います。これを指導する、また啓発す
るのは行政であり、また教育であると思います。市長並びに関係部課長のお考えを、今後のまた取り組みについてもお
聞かせ願いたいと思います。
　以上で終わります。
○議長　森総務企画部長。
○森総務企画部長　浅野議員の男女共同参画社会は男性の意識改革からについてお答えをいたします。
　１０月１６日に開催いたしました「男女共同参画シンポジウムｉｎせいよ」には、約３００人の方が参加いただきま
した。本シンポジウムは市が主催いたしましたが、実施的には本年７月３０日に発足いたしましたせいよ女性の会が共
催をいただき、企画立案・運営等全般にわたりご協力をいただきました。このように多くの皆様の支えがあって盛大に
開催できましたことを主催者といたしまして皆様方にまずお礼を申し上げたいと思います。
　この開催に当たっては、市内各所にポスター、パンフレットの配布、事業所、諸団体等にも参加の呼びかけをいたし
ましたが、当日は複数の行事が重なりまして、事務局が想定しました参加者数には多少及ばなかったことは残念に思っ
ております。
　また、男女共同参画社会づくりが西予市のまちづくりの基本である以上、職員は率先して参加すべきところでありま
したが、それに至らなかったことにつきましては、深く反省をしておりまして、今後は共通認識を図りながら率先して
取り組んでまいりたいと考えております。
　次に、男性の意識の改革と今後の取り組みに対するご質問でありますが、世界で男女共同参画の動きが始まって約３
０年経過いたしましたが、いまだ性別による役割を固定化する意識やそれに根差した制度や慣習が根強く残っているの
も事実でございます。男女共同参画は、性別や年齢、国籍や障害の有無に関係なくお互いの存在を認め合うという心、
意識の問題であります。長年日常の生活の中で培われました家族、地域での役割分担やきずなを否定するものではあり
ませんが、高齢化社会に突入し、福祉、介護を初め相互扶助の精神が不可欠な時代を迎えた今、役割を共通していかな
ければ社会は成り立たなくなってきていると思います。市ではこのことを基本理念に、現在男女共同参画行動計画策定
委員会によりまして基本計画の策定を行っております。計画の中には、家庭、地域、社会における男性、女性の精神
的、生活的自立の促進、共同参画の視点に立った交流、研修についても織り込んでいきたいと思っております。学習し
てすぐに実践していただきます浅野議員のような方が一人でも多くなっていくように、一人の１００歩より１００人の
勇気ある一歩を目指して推進してまいりたいと思いますので、今後ともご理解、ご支援のほどよろしくお願いいたしま
す。
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　以上、答弁とさせていただきます。
○議長　暫時休憩いたします。（休憩　午前１０時２８分）
○議長　再開いたします。（再開　午前１０時４０分）
　２番松山清君。
○２番松山清君　平成１７年定例議会におきまして質問の機会を得ましたので、通告により質問いたします。
　ことしを振り返ると、日本経済は設備投資の増加やＩＴ環境の進展から踊り場を脱却して緩やかな回復軌道をたどり
ました。その後も原油高騰価格などの影響を受けながらも輸出が緩やかながら伸び続ける中で、大手製造業を中心に企
業業績が改善し、１２月には日経平均株価が１万５，０００円を突破するなど、景気回復感がさらに広がりましたが、
西予市においては、公共事業の削減や補助金カットなどの影響により不景気感から抜け出すことができませんでした。
企業利益が上がり設備投資が増加しても雇用がふえない背景は、正社員を減らし、非正社員をふやすという、これまで
と１８０度違った大きな構造変化が起こっているからであります。
　また、本年２００５年から全国レベルにおいても人口減少時代が到来し、生まれる子供が１０７万人に対して亡くな
られる方が１１０万人と推定され、およそ３万人の人口減少になる予測です。いよいよ団塊の世代が現役を終え、国や
地方公共団体のほとんどが財源不足に苦しみ、将来の社会保障や退職金の現行の制度が行き詰る時代になってきまし
た。そうは言うものの好調な自動車産業や独自の観光資源を持つなどして財政力指数が１以上の豊かな市や町も大都市
近郊にあるなど、日本の地域は大金余りの部分と二極化が進んでいるのであります。財政力指数が０．２そこそこであ
る西予市は西予市らしく、少ない財源を最大限に生かすまちづくりをしていかねば、市民にとって夢のあるまちづくり
ではなくなるばかりか、財政破綻ともなりかねない状況です。そのような中で合併後４年間の任期で後半２年における
重要な問題について質問をいたしたいと思います。
　まず初めに、本庁方式に移行するための問題点について、特に今後その合意づくりを進めていく上での課題をお伺い
いたします。
　西予市庁舎がいつできるのか、市民の関心は大変高く、現在どのような検討段階になっているのか、いつ完成するの
かなどについてよく聞かれるようになってきました。完成までのプロセスとしては、場所の選定から財源、基本コンセ
プトの検討、設計や実際の土地の確保、建設などたくさんの解決しなければならない問題や検討事項、さらに西予市合
併の象徴として、後世に受け継いでいけるものにするためのあるべき姿などを追求していかなければなりません。その
中でもこれから建設に取り組むに当たり最も重要なことは、現在の西予市民の合意づくりであり、それが得られなけれ
ば次の段階に進むことはできません。宇和町以外からは総合支所の職員を減らさないでほしい、少しでも長く総合支所
方式を続けてほしい、あるいは総合支所機能をもっと強化すべきだなどという声も聞かれますが、一方今後の財政状況
を考えたとき、少しでも早く本庁方式に切りかえ、スリムな行政を実現すべきという意見も次第に多く聞かれるように
なってきました。現在、総合支所が置かれている地域は、当然そのような気持ちを持たれることは理解できますし、財
政難の中、今の体制のままでは総人件費、行政のトータルコストを削減し行財政改革を進めることはできません。その
いずれが重要かというと、行財政改革を前進させなければならないということを時代は求めていると、私は思います。
　そこで、今回はこの新市庁舎建設のためのコンセンサスづくりをどのように進めていく考えなのかお伺いしたいと思
います。
　現在西予市は、合併後２年を経過しようとしていますが、まだまだ一体感は醸成されていないと思います。この一体
感づくりが進むにつれ、新市庁舎建設のコンセンサスづくりもできてくるのではないでしょうか。一例を挙げると、こ
としは野村高校の学級が減少しました。野村、城川の進学希望の生徒は宇和高校に通うのではなく、大洲や宇和島の高
校へ行った人が多かったそうです。それは合併したというものの通学手段がなく、城川から宇和高校へは通えなかった
からであります。幹線ルートの通勤、通学の手段についても西予市として確保がなぜできなかったのか。そうすること
によって、西予市としての人の行き来が新たに発生し、一体感を強くするチャンスだったかもしれないのにと思いま
す。そういう取り組みをしないと、三瓶、宇和の高校はますます定員確保が厳しい状況に陥ってしまい、少子化の波を
乗り越えることができません。これは西予市は一つと、市民が感じる上でのコンセンサスづくりのための一つの切り
口、教育に関する生徒やＰＴＡの連携、連帯感づくりの例ですが、そのほかに西予市の一体感を高めるためにどう市長
は取り組むのか、考えをお聞かせください。
　次に、インターネット環境の整備促進についてお伺いいたします。
　ＣＡＴＶについての検討委員会が光ファイバーの活用を検討しているということですが、その経過報告もないので、
一体どうなったのかと思っています。私は１年前に光ファイバー網、すなわち地域公共ネットワークの民間開放はでき
ないか。そうすれば市民のインターネットや情報通信環境を格段に向上し、整備した光ファイバーが有効活用できると
いう質問をしました。その答弁は、総務省の補助で導入しているので、行政以外の民間団体へは貸し出しをしないとい
うことでした。先月２４日に総務省情報通信政策局の地域通信振興課を１１名の議員で訪ね、地域公共ネットワークの
民間開放並びに有効活用についての詳しい説明を聞き、意見交換を行いました。その中でわかったことは、総務省とし
ては、平成１４年度以降、地域公共ネットワークの光ファイバー等の民間活用を積極的に推進しており、地域インター
ネット導入促進基盤整備事業など、その整備に係る費用として、過疎債特別枠を使うことができるということでした。
この事業は年々縮小していくということになっており、早く事業に取り組むところに対しての支援だということです。
ちなみに地域公共ネットワーク事業は既に廃止され、これから合併というところなどはその事業が実施できない、つま
り西予市は早く合併に取り組んだおかけで光ファイバーの整備まではできたところです。全国的に見ると、既に光ファ
イバーを民間に開放している市町村や連携主体は６０以上にも上り、住民は民間のプロバイダー等によりインターネッ
ト接続サービスを受けているということで、対応していただいた岡村地域通信振興課長補佐の話からも、民間開放への
高いハードルはないので、どんどん推進してもらいたいという雰囲気を感じた次第です。なぜインターネットのインフ
ラ整備を急ぐ必要があるのかというと、中古車販売のネットオークションや電子入札、株などへの投資や書籍の購入、
ネット販売の拡大など、今では地方でも事業をしたり生活をするためにインターネットがなくてはならないものとなっ
てきたからです。検討に時間をかけている間に、日本経済のシステムや環境は変化しているのであり、市内の住民が高
速通信環境から取り残されている状況となっています。ＣＡＴＶ事業については、すべての市民に平等に恩恵を受ける
ことができるものであり、ネットを使って事業を営んでいる者にとっても、一日でも早くインターネットでの通信に光
ファイバー網を利用したいところだと思われます。ＡＤＳＬ未開通地域が多い西予市においては、民間開放も含めイン
ターネットの環境だけでもＣＡＴＶ事業完成に先駆けて早急に整備できないものか、お尋ねいたします。
　次に、西予市の人件費削減についてお伺いいたします。
　西予市は合併直後ということもあり、財政規模も類似の市と比べると大きく、多額の人件費が必要で、財政難の中で
大きな負担となっています。公務員の適正数は人口の０．７％と言われており、当市では３５０名くらいとなるのでし
ょうか、西予市行財政計画大綱作成のアンケートの中においても、その結果として、住民から職員の大幅な削減や年功
序列の人事をやめることを求められており、それらの経費削減により財源を生み出し、行革を進めるようにという強い
メッセージを私は感じました。そのような中で、いわゆる大阪市問題等により、行政全般に対する信頼を失墜し、わた
り、特別昇給、調整手当、勤勉手当など給与、手当が職員の権利化されていることに批判が高まっているところです。
住民から公務員の給与が高いと言われますので、県内の企業、西予市内及び南予の企業と比べてその実態がどうである
かを比較検討しました。方法は代表的企業１３社にアンケートをお願いし、企業の人事課長等または経営者に回答をい

ページ(10)



平成17年第４回定例会（２日目）　H17.12.9
ただきました。全国展開をする県内トップ企業と西予市職員の本給を比べると、３５歳ぐらいまでは西予市職員の方が
５％ほど低く、４０歳で約３０万円と並びます。それから上の年齢ではほぼ同額でありますが、企業の方は５５歳で定
年になったり、その後給与が下がるのに対し、西予市職員の場合、何も昇格しない人でも定年まで給料は上がっていき
続け、最終的には４１万５，０００円以上になる年功型となっています。これを南予の企業の平均と比較しますと、採
用時はほぼ同額であるものの、３０歳断面で西予市職員の方が２２％高く、４５歳断面では４５％高いという結果でし
た。定年前では地元企業は約３５万円で約５万円ほど西予市の職員の方が高いという実態です。自由意見の中では、配
偶者手当があり余りに高くなるのではないか、高給取りであるという自覚がないというものなどもありました。この調
査で感じたのは、西予市が松山市にあれば今の水準でよいのですが、この地にあるということで住民との意識の間にギ
ャップがあるのだろうと思います。
　また、議員歳費についても３３万３，０００円で、他の市に比べると最低の水準ではありますが、市内の企業の給与
水準からすれば、かなり高いものだと思った次第です。これまではラス指数という国家公務員との形式的比較が中心と
なって地方公務員の給与が論じられていましたが、民間給与の地域間のばらつきに比べ、公務員給与はより画一的な傾
向が見られることから、今日地方の地場産業との比較を重視するという意見が大勢になってきております。本年の人事
院勧告で俸給は平均４．８％の引き下げとなりました。給与カーブについても若年層や子育てでお金のかかる世代に配
慮した一定の評価のできるものとなったと思います。今回査定昇給制度が導入されたことや給与情報等公開システムな
どの運用が始まることから、より透明性の高いものとなることを期待しているところです。今現在三役及び議員歳費の
削減の答申がなされていると存じますが、人事院勧告とは別に職員の人件費削減の考えは市長にあるのでしょうか。三
役と議員歳費削減は、今後の行政改革の道しるべとすべきと考えますが、市長の所信をお伺いいたします。
　最後に、地場産業の雇用確保についてお尋ねいたします。
　国、県の財政難の中、公共事業の大幅なカットは近年続いており、西予市において道路や河川改修などの工事が激減
しています。特に県工事の量そのものがなくなってきており、公共事業に経営を依存してきた土木関係の雇用が守られ
なくなっている状況です。土木工事関係者は、災害のときに備え機材を整備、備蓄したり、雪が降ったときの除雪や昨
年の東予地方の台風災害にはボランティアで復旧作業に取り組むなど、これまでも社会資本整備のほかにも重要な役割
を果たしてきたのであります。土木工事の西予市内の１社当たりの受注額は、ここ５年の実績の推移を見ますと、平成
１１年度で１億２，９００万円でしたが、５年後の平成１６年度では５，７００万円と激減いたしております。従業員
の推移につきましては、西予市建設業界統計では、平成１１年度東宇和４町で１，１７０名であったものが、ことしで
は８８９名となり、２５％の方々がリストラされている状況です。合併もありまして従業者数については一概に述べる
ことはできませんが、三瓶町では３名減、ここ５年で明浜町３０名、宇和町９１名、野村町１５８名、城川町４名とい
うように雇用は大きく失われております。平成元年度には東宇和で従事者が２，０００名ほどでしたので、１７年間の
スパンでは、６０％の人員削減のリストラが行われたと認識すべきではないでしょうか。
　また、公共事業見直しで土木作業員の給与単価カットが行われ、１人当たり平成１１年度２万１，０００円だったも
のが平成１７年度では１万２，６００円と４０％大幅削減され、経営を圧迫している現状です。ちなみにこの賃金水準
は、市役所に入って３年目の職員よりも年収レベルで下回るものであります。そのような中で三位一体の改革と自治体
の財政難によりさらに厳しい状況が訪れようとしています。公共事業が削減されていく中で、来年度土木事業における
雇用は確保できるのか、今や危機的状況です。今のままでは解雇だけではなく、廃業に追い込まれるのではないかとい
う悲壮感さえ西予市内には漂っています。給与の３割カットや５割カットは受け入れなければならないという雰囲気も
従業員の中にはあります。財政難の状況は十分理解していますが、国、県が公共事業を減らしている今こそ、西予市と
して将来的に取り組む事業など小分けにしてでも少しずつでもよいので発注していく考えは市長にないのか、お伺いい
たします。
　農業集落排水事業においては、三好市長の英断で、地元業者が悲願でありました参入をすることができるようになり
ましたが、残されたこれからの主たる事業は公共下水であります。それらにおいてもできるだけすべて地元業者に発注
できないものでしょうか。商店街での工事を見ておりましたが、それが地元業者にできないものとは思えません。その
ほか今後の方針や考えなどありましたら市長の考えをお聞かせください。
　以上で質問を終わります。
○議長　別宮助役。
○別宮助役　松山議員の本庁方式の取り組みとコンセンサスづくりにつきましてお答えをいたします。
　ご質問の庁舎建設のコンセンサスづくりをどのように進めてきたということでございますけれども、これはさきの定
例議会で庁舎問題の庁舎研究の勉強会を立ち上げたいと、このような市長の方から答弁がございました。これを受けま
して、先月助役をチーフにいたしまして三役、部長、総合支所長、総務、財政、企画調整課長で庁舎問題の勉強会を立
ち上げたところでございます。庁舎建設に当たりましては、建設時期また場所、さらには財源、事務所の方式等につき
ましていろいろな角度から問題検討を現在行っているところでございます。まだ調査研究を始めましてからわずかな時
間しかたってございませんので、具体的な検討は今後の大きな課題ということになろうかと思います。現在２回ばかり
会合を開いておりますので、その中で出てきた若干の問題につきまして申し上げたいと思います。
　新庁舎建設にはメリット・デメリットどういうものがあるのか。さらに、市民の皆様に対してどんなサービスが具体
的に説明ができ、さらに市民のコンセンサスを得ることができるのかと、こういった点をひとつしっかり考えていこう
ということで現在話し合いを進めておるわけでございます。１８年度は担当課を決めまして、新庁舎に向けて具体的に
検討をしていきたいと、このように考えておるわけでございます。
　さらに、松山議員の本庁方式への切りかえた場合の問題点はどういうことがあるのかと、このようなご質問がござい
ました。
　松山議員ご指摘のとおり、総合支所方式を残してほしいと、さらに内容を強化してほしいというご意見もございま
す。さらに一方では、早く本庁方式にという声もあるのも事実でございます。
　また、片方では職員の削減の声も強いものがあるわけでございます。合併協議の中で総合支所方式を選択をいたしま
して今日に至っておるわけでございまして、本庁方式とした場合、現在のサービスが維持できるか、そのためのシステ
ム構築が大きな課題であろうというように考えております。総合支所方式区域の多くの方々からしますと、災害時の対
応はどうなるんか、どんな機能が残されるのか、心理的な大きな不安もあろうかというように思っております。今後の
幅広く各界各層、各地域の皆さんの意見を集約をいたしまして問題を解決に図っていきたいと、このように考えておる
わけでございます。
　冒頭に申し上げましたように、勉強会を立ち上げまして大変時間もたってございませんので、非常に抽象的な答弁に
終始をいたしましたけれども、その点ご容赦をいただきたいと思います。
　以上、答弁にかえさせていただきます。
○議長　森総務企画部長。
○森総務企画部長　松山議員の一体感づくりと市内の交通整備についてのご質問にお答えをいたしたいと思います。
　県立野村高校の定員削減に伴う野村、城川地域の子供たちの通学手段につきまして、議員から苦言をいただきました
が、愛媛県が野村高校の定員削減の方針試案を公表したころから、野村、城川両地区の生徒、保護者を初め関係者に
は、進学に対する一抹の不安を抱えることとなり、進学校決定まで苦悩の日々であったことと思います。生徒、保護者
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の中には、進学に当たって宇和、三瓶両高校の選択肢もあったと思いますが、通学や下宿問題、学科選考等から市外の
高校に入学したと聞いております。いずれにいたしましても、城川－宇和間における直通運行のない朝、昼間、夕方の
一部の時間帯におけるダイヤにつきまして、通学の確保の意味からも関係交通機関とも協議をしていきたいと考えてお
ります。
　なお、市民の一体感醸成についてでありますが、このことは合併後のまちづくりを進める上で最も重要なことと考え
ております。合併以来これまで旧町で経験したことのない地域の行事や各種団体の会合等に出席させていただく中で、
地域を西予市をみんなで盛り上げていこうという皆さんの気概と熱意を肌で感じてまいりました。一例を挙げますと、
さきに行いました男女共同参画シンポジウムや西予の色写生コンクール、大相撲西予市野村場所巡業等々もそうであり
ます。市民の皆さんもこれまでスポーツ大会や各種行事に参加する中で新しい出会いや交流が深まり、連帯、融和の精
神が強くなってきているのを感じられているのではないかと思います。
　なお、一体感を醸成するためには、中心地に統合、集中するだけでなく、とりわけ市内周辺地区の均衡ある発展が大
前提でありますし、庁舎建設、ケーブルテレビ、防災対策等々の整備によりまして、居住する地域は違っても市民とし
ての意識、理解度はおのずと増してくるものと思います。今後におきましても、各種大会等は団体等にゆだねることも
ありますが、あらゆる機会を通じ、多くの市民が参加できる行事等々を進めながら均衡ある施策を講じてまいりたいと
考えておりますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。
　続きまして、インターネット環境の整備促進についてお答えをいたしたいと思います。
　平成１６年１２月に設置いたしました西予市ケーブルテレビ整備事業検討委員会で、当事業の実施について検討をし
ていただいておりますが、平成１７年度内には、当委員会から市長に答申をいただきたいと考えております。この答申
を受けまして、財源の確保等の問題を整理した上で事業実施が決定されるものと考えております。事業の実施が決定さ
れた場合、現在市内の各公共施設まで整備いたしております光ファイバーを各家庭まで延長するため、住民説明会及び
実施設計等の作業に着手することになります。ただ広大な面積の西予市内に光伝送路を整備するためには、３年程度は
工事期間が必要ではないかと考えております。したがいまして、平成２２年度のサービス提供が最短スケジュールと考
えております。ご質問のインターネット環境だけでもケーブルテレビ事業に先んじて市内全域早急に整備できないかと
いうことでございますが、インターネット環境の整備につきましても、実施設計及び公共施設から各家庭までの光伝送
路の整備は必要でありますので、映像と通信の施設整備を同時に整備することが効率的ではないかと考えております。
　以上、答弁とさせていただきます。
○議長　三好市長。
○三好市長　それでは、西予市の人件費削減についてのご質問について回答をさせていただきます。
　人事院勧告に伴う職員の俸給月額の０．３％の引き下げ、配偶者に係る扶養手当の支給月額５００円引き下げ、期末
勤勉手当０．０５カ月分の引き上げと特別職、議会議員の期末手当０．０５カ月分の引き上げについては、先般１０月
２１日の臨時議会で議決いただいたところでございます。現在、給与の調整作業中でありまして、合併協議会について
合意事項でありますので、今後３年間で職員の給与調整をしていく考えでございます。
　給与の減額についてでありますけれども、ラスパイレスが９０％以下という低さでありまして、全国の八百数ある市
の中で下から２番目という状況の給料でございまして、即これが減額できるかどうかということの判断でありますが、
私はなかなか今のところでこの状態を考えたときにできづらいと、このような判断をしておるところでございまして、
しかしながら、管理職手当、期末勤勉手当の加算率の減率、特殊勤務手当の見直し、職員の健康管理上における超勤時
間の見直し、県内出張旅費の減額等々については、職員組合と交渉中でございまして、市民の皆さんと痛みを分かち合
っていくためにも手当を削減する方向で計画をいたしているところでございます。
　なお、特別職の給料、議会議員の報酬及び特別職の職員で非常勤の者の報酬等につきましては、去る１１月２４日に
特別職報酬等審議会を開催いたしまして、市からの諮問に対して答申をいただいたところでございます。内容につきま
しては、平成１８年４月１日から特別職の給料、議会議員の報酬は３％減、非常勤の者の報酬等は一律１％減として、
日額支給消防団員の報酬は据え置きとする内容でございます。近年の社会情勢と今後の動向等を踏まえて適正であると
の判断をいただきました。この回答を重く受けとめまして、議員の皆様と協議した上で、さらに平成１８年以降の事業
計画や予算を踏まえて、答申以上の引き下げを実施したいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上
げまして答弁とさせていただきます。
○議長　安藤建設部長。
○安藤建設部長　４点目の地場産業の雇用確保についてお答えいたします。
　既に皆様ご案内のとおり、国、県の財政状況は逼迫し、国は公共事業費を削減して構造改革の名のもと財政再現を進
めております。今後も道路特定財源の一般財源化議論など公共事業を取り巻く環境は非常に厳しい状況であります。
　また、愛媛県の建設投資につきましても、１７年度の建設投資経費は、ピーク時これ平成７年でございますが、約４
２％に激減し、１８年度においては、凍結事業も生じるような現状であります。土木工事関係者においては、厳寒の時
代に入っている状態で、先を見通しても明るい要素はほとんど期待できない状況であります。西予市におきましても、
財政事情は国、県と同じく非常に厳しい財政状況ではあり、例外ではありませんが、公共事業予算に関しましては、合
併時の建設計画に基づいて合併特例債の活用等で旧町当時の事業量を確保している状況であります。
　しかしながら、今後の財政事情をかんがみますと、公共事業予算に関しましては、国、県の補助事業枠を初め増額の
要因は全く見当たりません。むしろ縮減の方向へ進まざるを得ない現状であるかとも思われます。と申しましても議員
ご指摘のように、土木関連企業は社会的役割、地域の活性化、また雇用の維持に重要な役割を担うなど、必要不可欠な
産業であることは十分認識いたしておりますので、これからも補助金制度、交付金事業等を有効に活用した公共事業の
推進確保に努め、社会基盤整備並びに雇用対策に取り組んでいく所存であります。
　公共下水道事業のお尋ねですが、公共下水道事業に限らず水道事業、建築事業につきましても、地元業者ででき得る
工事につきましては、基本的に地元業者での対応をしていただくよう考えております。
　以上、答弁とさせていただきます。
○議長　２番松山清君。
○２番松山清君　いろいろと答弁いただきまして適切な答弁もございましたが、インターネットの環境整備事業につい
て、森部長のお話では５年後ぐらいに実現できるのではないかということでありましたが、やはりそういった時代では
なくなっているんじゃないかというのは私の実感であります。やはり宇和町の場合は中心部はＡＤＳＬが開通しており
ますが、そういったブロードバンドの時代がｅ－Ｊａｐａｎ構想という政府の方針で進められているようですけど、こ
れからはまたユビキタスネット社会とかｕ－Ｊａｐａｎの時代というような政策が全面に打ち出されておりまして、そ
のブロードバンドを超えた光ファイバーを利用したこれからの人と人、人と物の結びつきを強めていくといったような
政策があるようでございます。したがいまして、やはり西予市でも城川町や明浜町そういった中山間部におきまして
も、同じものを利用できる環境を整えるというのは、やっぱり市としての役割じゃないかというふうに思いますので、
光ファイバーが５年後であるならば、早い時期にそういった実現を図り、市の中の情報サービスが均衡に行えるような
配慮をすべきじゃないかというふうに思います。
　それと、人件費の削減で、三好市長と私の意見のちょっと違うところは、ラスパイレス指数をいつも論じられて８
９％は低いということを市長は言われるわけですが、私も大阪で暮らしていたことがありまして、当時駐車場が屋根な
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しで３万５，０００円したわけであります。それが４０万円の給料であったとしても、それ以外も約１０％近くになる
わけでございまして、道路を走れば有料道路代が要り、どっか行ったら駐車場代が要り、そのほかにもう何もかにもお
金であるという都会の生活と、お米をもらったり野菜をもらったり、また家を建てるときには土地も親が出してくれた
り、安く手に入るという、この西予市での生活とは違いがございまして、ラスパイレス指数８９がそれだけで論じるの
ではなく、やはり今後は地場の企業との給与格差等を参考にしながら検討をしていかないと、市民の納得が得られるも
のではない。そして、議員の歳費も３％削減ということでありますが、この３％でも市民の理解が得られるものではな
いと思います。じゃあラスパイレス指数幾らかっていうことを私も東京のセミナーで聞きましたが、これは４人のパネ
ラーがおりまして、２人の市長経験者と総務省の総務課長、そして福岡政行さんっていう方がおられたわけですけど
も、前市長２人は、やはり給与削減には否定的なご意見を言われまして、三好市長と同じお考えなんだなという、市長
をすればそういう考えになるのかなというふうに私は思いましたが、やはり総務省の総務課長の発言では、もうそうい
ったラスパイレスが公務員給与と比べて幾らだというようなことでは交付税はもう出していけないと、大体それでいっ
たら幾らぐらいなのかというと、妥当な数値は７７か７８じゃないかというようなご意見もございました。そういう中
で私はこの地域の給与がどれぐらいであるかという調査に取り組んだわけでございますが、これはすぐにはできないか
と思いますけども、そういう方向に今日本の中ではあるんだということをご認識いただき、我々の歳費削減についても
積極的に取り組み、また議員定数の削減も市民が納得いかれるような形にして財政改革に力を出したいというふうに思
うところでございます。
　それと、あと地場産業の件につきましては、もう一つ小分けでも、少しでも構わないので、事業を出してほしいと。
事業量が少なくては、やはり従業員を解雇していかなくてはならないということになりますし、それは非常に経営者に
とってはつらいことであります。そういったことが民間では議論されているという状況なので、特段のできる限りの措
置をお願いしたいところでありますが、その点についてはいかがお伺いしたいと思います。
○議長　三好市長。
○三好市長　それでは、松山議員の再質問についてお答えをさせていただきたいと思います。
　インターネットの環境整備の問題でありまして、特にその中のＡＤＳＬの環境整備を整えることだと、このように思
うんですが、今の現状では、ごらんのとおりＮＴＴのそれぞれの支所があった三瓶や宇和や野村のある程度の範囲しか
高速のインターネットを使えることができないというのが現状だと思います。本来なら私どもから言いますと、ＮＴＴ
がすべきことでありまして、行政がそこまで何でかかわらなくちゃいけないんだというのが、本来の私たちの熟じたる
問題であります。本来ならＮＴＴがやるべきであります。何でできないかといいますと、投資額に対して合わないから
だと、このようなことだと思っておりまして、そこに対しては私たちもしっかり発言していかなくてはいけないと思っ
ておるわけであります。
　しかしながら、そういう中で行政としてどのようにできるかということになりますと、財政的な問題を含めてやらな
いと、二重投資、三重投資になりやすいということがありまして、今のような回答をさせていただいたところでござい
まして、できるだけもう部分小分けにしてやれるとしたら、３年の中で１年、２年前にできるところからやれるような
環境を整えられたらいいのじゃなかろうかという発想にはおりますが、まだ答申を受けてない段階ですので、これ以上
答えることができないというのが現状でございまして、早く答申をいただきたいなというのが私の回答でございます。
　もう一つ人件費の問題でございますけれども、私どもは何かを基準にして給与体系をつくらなくてはなりません。そ
れが今までの中ではラスパイレスというのが大きな標準であったと、このように思っておりまして、その流れが今ほど
松山議員が言われる総務省の課長さんの考えで流れを変えるんだよという意思表示があった発言をされましたけれど
も、国の流れはそういう流れになっておることも私ども認識しております。地域との給料、地域の産業との給料調整、
これはすぐいかないと、即いかないと、私は思っておりますが、これはなかなか難しい問題だと、西予市レベルで考え
ますと、非常に難しい問題だという判断にしております。
　また、特別職や議会の議員の皆さんの報酬の問題で、これは幾らかっていうことはなかなか難しい。例えば、一つの
例にとりますと、ヨーロッパやアメリカの方ではゼロというとこさえあるわけでありまして、出さないと。それがいい
のかどうかというとこ、それが日本に合うのかどうかということもあろうかと思います。０円でもやっておるわけで
す、市長も議員も。そういう地域さえあるわけであります。それがいいのかどうかということの根本的な問題を踏まえ
て考えたらどこが適切か、あるいは市長になりたい、議員になりたいという方々のいろいろな喚起ができるかというこ
とも考えていかなくてはならないと、このように思っておるところでございます。
　また、３番目の地場産業の関係で、小分けをして出してほしいというご意見でございましたけれども、これも財政的
な問題を含めて考えなくてはならないと思っておりまして、できる事業はやりたいという発想にはおりますけれども、
なかなか財政的なところのつじつまが合わないとできづらいところもありまして、これも十分ご理解をいただいた上
で、先ほどからずっと答弁をしたところの中で、地域偏重型であり過ぎてもいけませんけども、地域経済を守る観点か
らの行為をやっていきたいという考えでございます。
　以上でございます。
○議長　次に、２３番菊地ミスギ君。
○２３番菊地ミスギ君　議長より許可をいただきましたので、通告どおり２点質問いたします。
　まず初めに、食育への取り組み状況について質問いたします。
　日本の食糧自給率はカロリー換算で４０％と極めて低く、食糧の大切さと生命のとうとさということを教育していく
ことが重要なことであると考えます。朝食をほとんどとらない、あるいは家族で食事をほとんど一緒にすることのない
孤食、偏った栄養、肥満、そして生活習慣病の低年齢化と食の問題が憂慮されております。食育教育の基本は家庭にあ
ることはもちろんでございますが、その家庭の教育力が低下している現在、教育現場での取り組みは一層重要になって
いると思います。学校給食で地元産品をもっと食べようと、京都福知山市は毎月３週目を福知山産野菜の日と決め、季
節に合わせた食材を使われております。学校給食は教育の一環であり、正しい食生活を伝えるなど、心身ともに発育を
担うものと考えます。食材は安全が第一であり、地産材料を使い、その食材がだれの手によって、どこでどのように育
てられ、安心して食することのできる感謝と命の大切さを教育することが重要であると考えます。
　そこで１点目、教育現場における食に対する教育はどのようなことが行われているのか、お伺いいたします。
　２点目、西予市の学校給食における地場産品の利用状況についてもお伺いいたします。
　次に、西予市における不登校の現状とその予防対策の問題について質問いたします。
　不登校についての正確な統計はないそうでありますが、不登校の子供は増加しつつあると言われます。子供の数自体
は減少しつつあるのに、不登校の子供が増加しつつあるというのは、憂慮すべき事態と言わざるを得ません。不登校の
子供が成人になったとき、本人がどのような状況下に置かれるかを思うとき、本人自体にとっても、また社会的問題と
してとらえても、望ましい姿になっているとは考えがたいのであります。
　そこで、第１点としてお伺いいたしたいのは、西予市の小学生、中学生の不登校の実態であります。全国的な統計は
ないとしても、市内の実態把握は容易であると考えますので、最近の実態について説明を求めます。
　２点目は、いじめと体罰の実態であります。
　いじめが不登校の大きな理由であるとも言われます。また、いじめられたとか、教師から体罰を受けたことに起因し
て、子供が自殺をした等々の新聞報道がありますが、市内の小・中学校においては、いじめとか校内暴力、また教師に
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よる体罰といったことはあるのかないのか、その実態について説明を求めます。
　３点目は、不登校の予防対策の問題であります。
　不登校の原因は本人、家庭、学校のいずれかに、また複合してあると思われます。何事も現象が出てから対応するの
は遅いのであって、事前に予防することが最善の策でありますが、教育委員会としては、不登校対策としてどのような
ことを考え、学校を指導しておられるのか。
　以上、３点について質問いたします。これで私の一般質問を終わります。
○議長　二宮教育長。
○二宮教育長　ただいまの菊地議員のご質問にお答えをいたします。
　まず、食育教育の取り組みでございますが、最近は朝食をとらない児童・生徒がふえているというご指摘でございま
すが、西予市内の児童・生徒につきましては、学校でそれぞれ調査を行っておりますが、ほとんどの子供たちが朝食は
とってきているように思います。
　しかしながら、その内容が非常に問題だなというふうに感じております。と申しますのは、バナナ１本食べてきた
り、菓子パンをかじってきたりというような状況もあるようでございます。やっぱりこれらは今後非常に指導の主なも
んだというふうに考えております。
　また、土曜日や日曜日には朝食抜きが、これちょっと古い調査なんですけども、平成１４年度の調査では、１２％の
家族が土、日には朝食をとらないというような実態があるようです。これらはそれぞれ家庭教育の問題であるというふ
うに思われます。そこで、平成１５年、１６年度に明浜町を指定校としまして、学校給食における学校、家庭、地域の
連携推進事業として、食についての学校、家庭、地域で考えたところであります。その内容としましては、お年寄りと
の交流会や通学合宿等の機会を利用しまして郷土料理や地域の食材を使ったおやつづくり等を実施してきたところでご
ざいます。
　また、食に関する指導としましては、総合的な学習の時間において、地域の食材を知ろうという授業や、学級活動の
時間には健康な日々を送るために運動、食事、休養、よりよい人間関係づくりが大切であるという内容の授業実践がな
されております。
　さらに、給食の時間等には、バランスのよい食事や生活習慣病について校内放送をし、生徒への啓発を行っておりま
す。
　また、保護者に対しましては、食育の問題につきまして講演会を開いたり、給食だよりを発行したりして食の大切さ
の理解を求めているところでございます。
　次に、地場産品の学校給食における利用でございますが、給食単独校では積極的に地域の食材を活用しております
が、なかなか給食センターでは量的な問題もありまして、季節の果物や米などに限られ、地域の理解や基盤がないと進
みにくい面があると思います。
　また、現在西予市には６名の学校栄養士が配属されておりまして、平成１７年７月に施行されました食育基本法に対
しまして、この栄養士を中心に食に関する指導を今後強めていきたいというふうに考えております。
　次に、不登校の状況と予防対策でございます。
　不登校の実態ですが、平成１７年１０月末の調査では、３０日以上の長期欠席を不登校と定義しますと、市内の中学
校で１２名おります。５つの中学校にはそれぞれ在学しております。ただしそのうち２名は保健室までは登校してくる
という状況でございます。
　また、いじめ、体罰については、報告は聞いておりません。
　しかしながら、不登校、いじめは常に潜在をしているんだという認識を持っていただきまして、日々子供に接してい
ただきますよう各学校にはお願いをしているところでございます。
　次に、その予防対策としましては、保護者、地域、関係機関と連携しながら、大体５点程度重点的に指導をしている
ところでございます。
　まず、特色ある学校づくりを実施し、生きる力を育成すること。次に、学力の保障をするため、わかる授業、できる
授業の実施を指導しております。また、一人一人の存在を大切にし、支え合う土壌を育成する学級経営。次に、校内の
教育相談を充実させる、専門会の教育相談を進める。また各学校に、特に中学校１年生に対しましては、中１ギャップ
対応教員、学校生活主任、子供と親の相談員、スクールカウンセラー、ハート何でも相談員の配置等々、さまざまな方
向から取り組み、その機を逃さないように指導をしているところでございます。
　以上、答弁とさせていただきます。
○議長　２３番菊地ミスギ君。
○２３番菊地ミスギ君　答弁は求めませんけれど、私の考えを述べさせていただきます。
　食育についての答弁の中で、明浜での地産地消の取り組みを地域の方たちと立派に実践されておりますことを今お聞
きして大変喜ばしく思っております。他の学校におかれても、それぞれの地域で特色ある取り組みがなされておると思
いますが、今後一層広く推進されますことを強く望みます。
　特に次に、不登校についての説明、報告いただきました西予市の不登校に関して十分調査され、実態を把握され予防
策をそれぞれに実施されておりますが、現在の教育界は非常に難しい問題が山積しております。より一層しっかりとし
た体制で取り組み、指導されますことを希望いたしまして終わりにいたしたいと思います。
○議長　次に、１１番河野作生君。
○１１番河野作生君　一般質問の許可をいただきましたので質問いたします。
　焼却施設についてお伺いいたします。
　今までのごみ焼却施設は、ダイオキシン製造機のような役割をしておりました。ダイオキシンは人間がつくり出した
化学物質の中で、史上最強の毒物であると言われております。ごみとなったナイロンとかプラスチックなどを約３００
度ないし４００度での低温で燃やしますと、塩素とダイオキシンのもととなる物質が化学反応を起こしダイオキシンが
発生することがわかりました。そこで、ダイオキシン類対策特別措置法が１９９９年、平成１１年でありますが、７月
１６日公布、平成１２年１月１５日施行の附則により、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部が改
正され、排ガスや排水の基準を満たさないことから、宇和町では２００１年、平成１３年３月、そして三瓶町・明浜町
衛生事務組合でも２００２年、平成１４年１１月にごみ焼却施設が廃止されていますが、以下の点について質問をいた
します。
　現在の管理状況はどうなっているのかでありますが、廃止されました施設内に自由に出入りができるではないか。ま
た、その施設内の点検はどうなっているかであります。施設内にはダイオキシンの付着した物資、物などが放置されて
いないかどうかをお伺いいたします。
　次に、ダイオキシン類の焼却場内の濃度はできているかであります。厚生省では、１９９６年排ガス中のダイオキシ
ン濃度を調査測定し、報告するよう通達を出しております。
　また、１９９７年１２月大気汚染防止法が改正され、新たにダイオキシンが指定物質に加えられ、焼却場の排ガス、
煙でありますが、ダイオキシン濃度について規定されました。規制値は焼却炉の規模や能力によって異なりますが、新
設の焼却炉では、１立方メートル中０．１から５ナノグラムであります。ちなみに１ナノグラムとは、１０億分の１グ
ラムのごく少量であります。
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　また、現在ある焼却炉では、１立方メートル中１から１０ナノグラムと数値が明示されています。ダイオキシン類は
人類がつくり出した化学物質の中で史上最強の毒物であると言われ、そのさまざまな脅威が指摘されています。１９９
７年２月世界保健機構の国際がん研究機関は、ダイオキシンはがんに対し最もリスクが高い化学物質であると明言しま
した。ダイオキシンの発がん性については、人体実験とも言える恐るべき事実によって暴かれました。それは、あのベ
トナム戦争でアメリカ軍がベトナム軍のゲリラ活動を一掃するために、南ベトナムの熱帯雨林一帯に毒性の強いダイオ
キシンの入った除草剤を１９６１年から１９7２年の約１０年間にわたって容赦なくまき散らしました。その結果、発が
ん性がクローズアップされるようになりました。また、最近の研究によってダイオキシンは生物のホルモン分泌系の作
用を攪乱する外因性内分泌攪乱物質、俗に言う環境ホルモンであることもわかってきました。そして日本人の体内のダ
イオキシン濃度は、諸外国と比較して突出して濃度が高いという報告も受けております。ある種類のダイオキシンが人
類の体内に入ると、体内の代謝機構によって分解されにくく、しかも脂肪に溶けやすい性質があり、このため容易には
体外へ排出されず、脂肪組織や脂肪質の多い肝臓などの臓器にとどまり、次第に濃縮されながら蓄積されていますが、
人体における唯一の排出法は、ダイオキシンは脂肪に溶けやすいので、女性の母乳から排出され、赤ちゃんの口に入る
という怖い結果が出ています。母乳は赤ちゃんを危険にさらす最悪の汚染源というレッテルが張られております。
　そこで、人体への影響は幾らぐらいの濃度でどのようになるのか、わかる範囲でお伺いいたします。
　次に、近い将来東南海地震が予想され心配されていますが、地震などで建物などの亀裂や倒壊のおそれはないか。ま
た、ダイオキシン類などの施設内からの粉じん飛散などの危険性はないか、点検されているかどうか、お伺いいたしま
す。
　次に、廃止された焼却施設の解体計画についてお伺いいたします。
　宇和町の焼却場また三瓶町・明浜町衛生事務組合の焼却場は、どちらも合併までに廃止されておりますが、合併協議
会ではどのような協議がなされたのでしょうか。いずれにせよ廃止後は施設内のダイオキシン濃度の測定とか解体計画
などはしなくてはいけませんが、その点はどうなっているのでしょうか、お伺いいたします。
　次に、西予市では八幡浜市にごみの一部を処理の委託していますが、八幡浜市との期限切れ後はどう考えておられる
のか。
　また、八幡浜市への処理費用は高額と思いますが、西予市として今後焼却施設の建設または焼却をしないごみの処理
の方法などどのような考えをしておられるのか、お伺いいたします。
　次に、中学生の通学用自転車についてお伺いいたします。
　ある保護者より相談を受けましたのでお伺いいたします。
　子供が中学生に入学する前に、ある自転車販売店の方が自転車のカタログを持ってみえられ、学生の通学用の自転車
はこの中より選んでくださいと言われ、そのままその中より５万数千円ほどの自転車を購入いたしましたが、その子供
は現在市外の高校を卒業しておりますが、高校在学中はほとんどは自転車に乗らずバス通学をいたしておりました。そ
してその自転車は今はだれも乗らず、物置の隅に入っておりますが、今度下の子供がもうすぐ中学生になるのですが、
通学用の自転車に似たような市販の自転車ではいけないのでしょうかと相談されましたのでお伺いいたします。
　西予市内のそれぞれの中学校において、自転車販売店の指定、自転車車種の指定などはどうなっているのかお伺いい
たします。
　以上で私の質問を終わります。
○議長　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　それでは、１点目の焼却施設についてお答えをいたします。
　旧宇和町清掃センターと旧三明衛生センターは昭和５５年に開設され、老朽化及びダイオキシン対策特別措置法によ
り、宇和町清掃センターは平成１３年３月３０日、三明衛生センターは平成１４年１１月３０日に廃止いたしておりま
す。合併後宇和町清掃センターは名称を宇和清掃センターとして、不燃ごみ及び粗大ごみの一時保管や中間処理施設と
して、また三明衛生センターは西部衛生センターと名称を変え、し尿処理施設と粗大ごみの一時保管や不燃ごみの中間
処理施設として管理運営をいたしております。現在使用していない焼却施設については、職員や委託業者以外の出入り
はなく、施設内の点検はいたしておりませんので、両廃止施設のダイオキシン濃度の測定は行っておりません。
　西予市の中で焼却を行っている野村クリーンセンターでは、ダイオキシン類の環境への対策測定はもちろんのこと、
工場作業者への暴露防止対策として作業環境中濃度、作業者血液中濃度の測定を定期的に行っております。
　環境省及び厚生労働省においてダイオキシン類に健康危害をこうむることなく、毎日一生涯にわたって摂取できる量
いわゆる耐用１日摂取量は体重１キログラム当たり１日４ピコグラム、１ピコグラムが１兆分の１であります。と定め
られていますが、仮に１日摂取量を超えた場合においても、長期間での平均摂取量が基準値の範囲内であれば健康を損
なうなどの危険は報告されていないようであります。
　また、暴露が通常より多いと考えられるクリーンセンターの作業者による過去６年間のダイオキシン類血液中濃度の
分析結果は１４から４０ピコグラムで、厚生労働省が調査した一般住民の測定値と同程度であると思われますから、焼
却施設からの影響はないものと、このように考えております。
　ダイオキシンの人体影響につきましては、未解明な部分が多く、事故等で多量を長期にわたって摂取した場合の健康
リスクは、動物実験の結果によれば、胎児の生殖器系に及ぼす可能性や人に対する発がん性が指摘されておりますの
で、今後の調査研究の進展や状況を踏まえながら確認していく必要があるだろうと、このように考えております。
　野村クリーンセンターからの焼却灰の処理につきましては、すべて市外の民間処理施設で埋立処分を行っております
ので、この点についてのダイオキシンについても心配ないものと思います。
　次に、廃止した両施設の危険性につきましては、両施設とも建設後２５年が経過いたしておりますので、撤去するよ
う解体計画も検討いたしております。
　しかし、解体費用が宇和清掃センターで約１億６，０００万円、西部衛生センターで約１億５，０００万円、合わせ
て３億円以上の費用が必要と見込まれております。県内では廃止した１８施設のうち解体費用が高額なため費用の捻出
にめどが立たないことから、西予市を含む１０施設の解体が進んでいない状態であります。今後、国の交付金事業の対
象となるような跡地利用などを考慮し、財政状況を見きわめながら取り組んでまいりたいと、このように考えておりま
す。
　なお、解体につきましては、合併協議会の折には協議はなされていないと聞いております。
　次に、八幡浜市のごみ処理委託につきましては、委託期限が平成２５年３月末日となっております。愛媛県ごみ処理
広域化計画の中では、八幡浜、大洲圏域で１施設となっておりますが、市町村合併で社会環境の変化もあり、現在愛媛
県や関係する市町との間で協議を行っているところであります。
　しかし、愛媛県では広域処理の方針を基本といたしておりますので、西予市単独での整備ではなく、関係機関の協議
を待って、広域的な取り組みとして近隣市町と十分研究をしてまいりたいと、このように考えております。
　以上、ご答弁とさせていただきます。
○議長　河野教育部長。
○河野教育部長　中学校の通学用自転車についての質問にお答えをしたいというふうに思っております。
　市内５つの中学校において、現在４７０名の生徒に自転車通学を許可しております。そこで、自転車の購入に当たっ
て販売店の指定とか、あるいは車種の指定と、そういったようなことはいたしておりません。それで、各家庭の選択自
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由で自転車を購入していただくようにしております。ただ各学校で規制をしておりまして、自転車を立てるときのスタ
ンドが必ず両方で立てるということと、それからハンドルの高いの、それからドロップハンドルの分、それから必ず夜
間に照明かライトがつく、こういったような基本的なものだけは規制させていただいておりますが、車種その他のつい
ては規制をしておりません。
　以上です。
○議長　１１番河野作生君。
○１１番河野作生君　１つお伺いいたします。
　今野村町では排ガス、排ガスというか燃え殻を業者に委託しておると言われましたが、焼却炉では一応２４時間ぶっ
通しで燃やせば、余りダイオキシンが出ないのでありますが、野村町でも２４時間はせずに、一応何時間体制で燃やし
ておると思われます。そこで、残廃、燃え殻の中にはダイオキシンが幾らか入っておると思いますが、それの検査はで
きているのか。
　また、民間に委託いたしております燃え殻の埋立処理、その現場視察は的確にそこの産廃場に捨てられておるのか、
点検されておるのか、お伺いいたします。
○議長　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　今ほどありましたように、確かに２４時間で８００度以上の温度で燃やしておれば、その発生は
ないと聞いておりますが、野村町の場合は、通常８時間でありましたけども、最近１０時間の焼却でしておりまして、
２４時間連続稼働はしていないような状況であります。燃えた後の灰といいますか、残廃につきましての濃度検査は、
ちょっと今確認できておりませんけれども、その処理につきましては、市外の民間一般産業廃棄物処理施設であります
が、その施設につきましては、我々も現地を確認して視察いたしており、適正な処理はされておると、このように考え
ております。
　以上です。
○議長　暫時休憩いたします。午後１時１０分に再開をいたします。（休憩　午後０時００分）
○副議長　再開をいたします。（再開　午後１時１０分）
　議長が所用のため退席をしておりますので、副議長が議長の職務代行を行いますので、よろしくお願いいたします。
　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　先ほどの河野議員の質問の中で一部答弁漏れがありましたので、答弁の許可をお願いしたいと思
います。
○副議長　許可いたします。
○松本生活福祉部長　先ほど野村クリーンセンターの焼却灰のダイオキシン検査をしておるかどうかということであり
ましたが、これは７月１４日に調査いたしておりまして、その結果につきましては、基準値が３ナノグラム中０．００
１ナノグラムと報告を受けております。
　以上であります。
○副議長　続いて、３番宇都宮明宏君の一般質問を行います。
○３番宇都宮明宏君　ただいま議長より発言の許可を得ましたので、通告に従い質問をいたします。
　まず、個人情報保護の対策について。
　現在の私たちの生活は、プライベートな情報を国や企業、地方公共団体などに知らせながら生活をしています。例え
ば、通販会社からセーターを買ってクレジットカードで支払いをするだけでも、通販会社、クレジットカード会社、代
金の引き落としの銀行、セーターを届けてくれる宅配業者などに個人情報を開示することが必要になっており、これら
を背景として個人情報保護法が整備されたわけでございますが、この目的の中に、地方公共団体の責務が個人情報の流
用性に配慮しつつ、個人の権利を保護することと明言されていることから、個人情報を保護するための西予市の取り組
みについてお伺いをいたします。
　まず、京都府宇治市の個人情報の漏えい事件を例にとって質問をいたします。
　これは、宇治市が住民基本台帳に記されている住民番号、住所、氏名、年齢、生年月日、転入日、世帯主及び続柄な
どの情報をもとに乳幼児に対する健診システムを開発することにし外部に委託したところ、作業を行っていたアルバイ
ト従業員が換金目的で個人データをコピーし、名簿販売業者に売却したという事件であり、これを一つの大きな教訓と
して生かしていかなければなりません。そこで、個人情報を保護するために西予市おいては、外部契約を行う際の契約
のあり方や外部委託先への監督の実施についてどのように取り扱いのルールを定め、この例をもとに具体的に言います
と、外部委託の再契約を禁止するもしくは再委託するには、適切な監督指導を行う、コピーは原則として許されないこ
と等の条項を含んだ契約を締結していれば、この漏えい事件は起こらなかったと考えますので、これらの点について職
員に対してどのように指導しているか、お伺いいたします。
　次に、本庁方式を見据えた公民館の将来について。
　新庁舎の建設につきましては、合併後１０年以内に旧宇和町の敷地内に建設することが決定をしていますが、現在の
西予市を考えてみますと、各総合支所では特別職がいない、また空室が多いことなどにより、どうしても職員の士気の
低下が避けられないのではないか。また、万が一東南海地震が職員の勤務中である昼間に発生した場合に、三瓶と本庁
では住民の安全確保以前に職員の生命確保ですら困難な状況だと思われます。これらと行政効率並びに財政状況を考え
合わせたときに、早期の本庁舎建設による本庁方式が望ましいと考えますが、まずこの点について市長の考えを伺いま
す。
　また、本庁方式により周辺地域では行政サービスの低下が心配されますが、これらの解消に向けては、各地区の公民
館までは光ファイバーで結ばれているという現状を踏まえて、将来に向けて調査研究し、このネットワークを有効活用
して西予市の活性化につなげていくべきとの観点から次の２点につき質問をいたします。
　まず、公民館で各種証明書の発行や納税など事務的なものを取り扱うことによって、住民が遠くの市役所や総合支所
まで出かける負担を少なくし、また税金の収納率を上げるために、人員の配置並びにコンピューターシステムについて
研究する。
　次に、総務省が本年から２０１０年に向けて打ち出している人と人、人と物、物と物をあまねくつなぐユビキタスネ
ットワーク社会の実現を見据え、これを踏まえて西予市の活性化につなげるための地場産業分野の先進取り組み事例と
して徳島県上勝町の「彩」事業があります。「彩」事業とは、日本料理の季節感を演出するつまものの上勝町産のブラ
ンド名で、生産者１７７名、平均年齢６７歳で構成され、年間売上高は２億円に達し、月収が１００万円を超える生産
者もいるそうです。これを考えたときに、この西予市でもどんぶり館を中心としたネットワークがつくれる可能性が十
分あるのではないか、また将来のＩＣＴ社会に向けて早急に調査研究し、ぜひ市長の提言する産業創造戦略会議の中に
含めるべきだと思いますので、以上２点についてお伺いをいたします。
　最後に、植物工場の誘致について。
　本市におきましては、南予の市、町と同様に人口減に歯どめがかからず、年々少子・高齢化が進んでおります。
　また、国の財政改革により、今後さらに厳しい財政状況が予測され、このままでは来年度予算の編成にも影響してく
る状況ではないかと心配をしておりますが、こういうときにこそ一つ一つの事業を大切にし、的確な判断のもとでの取
捨選択が重要だと考えます。
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　そこで、先日の愛媛新聞によりますと、世界人口の急増や日本の食糧自給率低下が懸念される中、新世代農業として
注目されている植物工場の南予立地を目指して、愛媛大学と井関農機が事業化プロジェクトに向け共同研究し、農家は
もちろん農業の振興で地域の活性化を図る地方自治体や農業高校、企業との連携を視野に入れているという記事があり
ました。この工場の南予立地ということになりますと、当然この西予市も有力な候補地ということになってくるわけ
で、この事業により就労の場所の増加や地域の活性化、農業技術の向上などが見込まれ、また心配される初期投資の費
用も研究グループの事業診断では、７年でペイできるとの試算も出ていることから、これは西予市としても積極的に働
きかけるべきだと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。
　以上で質問を終わります。
○副議長　理事者答弁、森総務企画部長。
○森総務企画部長　宇都宮議員の個人情報保護の対策についてお答えをいたします。
　当市における個人情報の取り扱いに関しましては、個人情報の保護に関する法律の施行とあわせ、本年４月１日から
個人情報保護条例を施行し、その適正かつ適切な管理と運用に努めているところであります。
　当市では、住民基本台帳システムをはじめ個人情報が含まれるさまざまな業務を業者等へ外部委託しておりますが、
条例第１１条におきまして、委託業務に伴う措置を規定し、受託者に対し個人情報保護のための安全保護措置義務を課
しております。これに基づきまして、個人情報取扱事務委託基準を定め、業務委託契約を締結する際にはその基準に基
づき、契約書中または特記事項として秘密の保持義務、再委託の禁止、複写複製の禁止等の個人情報保護に関する諸規
定を設け、外部委託による漏えい事件が発生しないよう努めております。
　なお、職員に対しましては、ご質問の中にありました宇治市の個人情報漏えい事件で、当時担当課長として直接対応
に当たられた方を講師に迎え本年７月に研修会を開催するなど、個人情報に対する職員意識を高め、その適切な管理運
営を図っております。
　以上、答弁とさせていただきます。
○副議長　別宮助役。
○別宮助役　宇都宮議員の本庁方式を見据えた公民館の将来についての第２点目の早期の本庁舎建設の本庁方式が望ま
しいんではないかという質問に対しましてお答えをいたします。
　松山議員のご質問でお答えをいたしましたように、新庁舎の建設におきましては、時期、場所、財源の問題、またど
のようなメリット・デメリットがあるのか、市民の皆さんにどのようなサービスが可能になるか等、具体的に市民のコ
ンセンサスを得る必要がありますと、このような先ほど答弁をさせていただいたわけでございます。
　また、合併協議におきましても総合支所方式を選択した中で、本庁方式と総合支所方式の切りかえによります効果は
どのようなものなのか、総合支所がなくなるということで、地域の住民の皆さんにとっては大変な大きな不安があるわ
けでございます。その場合、支所となった場合にどんな機能が残るのか、また災害時の対応をどうするのかと、これら
は十分に時間をかけまして慎重に庁舎のあり方の方式につきましては決定すべきものだと、このように考えておるわけ
でございます。
　それから、公民館の各種証明書の発行や納税等の事務の取り扱いでありますけれども、現在住民票、戸籍関係証明、
さらには印鑑証明等の発行業務は各公民館でやっているわけでありますけれども、１８年度からは図書の貸し出しが行
えるように、現在事務を進めております。今後とも可能な限りこれらのサービス向上には努めていきたいと、このよう
に考えておるわけでございます。
　次に、税金の収納率を上げるための人員の配置についてのご質問でございますけれども、定員適正化計画に基づきま
して毎年１５人以上の職員の削減を進めているわけであります。現段階におきましては、公民館への人員の新たな配置
は考えていないということでございます。今後組織機構の見直しを行う必要がございますので、その中でまた検討もし
ていきたいと思っております。これらの税の収納率のアップにつきましては、市の重要な自主財源でございますので、
県の滞納整理機構と連携を密にしまして徴収体制の協力と鋭意努力をしてまいりたいと、このように考えておるわけで
ございます。
　以上、答弁とさせていただきます。
○副議長　大森産業部長。
○大森産業部長　それでは、宇都宮議員のどんぶり館を中心としたネットワークづくりとＩＣＴ社会に向けての調査研
究についてのご質問にお答えをいたします。
　全国では特徴的な地域産品のブランド化、コミュニティービジネスの活用、新たな作物の栽培等の実施によりまして
地域の活性化に成功した事例はたくさんあります。西予市においても、広い地域性、大きく違う気候等の特徴をうまく
活用できないかと試行錯誤を行っているところでございます。議員ご指摘のどんぶり館を中心としたネットワークづく
りでありますが、現在行っております第三セクターの経営診断の中間報告においても、どんぶり館の地域に果たす役割
の改善が指摘をされているところでございます。これまでは地域の産物の直売所、特産品の販売所としての機能が中心
でありましたが、今後西予市の第三セクターの牽引役として、市内全域の情報発信機能とともにマーケティングにおけ
る戦略的な機能もあわせて考えていく必要があると認識をしております。
　また、そのためには組織機能の見直し、充実を図っていく必要もあろうと思っております。今後その辺を踏まえて協
議を行っていくこととしたいと考えております。
　なお、どんぶり館は別としまして、このＩＴＣ社会の構築に向けての話は、産業創造戦略会議の中でも話題として出
ておる状況でございます。
　次に、植物工場の誘致についてのご質問にお答えをいたします。
　先般の愛媛新聞に愛媛大学と井関農機株式会社の産学連携によります植物工場の共同研究を進めるとの記事に、これ
までの農業の概念を大きく変えるものだと感じております。当市にとりましても低迷する第１次産業の活性化を通した
産業振興は重要な課題であることから、早速事業化への情報を得るため、１２月１日に開催されました愛媛大学・井関
農機株式会社研究連携協定締結記念シンポジウムに参加をしたところでございます。議員ご指摘のとおり、植物工場の
誘致は西予市にとって魅力ある産業として優秀な若者の農業の参入や地域の活性化につながる期待は大きいと考えてお
ります。
　また、農林水産省においても植物工場の普及を図るため、来年度からモデル施設を開発することとしており、市とい
たしましては、ＪＡ関係機関と連携して研究開発生産拠点である愛媛大学及び井関農機と連絡を密にし、植物工場の誘
致を働きかけたいと思っております。
　以上、答弁とさせていただきます。
○副議長　再質問ございませんか。
　宇都宮議員。
○３番宇都宮明宏君　ただいまの説明でほとんどわかったわけでございますが、１点だけ産業部長の方にお伺いをした
いと思います。
　まず、どんぶり館を中心とした公民館とのネットワークの発信の件につきましてですが、今後を考えました場合に、
この産業創造戦略会議の中で、まず２つのポイントがあると考えます。１つは、時間をかけてじっくりと対応して仕上
げていくもの、また現状の中でできるところから素早く対応すべきものがあると、私は考えるところでございますが、
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今回のどんぶり館を中心とした、私が質問をいたしましたネットワークにおきましては、現在受け身で販売している今
の状況から全国へ発信していく方向へと、現状の中でできるだけ早く対応すべきだと考えますが、この点についてどう
お考えか、お伺いいたします。
○副議長　大森産業部長。
○大森産業部長　どんぶり館につきましては、今まで地域の産物の直売所といいますか、を中心に機能をしてきたと思
います。これは業績も非常に第三セクの中ではもうトップにいいわけでありますから、どんぶり館も含めて我々もその
ことには甘んじてきたと。それから上は余り考えてこなかったことは否めないと思っております。ただここでこれだけ
の業績を上げてきたわけですから、次の役割が求められているというふうに認識はしております。このことは経営診断
の中でも西予市のゲート、玄関口それから西予市全体の販売の拠点、そして観光案内、情報発信これらの機能は有して
いながら発揮できていないという指摘も受けております。そういうことも含めてこれから施設のビジョン、中・長期的
な計画あたりは進めていかなければならないと思っております。幸い経営診断をやっておりますので、そことのアドバ
イスも受けながら、当然どんぶり館との協議が必要になってまいりますけれども、協議を行ってもう一つ上のステップ
を目指していきたいと考えております。
○副議長　次に、１０番名本修三君の一般質問。
　名本君。
○１０番名本修三君　ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、さきに通告をさせていただいておりました
件について私見を述べ、理事者の所見をお伺いをいたします。
　西予市も合併をして１年半が過ぎ、行政諸施策においても少しずつなじみ始めたころではないかなと、このように思
われます。
　また、今からの西予市のまちづくり等の施策、総合計画についても立案をされ、これから発表をされる段階に来てお
るであろうと期待をいたしておるところであります。
　しかし、市民の皆さんにとっては、合併という大きな行政変革の中で戸惑いともう話題になっております三位一体の
改革による財源不足による行政サービスの低下ばかりが目につき、こんなはずではなかったといった声ばかりが耳に入
ってくる今日であります。
　さらに、国、県においては、さきの知事会等にも話題となっておりましたが、行政再編が論じ始められているところ
でございます。もしも今後１５年から２０年後にさらに大きな行政組織へと転換されるようなことになれば、サービス
の低下は避けられないというのが実情であろうと思います。そういう中で、これからは行政サービスから住民自身によ
る住民の手による行政自治の方向へ移行してくるような状況になるのではないかなと、私は心配もし、また期待もして
いるところでございます。このような状況の中で住民に少しでも早くからそういう経験をしていくことが、今後大きな
自治体が誕生する上においては、地域が取り残されない大事な経験ではないかなと、このように思っております。この
ような点から理事者の所見をお伺いをいたします。
　それぞれの地域自治組織に一定の地域活動補助金を予算として配分し、みずから計画、実行をする組織の育成をして
はどうでしょうか。そうすることによって今後の行政変革の中で生き残れる強い地域を育成できるのではないかなと、
このように思われます。
　また、自治行政連絡システムについてお伺いをするわけでございますが、合併以前の旧町によってそれぞれ異なった
行政と地域自治の連絡システムがつくられていたことであるのはご存じのとおりでございます。そういう中で、先ほど
総務区長会というようなことで統一した組織の編成もなされているようにも聞き及んでおるわけでございますが、地域
によってはこのシステムがなじまないようなところもあるのではないかなと危惧をいたしておるわけでございます。私
も組織の行政連絡システムの統一については、早急にやるべきだということは思っておるわけでございますが、しかし
地域の十分な諸事情を理解した上で十分に調査研究をし、そして統一をされるべきであろうと、このように思っており
ますが、この点についても理事者の考えをお伺いをいたします。
　次に、林業の活性化についてお伺いをいたします。
　昭和２０年代から植林をされた人工林は、現在６齢級から１０齢級に達し、伐期を迎えておるわけでございます。西
予市においては、森林面積の６０％を超えている状況だというふうにお聞きをいたしておるところでございます。現在
は国、県の補助事業等によって除間伐も進んではおるところではございますが、森林組合、エフシー等で実施している
年間の間伐面積は約３００から４００ヘクタールぐらいではないかと、このように思われます。まだまだ除間伐等につ
いても必要な事業であります。そういう事業を推進していくためには、ぜひ林道整備、作業道の整備が必要な課題とし
て上ってくると思っております。今現在、間伐材の単価においては、３０年前くらいと見たら１０分の１くらいに低下
をし、低迷をしております。杉材においては、立米当たり１万円を切るというような市場単価になっているときもある
ようでございます。そういう中で、山主において杉林の除間伐をすると、どうしても持ち出しが要るというのが現況で
ございます。そこで、現在城川町で行われておるわけでございますが、除間伐の補助事業が実施をされております。そ
れが今年度で一応期限になっておるということでございますが、さきの産業建設常任委員会に陳情がありまして、この
件については産業建設常任委員会も採択をし、ぜひ実施をしてほしいということで理事者に答申をし、本会議でも可決
をされたところでございますが、この点について１８年度からの予算編成でどのようにされるおつもりか、お伺いをい
たします。
　次に、先ほども申しましたが、旧町の野村町時代には町単林道という形で、安価でメーターが延ばせる林道の補助制
度を設けていたわけでございますが、現在もそれは引き続き実施をされているということで非常にこの要望も多く、現
在まだ要望等にこたえられるだけの予算の確保がなされていないというのが現状でございます。そういうことで、この
町単補助制度についても林道についてぜひ今後とも整備を促進するために、また環境破壊そして山林の保全の面からも
ぜひこういう事業を続けていただきたいと、このように思っております。
　それから次に、先ほども申しましたが、間伐作業道でございます。今国、県において除間伐も実施をしていただいて
おるわけでございますが、この予算の中で作業道についてはヘクタール当たり３０メーターぐらいというような限られ
た予算でございます。そういうことで、ヘクタール当たり３０メーターの作業道で除間伐をするということは、これは
非常に不可能な状況であると思われます。そういうことで、ぜひこれも市の単独の補助事業を設けていただいて、でき
るだけ経費を削減して除間伐が進められるように、こういう作業道についても補助制度をお考えでないか、この点につ
いても理事者の所見をお伺いをいたします。
　次に、環境問題についてお伺いをいたします。
　生活ごみの処理については、今現在野村、城川においては分別収集をされ、野村クリーンセンターで焼却されている
状況で、宇和、明浜、三瓶のごみについては、八幡浜市に処理を委託されているという現状でございます。宇和、三
瓶、明浜の問題については、さきの定例会において藤井議員が質問をされていたわけでございますが、分別の取り組み
について、現在どのような状況になっているのか、進展があればお伺いをしたいと思います。
　ごみ処理については、分別収集とリサイクルは必要最良の方法であります。今後の経費削減と分別後の対策について
お伺いをいたします。
　次に、生ごみについては、焼却ではなく堆肥化の方向での対策はとれないのか、この点についてお伺いをいたしたい
と思います。
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　西予市においても分別収集ということで分別収集はされているわけでございますが、生ごみも一緒に燃やしていると
いうのが現状でございます。そういう中で、やっぱり生ごみについても有効な資源であるという考え方から堆肥化をし
て有効に活用をしていくべきではないか、また経費の面から考えて削減できるのではないかなと、このように思われま
す。こういう点についても理事者の今後の計画等ありましたらお伺いをいたしたいと思います。
　続いて、西予市においては、現在野村クリーンセンターが稼働しているところでございますが、今の現状では、西予
市のごみを全部焼却するような状況ではありません。先ほども申し上げましたが、八幡浜市に委託をしているというよ
うな現状でございます。
　しかし、野村の施設も平成５年に稼働を始めて耐用年数が１５年ということで、もう耐用年数も３年くらいに迫って
いるのではないかと、このように思っております。このような状況の中で今後ごみ処理の施設についてのどのような対
策を立てられているのか。クリーンセンターとして、また西予市独自でやられるのか、また広域行政の中で事務組合を
設立してやっていかれるのか、そういうことが検討されているのであれば状況をお伺いをしたいと思います。
　続いて、し尿処理施設への対策についてお伺いをいたします。
　東部衛生センター、西部衛生センターともに稼働を始めて２４年から５年が経過をし、施設の老朽化、そして耐用年
数も迫っている状況であると思っております。この施設もまだまだ旧式のトイレ等が多く残ってもおりますし、集落排
水等の汚泥等も処理をしなければならないという現状を考えますと、この施設についても早急に改良か建てかえの対策
をしなければならないと、このように思っておりますが、その点について今現状の経過をお伺いをいたします。
　以上で私の一般質問を終わらせていただきます。
○副議長　理事者答弁願います。
　森総務企画部長。
○森総務企画部長　名本議員の自治組織の育成と活性化についてお答えをさせていただきます。
　先ほどの大竹議員の質問に対する答弁と重複する点もあるかと思いますが、自治組織の育成と活性化について答弁を
いたします。
　西予市は平成２１年度まで第４次の過疎地域自立促進特別措置法により過疎地域の指定を受けておりますが、国にお
いては、この指定に当たって地域の自主・自立を確立するという観点を強く打ち出し、地域間がそれぞれの特色を出し
競争する時代と位置づけております。まちづくりの基本は、いつの時代になっても、そこに住む住民が安全・安心で快
適な生活を営むことにあり、基本的に主役は必ず住民でなければなりません。そのためには住民みずからが知恵を出し
合い、みずから行動を起していく気概が重要だと考えます。現在、市におきましては、これまで旧町から継続してきた
各種補助金がありますが、これらの補助金は行政サービスの補完や地域や市民の活動を活性化するなど、市の施策を展
開する中で重要な役割を担ってまいりました。合併した今、旧町独自の補助制度も既に所期の目的を達成したものもあ
りますので、内容を精査し、補助金を本来のあるべき姿である公益上の必要性が客観的に認められ、かつ自助努力をも
ってもなお不足する分を補助するという、必要最小限の原則に立ち戻って団体等の自立に向けた取り組みを推進してい
く所存であります。行政と市民の協働、役割といったものを明確にしながら、補助団体等の活動が行政に全面的に依存
せず、地域住民の皆さんの英知によって地域が活力を高めていく自立した自主的活動となるよう支援してまいりたいと
考えております。
　２点目の行政連絡システムでありますが、自治組織の効率のよい行政システムを研究、検討しなければならないと考
えておりますが、旧町での連絡システムは、地域ごとに地理的条件や自治組織規模、考え方、連絡方法など関連等もあ
りまして、長年にわたり構築されたものでありますので、総体的なものに対しましては統一をいたしましても、それら
を重視していきたいと考えております。
　以上、答弁とさせていただきます。
○副議長　大森産業部長。
○大森産業部長　名本議員２点目の林業の活性化の振興についてのご質問にお答えをいたします。
　長引く林業の低迷や過疎化と荒廃放置林家が進行する中で、森林の持つ国土保全や山林災害の防止、水源涵養など公
益的機能発揮への期待が高まっております。去る２月に地球温暖化防止のため京都議定書が発効したところであります
が、森林の二酸化炭素吸収源としての役割が特に重要なものとして位置づけられているところであります。市といたし
ましては、引き続き各種補助事業による計画的な森林整備を促進するとともに、市産材木造住宅促進事業の啓蒙を促進
し、木材活用による地域経済の活性化を図ってまいりたいと考えております。
　そこで、まず１点目の今年度で終了する城川町で行われていた間伐補助制度を西予市全体を対象に実施される考えは
ないかとのご質問でございますが、これは旧城川町において間伐の遅れの解消と森林の公益機能の発揮を目的に、山い
きいき運動として平成１３年から５カ年計画で取り組んできたものであります。この５カ年で行政負担による間伐が６
６７ヘクタール、またあわせて間伐材出荷助成をしてきましたが、作業は５年で一巡し、目的はある程度達成はできた
と考えております。今後は、森林整備に対する支援の必要性は十分理解をしておりますが、国・県補助事業を積極的に
導入し、これに市が応分のかさ上げ補助をすることとし、市一体とした森林整備を実施していきたいと考えておりま
す。
　また、間伐材出荷助成につきましては、林家の森林施業意欲の喚起や森林林業をさらに図るため、全市を対象とした
助成をする方向で検討をしております。
　次に、西予市単独補助の林道開設補助、作業道開設補助の取り組みの計画についてでございますが、林業経営の活性
化を図るためには、きめ細やかな林道網整備が不可欠であると思っております。現在、国庫補助事業で基幹林道として
実施しているところでありますが、森林の施業を目的とした共同で行う簡易な作業道につきましては、市単独作業道開
設事業で対応しているところでございます。
　また、林内道、作業路ですが、これにつきましては、造林事業を国庫補助事業の中で森林整備とあわせて整備を進め
ていく考えであります。いずれにしろ要望と財政面を十分に検討をして進めていきたいと考えております。
　以上、答弁とさせていただきます。
○副議長　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　それでは、３点目の環境問題についてお答えをいたします。
　現在西予市のごみ処理に係る費用は、９月補正で人件費を含めますと約８億円を超え、財政に与える影響は高まるば
かりであります。環境問題、特にごみ処理に関しましては、議員の皆様や女性団体からもご心配いただいており、本議
会においてもたびたびご質問をいただいております。今年度はごみの減量やリサイクルにより約１億円の予算を削減す
ることを重要施策として素案づくりに取り組み、平成１８年度実施に向けて準備をいたしているところでございます。
ごみ問題を解決するには、ごみの発生をできるだけ抑制するリデュースと繰り返し利用するリユース、そして最後にリ
ユースできなくなったものは資源として生かすリサイクルとして、限りある資源を大切にして廃棄するものを減らすこ
とを基本に計画いたしました。基本的には、今実施しています７分類１０品目分類を市民にわかりやすくするため４分
類に、また資源化促進するために１５品目にふやし、細分化による収集を計画いたしております。４分類につきまして
は、燃やすごみ、燃やさないごみ、資源ごみ及び粗大ごみであります。細分化した品目の主な改善点につきましては、
１番目の燃やすごみにつきましては、ごみ質の分析によりますと、燃やすごみの３０．４％は生ごみが占めておりま
す。この生ごみの１０％削減を目標と掲げ、議員ご指摘のように堆肥化するため、電気式の生ごみ処理機、コンポスト

ページ(19)



平成17年第４回定例会（２日目）　H17.12.9
等の購入補助事業を推進することにより自家処理を行い、燃やすごみの発生を抑制いたします。
　またあわせて、生ごみを多量発生する公共施設に業務用生ごみ処理機を設置するとともに、ごみや環境問題に理解や
意欲のある地区や集落を対象とした業務用生ごみ処理機設置のモデル事業導入等も検討中でございます。そのほか燃や
すごみの３０％以上を占める古紙類については、定期回収を行っていない宇和地区でも定期回収を行い、古紙を再資源
化することにより燃やすごみの減量化を図ってまいります。
　２番目の燃やさないごみにつきましては、すべて埋立処分をしておりますが、分別の見直しにより資源ごみとして再
資源化をあわせて実施いたします。
　３番目の資源ごみにつきましては、今年度設置する減容圧縮梱包施設の整備により、全地区対象として廃プラスチッ
ク類の資源化を図ることにより、処理経費及び運搬費の削減を図ってまいります。
　４番目の粗大ごみにつきましては、分類品目の見直し及び収集体制の検討、受け入れ施設での選別及び保管を行い、
資源化を行うことにより、処分費用の削減を図ってまいります。
　以上の計画を平成１８年度から実施すれば、１億円の削減が可能となりますので、鋭意努力してまいりたいと考えて
おりますが、実施するには西予市民全体の意識改革が必要となってまいります。そのためには、環境意識を高めるため
の研修会等を今年度からお願いしております環境委員さんを中心に女性団体や各種グループ等、子供からお年寄りに至
るまでの一生涯にわたる環境教育や啓発に努めてまいる所存でございます。
　次に、現在稼働しております野村クリーンセンターにつきましては、施設の老朽化、耐用年数、広域化の方向性など
考慮に入れ、西予市全体の処理施設として、先ほど河野作生議員の一般質問にもお答えいたしましたように、広域的な
取り組みとして研究してまいりたいと、このように考えております。
　また、し尿処理施設についてでありますが、東部衛生センターは昭和５５年２月、西部衛生センターは昭和５６年４
月に稼働して以来、両施設ともに二十四、五年を経過いたしております。両施設ともに老朽化が激しく、毎年多額な予
算で処理機器等の大修繕が必要な状況となっておりますので、早急な対策が必要な状況となっております。今後具体的
な検討を含めまして、西予市が計画する総合計画の中へ盛り込んでまいりたいと、このように考えております。
　以上、ご答弁とさせていただきます。
○副議長　名本議員。
○１０番名本修三君　ちょっと林業問題についてお伺いをしたいと思います。
　今部長のご答弁によりますと、もう大体除間伐は一巡をしたんではないかという答弁であったわけでございますが、
今調べてみますと、５齢級から１０齢級ぐらいの山でも１万４，０００ヘクタールほど西予市内にあるというような状
況であります。そういう中で、今私が申しましたが、３００から４００ヘクタール年間除間伐をしたとしても３０年ぐ
らいはかかるんじゃないかなと、このように思います。そういう中で、まだ後にも植林された山林も多くあるわけでご
ざいます。全体の植林された山林の面積は２万４，０００ヘクタールぐらいあるということで統計には出ておるわけで
ございますが、そういうものを順次管理をしていく上には、今後ともどうしても林道それから作業道については必要な
事業であると、このように認識をいたしておるところでございます。ぜひこの事業については、今財政が厳しいと言わ
れますが、やはり産業の活性化を図らなければ、幾ら財政が豊かになっても、地域住民は潤うことができません。そう
いう観点において、やはりこういう面については、十分な予算配分をしていただければいいんだがなと、このように思
っております。この点については、またお願いをしたいと思います。
　続いて、生ごみの問題でございますが、今部長の答弁をいただきましたが、地域コミュニティープラントをつくって
生ごみの処理をということでございますが、西予市においても今環境問題で非常に多くのグループがいろんな形で活動
をされております。そういうグループともいろいろあろうと思いますが、十分協議をしていただいた中で、そういうグ
ループの協力を得ながら、やっぱりこういう問題についても真剣に取り組んでいただけるようにお願いをしたいと思い
ます。
　以上、２点ほどお願いを申し上げます。
○副議長　市長。
○三好市長　それでは、名本議員の再質問についてお答えをしたいと思います。
　林業問題の例の除間伐の問題でございますけれども、これは私自身も西予市の中の山の大切さというのは十分認識し
ておるところでございまして、ご案内のとおり、城川の魚成小学校も当初の私は引き継ぎのときには言われるとおり、
鉄筋コンクリートの引き継ぎでございましたけれども、県等との中の折衝の中で知事さんからも言われたとおり、西予
市の山のあり方、山の利用の仕方を言われましたが、それを受けて西予市林産材で中心につくっていく、木造の小学校
をつくっていったところでありまして、そういう意味では、山のありがたみ、大切さをわかっておるところでございま
す。
　そういう中で、予算の配分の問題でございますけれども、私自身もこれをいきいき運動はご案内のとおり、これは県
の事業を含めてやったわけでございますから、それは一定限度終了したというのは５年でありますから、それに市上乗
せ分等をもって全体としてそういう除間伐の原資としていくという考えで今述べたものでございまして、だから地域限
定型の発想は今回一応そこで終わったという認識で、先ほどの部長の発言とさせていただいたものでこざいます。ご理
解もいただきたいと、このように思っておるところでございます。
　生ごみの件でございますけれども、それぞれ今１億円のごみの減量運動を市民の方に訴えましたところ、多くの市民
グループの方がご理解をいただいて、今活発な活動もいただいております。そういう中で貴重な意見もいただいており
ますので、ともに研究をしながら進めていって、先ほど言いました市民協働の社会、ごみ社会づくりっていいますか、
の運動を展開していきたいと思っております。
　以上でございます。
○副議長　次に、１５番三好幸夫議員の一般質問を許可します。
　三好議員。
○１５番三好幸夫君　まず、行政改革については、かなりあちらこちらで質問がございまして、若干重複するかもわか
りませんが、私の立場から質問させていただきます。
　行政改革と地域振興についてでございますが、本年１０月に西予市では行政改革大綱を決定し、今後５年間でこれを
実行に移し、財政の健全化を図るとのことでありますが、西予市の規模では、一般会計は大体２００億円以下が常識的
なところでございます。それに比べて８０億円から１００億円近い予算が現在計上されておりますことを考えれば、事
は急を要する課題でございます。
　ところで、大綱を策定する視点として、以下の３つが掲げられておりますが、まず第１に、夢のあるまちづくり、第
２に、隅々まで行き渡る行政、第３に、行政の情報を市民と共有するであります。まことに結構なことでございます。
この中で、第２点の隅々まで行き渡る行政とは何を指して言うのか、私大綱を読み進めながらいささか疑問に感じたも
ので、この点について特に質問をいたしたいと思う次第でございます。
　合併後周辺地域でサービス水準を落とさぬようにと総合支所方式が選択されましたが、この大綱では、効率的な行
政、財政問題から早急に本庁方式に移行したいと書かれてございます。簡単に言えば、お金がないから周辺部の行政密
度を落としますよということではないでしょうか。基本自治体である市町村は、住民に直結した立場であるからこそ価
値があります。効率のみを追求するのは、行政を主体とした改革でございまして、住民の方を見ていないのではないで
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しょうか。組織の維持のみを考えての改革ならば、何も難しいことはございません。だれにでもできることでありま
す。末端行政の立場を維持しながら改革をすることが求められていると考えるものでございます。西予市が自主財源３
割にも満たない零細自治体であることは十分わかっております。合併で職員数が過大となり、その削減が急務となって
いることもだれしもが知るところでございます。一般に行政というのは、まずやりやすいところから手をつけるという
嫌いがございます。今回の行革大綱においても、まず野村町と明浜町にある６つの支所を削減するとあります。他の町
には支所は置いておられません。そういったところからまずやり玉に上がったんであろうと思いますが、私は昨年の９
月定例議会で一般質問において、西予市はその地形からまさに集落連合体であると、そのように申しました。支所が置
かれている理由やその効果について、そういった事情を判断して十分考慮されたのかどうかと疑問に思う次第でありま
す。住民にとっては公民館ではなく、行政が身近にあるということであり、支所があるということは。情報の交流、施
策の速やかな展開等、その存在価値は中央の机の上では図れぬものがございます。
　また、それを削減したからといって、その削減効果は果たしてあるか、人件費として支所長、臨時職員を減らし、支
所長は当然他の部署に配置されることになりますが、しかしながら今の宇和等他のところを見ますと、そこに公民館長
を嘱託として置かれる、これは新規でございます。新たに公民館にも女性の方が臨時職員として配置されていることを
考えれば、逆に今より余計に要っているんじゃなかろうかと、削減効果はゼロではなかろうかと思う次第でございま
す。逆に隅々まで行政の手を差し伸べるといった考えから全市の公民館単位に支所を配置してもよいのではないかと思
う次第でございますが、先ほどの宇都宮議員への答弁では、その考えはないとの答弁でございました。これらの人員削
減プランにつきましては、これから市の職員定数を減らしていくために、どこから切っていくかという発想の結果であ
ろうと思いますが、これでは単なる引き算であり、年々苦しくなるばかりでございます。市民のための行政改革とはほ
ど遠いものではないかと考える次第でございます。ここで発想を逆にしまして１０年後、先ほどの松山議員の質問の中
に約３５０人という人数が出ておりましたが、そういった３５０人の定員目標を持って行政組織を構築すれば、それ以
外の人は余剰人員として、自由にどこにでも配置ができる、そういう考えが成り立つのではないかと思う次第でござい
ます。当然、現在の定員の感覚では、現場での不満が噴出するでしょうが、いずれ１０年後にはそれでやっていかなけ
ればならない。ですから、今から準備しておいてもおかしくはないと考える次第でございます。中核業務は何人でやる
か、何人でできるかじゃないんです。何人でやるかなんです。どの部署も現在の７割以下の人員配置となるでしょうか
ら、それでできる体制を築いていかなければなりません。職員の皆さんには今の１．５倍の仕事をやってもらうことに
なります。必要ならば民間委託も考えねばならないでしょう。現在各種のＩＴ関係に多額の投資をしておりますが、そ
れらもすべてそのためではないでしょうか。
　以上のように行政が精いっぱい努力して、なおかつ市民へのサービスを削減せねばならないのなら、市民も納得せざ
るを得ないでしょう。今回の行政改革の大綱を見ながら感じるところでございますが、行政は効率の面から中央に集め
ようとする嫌いがございます。
　しかしながら、当市のような地勢では、それは端々の切り捨てにつながり、やがて地域の荒廃を招くことになるでし
ょう。西予市の行政効率が他の市と比較して極端に悪いことは、もう地図を見れば一目瞭然でございます。市長の苦労
も大変であろうと思います。
　しかしながら、だからこそこの地域を生かせる施策というものをぜひお願いしたいと願うものでございます。中央組
織をできるだけスリムにし、その分隅々まで職員を配置し、情報を伝え、安心を与え、地域振興の手助けをし、地域の
生活の活性化を図っていただきたいと願うものでございます。先ほどのいささか乱暴かもしれませんが、定員計画を実
行すれば人員は余ってきます。現地の状況を十分認識できてからその要否を判断していただきたいと願う次第でござい
ます。私はよい意味での地域主義というのを必要だと考えております。よい意味とは、他地区に負けないよいふるさと
を自分たちで築こうという、先ほどの質問にもございました。そういったことがおのおのの村々を立派にし、やがて中
央行政に余り頼らなくても、補助金に頼らなくてもよいような地域づくりができるんじゃなかろうかと考える次第でご
ざいます。
　以上、行政改革に伴う人員配置について市長のお考えをお伺いしたいと思います。
　以上で質問を終わります。
○副議長　市長。
○三好市長　それでは、三好議員からの一般質問についてお答えしたいと思います。
　西予市の行政改革の必要性については、十分認識された上のご質問でございまして、西予市民に対してともに責任を
負う立場として感謝をいたしておるところでございます。西予市の最初の行政改革大綱は３つの視点、７つの重点項目
を掲げ、市民の立場で行動できる職員の醸成を図り、知恵と工夫を引き出し、市民のための市民によるまちづくりを目
指しております。ご承知のとおり、西予市の行財政状況を取り巻く環境は大変厳しく、地方交付税の合併に伴う特別措
置がなくなる平成２５年度までには、適正な財源規模で歳出が行えるようにしなければ、西予市の未来はございませ
ん。そのためには、最初の５年が特に重要でありまして、市民と行政との役割を明確にし、時には痛みを分かち合いな
がら不断に行政改革を推進していく必要があります。西予市の行政改革大綱は、行財政改革推進の重要な手段の一つで
ございまして、西予市が目指す市民とともに手を取り合い、隅々まで行き渡る行政、夢のあるまちづくりを実現するた
めの土俵であると考えています。
　以上が行政改革の骨子についての説明でございますが、まず質問の中での隅々まで行き渡る行政に対する認識の差で
ございます。例えば、議員ご出身の中筋地区のことを考えてみまして、今地区で何が必要なのかを考えるのが大切では
ないかと考えております。野村町当時に廃止されていた通学、通勤バス路線を西予市になって地元の要望を受けて復活
いたしました。
　さらに、今回補正予算でご提案しておりますけれども、福祉バスのモデルなど、今中筋地区の方々が望まれているの
ではなかろうかと、このように思っておるところでございます。約６００万円近くの経費をかけて駐在している支所長
は、その対価としての仕事量がそれだけあるかどうか疑問でありまして、課長補佐級の職員を配置することが、西予市
民の大局から見た場合に、肯定的に判断される方は少ないのではなかろうかと、このように考えております。ただこれ
は職員の配置をしないということでありまして、支所業務は残すわけでございます。ご理解をいただきたいと思いま
す。支所長の仕事は十分に総合支所で賄うことができますし、光ファイバー網を利用して窓口業務を既に行っておると
ころでございまして、ご理解をいただきたいと思います。ただ惣川支所につきまして考えた場合に、その遠隔地域の、
例えば災害等における孤立性等々から考えた場合に、職員の配置が必要かどうか、これは十分検討していかなくてはな
らん問題ではなかろうかと、このように判断をしておるところでございます。それより総合的に考えまして、地域の活
動は地域が一番知っておられるわけでございますから、地域から信頼がある方を地域の公民館の非常勤の公民館長とし
てお願いするほど、地域の活力を増すものと確信しておるところでございます。実施に当たりましては、議員各位を初
め地域の皆さんと協議をしながら進めてまいりたいと考えております。
　なお、行政改革に関する人員配置につきましては、組織の見直しを含め、今後検討してまいりたいと存じますので、
行政改革の趣旨等をご理解いただきまして、議員の皆様におかれましてもご協力賜りますことをお願い申し上げまして
答弁とさせていただきます。お願いします。
○副議長　以上で一般質問を終結といたします。
　暫時休憩をいたします。（休憩　午後２時２２分）
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○副議長　再開をいたします。（再開　午後２時３０分）
　　（日程２）
○副議長　次に、日程第２、議案第１５７号「西予市宇和文化会館条例制定について」から議案第１８５号「西予市有
料駐車場条例制定について」までの２９件を一括議題といたします。
　これより本案に対する質疑を行います。
　質疑は大綱のみの質疑とお願いします。
　議案第１５７号から議案第１８５号までの２９件に対する質疑を行います。
　５番元親孝志君。
○５番元親孝志君　この指定管理者制度について、全般的にわたってちょっと質問をしたいと思うんですが、今回の指
定管理者制度というのは、法制度の改正に伴って来年の９月までにですか、これを行わなければいけないことになって
おるための条例改正であるわけですが、まず今回の指定管理者制度について、まず議会なり行政内に十分な説明がなさ
れてないような感じを受けます。というのは、今回のこの制度というのは、小泉改革の中で、民間でできることは民間
に任して、そして多様化する住民ニーズに対してどのようにこたえていくか、またそのことによって、行政の財政面で
の効率を高めようという、非常に活気的な改正であるわけですけども、そのことに対する議会なり行政内にどの程度意
識づけをされておるのかということが、まず私が一つ疑問に思います。というのは、今回過去にはや既に３件指定管理
者制度に移行した分がありますが、今回このように出てきても、まず西予市全般にわたる公共施設を今後どの分を行政
が直接管理して、どの分を民間に任すかという、まず全体像が我々にはわかっておりません。そしてまた、先般西予市
が１０月に住民へのアンケート調査をされておりましたが、そこの設問の中にも、今後公共施設を民間に任せたらいい
と思うものはどれかというのを見てみますと、例えば保育所あるいは学校給食、病院、そういった項目が非常に高いパ
ーセントがあったように記憶しておりますが、そういった住民サイドでもこういったものを民営化したらどうかとかと
いうふうな要望がありますし、我々議会としても、こういったものを民間に委託してみてはどうかというふうな要望が
あるわけですけれども、そういったものの要望を我々は述べる機会もなかったと思います。一方的にこういうふうに条
例改正案が出てきているわけですが、まず全体的な市の、どれを市がやってどれを民間に任すかというふうな整理が今
現在できておるかどうか、まずその点お伺いしたいと思います。
○副議長　三好市長。
○三好市長　それでは、元親議員の指定管理者制度の問題についてお答えをしたいと思います。
　今回の条例は、西予市の中の指定管理者制度導入に当たっての条例改正をするものでありまして、確かに議員がご指
摘の西予市の将来のあり方について突っ込んだ全体的ないわゆるコンセンサス等々はやっていない段階でございまし
て、まだそこまで入っていないというのが現状でございます。これも指定管理者制度が瞬く間に来ておるような状況で
ありまして、これも今後議員各位とともに、あるいは住民の代表者の方々等々も含めて検討をしていきたいと、その前
段の条例改正であるというご理解をいただきたいと思います。
　以上です。
○副議長　元親議員。
○５番元親孝志君　今の市長の答弁では、本条例制定の前の前段の条例制定ということになるんですか。
　それで、この条例、我々委員会付託になると思うんですけども、どういう視点でじゃあこの条例を我々議会が審査す
るのかということがまず見えてこないと思うんです。それで、例えば今回の指定管理者制度につきまして、いろいろ問
題点を指摘されておるというのが現状でありまして、先般愛媛新聞にも３日ぐらいですか、県の指定管理者の問題、特
集組まれておりまして、これを読んでおりますと、確かに県のレベルでもそれなりの問題点が今いろいろ指摘をされて
おります。それはなぜそういうことになるかといろいろ調べてみますと、基本的に、まず国のガイドラインというもの
がなくて、それぞれの自治体が自治体独自で模索しながら指定管理者制度を採用していくというふうな状況にありまし
て、今回条例の審査をするわけですけれども、ここの中に何を入れておかなければいけないのか、何が足りないのかと
いったものを議論する上において、何の方向性もたたき台もない段階で実際提案されて、何が我々できるんですかと。
だから、前段として、ある程度そういったものに対する理解、説明というものが、当然先にないとおかしいんじゃない
かなと思うんですが、間違いであればご指摘をいただきたいと思うんですが。
○副議長　別宮助役。
○別宮助役　元親議員の質問にお答えをいたしますが、この指定管理者条例制定の２９議案であります。それぞれの施
設でありますけれども、ご案内のようにこの２９の施設の中には、指定管理者を公募しても、手を挙げていただく方が
ない施設もかなりあろうというように予測をされます。その辺も含めて条例制定の中には公募した場合に手を挙げてい
ただく施設も幾らかはあると思います。中にはかなり経営が厳しいものもたくさんございますので、手を挙げていただ
くことはなかなか期待ができない分も施設としてあるんではないかと。とにかく現段階で９月の末が限界でございます
ので、条例を制定をさせていただいて、ほんで年度内で準備をと。どういう指定管理者が公募した場合に、指定管理者
として本当に経営がやっていけるのか、施設の運営ができるのか、その辺も年度内に十分検討していく必要があります
けれども、その中で検討していくのに条例制定をしていただいておかないと、その辺のこちらでの準備ができないとい
うことも一つはあるということもご理解をいただきたいと思います。
○副議長　５番元親孝志君。
○５番元親孝志君　今の条例制定がもう確定した場合、ある事業に関して、じゃあ私やってみようとした場合、非常に
内容的に不安定な部分、不安な要素がいっぱいあると思うんです。例えば、自分ではこれはやっていけそうなという思
いで手を挙げた。そやけど一応事業ですから、やってみて３年後に行き詰った、そういった場合に、この条例からし
て、その場合の対応というのは一体どうなるのかとか、例えばこの施設に関して、施設はつくった翌日から老朽化しま
す。そうした場合に１０年たったら、例えば施設なり設備が老朽化します。その場合にその修繕は一体どちらが見るの
か等が、そういった具体的なものがなくてこれを見て、じゃあ私やってみましょうかという話にはならないんじゃない
かなというふうな思いがいたしますので、条例とそれから協定書というものもあるようでございますから、その条例と
協定書でまた総体的に物事を考えていかれるんであろうと思いますが、まず条例として必要最小限のことを、今言った
ようなことが、やはりこの条例の中に明記されてないと、責任の所在ですとか、あと維持管理のどちらの責任かですと
か、それから、また今回の条例改正において、指定管理者を決める場合は議会の承認が必要ということになっておりま
すが、これを指定管理者を決めてしまうと、それから後は、指定管理者は議会に対しての収支報告の義務は問われてな
いという法律になっておるようです。そうした場合には、これだけのどの施設を任すかは別にして、莫大な投資をした
公共施設を一民間に任した場合に、チェック機能というのは働かなくていいのかなと、そういったものをここの条例の
中に盛り込んでおかなくていいのかどうかというふうな心配もするんですが、そうした場合に、この今回の条例ってい
うのは、ただ法改正によって表紙だけ変えた条例で、中身はさほどは議論されてないんじゃないかなという心配をする
んですが、私は今回のこの官の仕事を民に任すという画期的な事業でございますので、これが今後その指定管理者制度
をいかにうまく利用するかどうかによって、場合によったらその自治体の勝ち組、負け組が将来的に決まってくるんじ
ゃないかなと、そういうような非常に重要な制度改正であるものに対して、若干行政、議会、住民交えた認識が薄い、
徹底されてないんじゃないかなという心配をしてならないんですが、これでやめますが、その点お伺いしたいと思いま
す。
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○副議長　暫時休憩いたします。（休憩　午後２時４５分）
○副議長　再開をいたします。（再開　午後３時００分）
　別宮助役。
○別宮助役　先ほどの元親議員のご質問でございますけれども、ご案内のように５つの施設が既に管理委託を管理者へ
の制度に移行をしておるところでありますけれども、先ほどご説明申し上げましたように、経過措置によりまして来年
１８年９月１日までに管理委託をしているもの、委託契約を結んでいるもの、外部委託をしているもの、俗に言います
公の施設につきましては、来年の９月１日までに同制度へ移行することが法的に求められておるわけでございます。特
に既存施設につきましては、年度途中での制度導入というのは、大変利用者、管理者等に混乱を招くというおそれもあ
りますので、１８年度当初からこの制度を導入するのであれば、１２月の今回の議会で条例を制定をさせていただくと
いうことになるわけで、逆算しますとなるわけでございます。１２月議会において関係する当該施設の条例を制定をさ
せていただいて、その後指定管理者の募集、選定をし、３月の議会において指定の議決、さらに先ほど元親議員のご指
摘ありました施設の修繕管理等の契約といった手続を経る必要があるということで、今回１２月に２９の案件の条例制
定を提案をしとるということでございます。
　以上でございます。
○副議長　２番松山清議員。
○２番松山清君　ただいま提案されておる議案に関しての質問でございます。
　この議案の中で、経営診断を行政の方ではやっておると思いますが、その経営診断をやっておるのはどれがやってお
るのか、全部やっておるのか。それでその経営診断の結果、私はこういった条例が出てくるはずではないかと思うわけ
です。というのは、中に金額とかそういった数値が入っておりますし、それがどうなったか、我々は全然知らないんで
す。知らない状態で今回提案されてきてるっていうことが一つ心配なんですが、その結果どうであったのか、そこらあ
たりはいかがでしょうか。
○副議長　大森産業部長。
○大森産業部長　お答えをいたします。
　前段の経営診断の件でありますが、経営診断を行っておりますのは、７つの第三セクターでありまして、ここの条例
の中で、今回の条例の中でいいますと、議案第１６７号のふるさと創生館、これは明浜シーサイド・サンパークに属し
ておりますから、これも決まっております。
　次が、１６９のグリーンヒル、それから１７１物産館、これはどんぶり館でありますが、どんぶり館、それから１７
２の農業公園、これは地域振興センター、それから１７３の城川開発公社、それから１７６城川食肉加工センターにお
いても、これは城川開発公社に入りますので、これもそうです。１７７、７８、７９、これも明浜シーサイド・サンパ
ークに属しております。それから１８１キャッスルランド深山、これは地域振興センターです。それから１８２が城川
開発公社、１８３、１８４が城川自然ロッジ、これだけが経営診断を行ってやる分でありまして、これの経営診断の後
ほど全員協議会で中間報告はさせていただきたいと思いますが、いろんな細かい数字にわたっては、まだ結果ができて
おりません。その中でも非公募がそぐうものとそうでないもの等も含めて診断の中間報告ではそういうことまで踏み込
んでいただいておりますけれども、これが確定してくるというのか、結果が正式に出てくるのは、来年の３月末になる
わけですから、そのことについては、それが出た段階でもすぐ対応できるように準備はしておく必要があるというふう
に考えております。
○副議長　２番松山清君。
○２番松山清君　ただいまの答弁でいきますと、その経営診断はまだ出てないということでございますし、中間報告は
していただくというふうに理解しましたが、そのときにまた条例を改正すると、そういう話かというふうに理解しまし
た。それでいいのかということと、もう一つは、きのう報告がございましたが、今これ経営診断してますよというのを
きのう報告いただいたわけですが、きのうの報告について、私はちょっとあれでいいのだろうかというような疑問を持
っております。というのは、その報告ですから、それに対して議決もありませんし、委員会での審査もないと。我々議
会と行政とが一緒になっていろいろやるとは言いながらも、あの報告で終わってしまって、次は今度補助金幾らですよ
という話だけになるんじゃないかと思うわけです。３月にそれで推しただけで、十分にその内容に対して議会の考えと
か、皆さんの議員の意見も反映できない、そういったことになってしまうのではないかというふうに思うわけです。特
に指定管理者制度に移行する非常に大切な時期であり、それぞれの物件についていろんな課題がある中で、そういった
意見を聴取することなくさささささっと条例を決めてしまってそれでいいのかなというふうに思うわけですけれども、
それらを回避する、回避といいますか、私の今の疑問を解決する方法とか、どう考えられておるのか、お伺いします。
○副議長　大森産業部長。
○大森産業部長　産業部にだけ属する話ではないわけですが、経営診断に係る問題の分でお答えをいたしますと、前段
の条例がもう一つ、これは去年の１２月に可決された条例があるわけでして、これは指定管理者制度でして、そういう
公募指定できる場合と、そら市長の判断で非公募によって指定をするということもできるわけでありまして、このこと
によって次のステップに当たるときに条例を一々また改正する必要はないというふうに思っております。
　それから、経営診断の結果につきまして議員の方等の意見もいただいてという、ともに協議っていうんですか、そう
いうふうな意見につきましては、今のところ明確に数字的にはっきりしとるものが出とるわけではありません。それで
はっきりその辺が出た段階で、必ずしも出たことのとおりに進む考えはありません。これは政治的な配慮もあります
し、議員の皆さんの意見も聞いて、その結果を踏まえて協議をしていきたいと、これからどういう方向に、こういう結
果は出たけど、これからどういう方向に進むのかというふうに考えております。結果によって、すべてその結果どおり
にこれはもう指定管理者制度にそぐわないからしないよとか、するとかということは、皆さんと協議をしながら進めて
いきたいというふうに考えております。これは第三セクターにかかわる管理者のことについてでありますが。
○副議長　６番嶋川武文君。
○６番嶋川武文君　市長もお風邪を召して大変なところ申しわけありませんが、この指定管理者、議案によりまして３
条か４条か５条に入っておりますが、指定管理者に行わせるものとするというところと、行わせることができるという
ところがあるんでございますが、私も日本人でございますから、学問的には理解できるんですが、これはなぜこうなの
か、お聞きいたしたいと思います。
○副議長　森総務企画部長。
○森総務企画部長　それでは、ただいまの嶋川議員の質問にお答えをさせていただきます。
　まず、条例の中で行わせるものとすると表現している分についてでありますが、この施設につきましては、料金の徴
収等すべてを委託しなければならない施設で、既に現在委託をしている施設については、もう行わせるものとするとい
う表現をいたしております。そして、行わせることができるという表現をしておる部分は、すべてを委託するものでな
い施設、一部は市が管理をしなければならないとか、そして現在直営でやっているものにつきましては、このまま市で
直営しなければならないことも想定されますので、行わせることができるという、２つの表現をとっております。
　以上でございます。
○副議長　６番嶋川武文君。
○６番嶋川武文君　済みません、本当に。游の里もそうですかね、じゃあ。游の里は指定管理者じゃないと思います

ページ(23)



平成17年第４回定例会（２日目）　H17.12.9
が。
○副議長　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　ただいまのご質問にお答えいたします。
　游の里健康センターにつきましては、既に委託をいたしておりますので、指定管理者に行わせるものとするという表
現にしております。
　それと、議案第１６０号の特別養護老人ホームですから、議案の１６ページでありますけれども、この特別養護老人
ホームにつきましては、一部直営の施設もありますので、このような場合には、行わせることができるという表現にい
たしております。
　以上です。
　（日程３）
○副議長　次に、日程第３、議案第１８６号「西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて」及び議案第１８７号「西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について」の２件を一括議題といたしま
す。
　まず、議案第１８６号に対する質疑を行います。
　２番松山清君。
○２番松山清君　この議案の部長の説明のときに、野田の最終処分場の費用をアップするという説明があったと思いま
すが、その理由とアップした後、あそこが今後どういうふうな形で将来あるのかということの２点をお伺いします。
○副議長　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　この野田の最終処分場の件でありますが、一応かわらの処分をする処理場でありますけれども、
この処分場につきましては、前回の廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一部改正されまして、その処理場の残余量を
毎年測量といいますか、調査するということに変わってきておりまして、去る９月の補正予算で必要な予算を計上させ
ていただいております。金額６６万２，０００円の費用がかかっておりますので、毎年このような費用がかさむという
ことでありますので、それについての応分の負担を願うために改正したものであります。
○副議長　次に、議案第１８７号に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
　　（日程４）
○副議長　次に、日程第４、議案第１８８号「愛媛地方税滞納整理機構の設立について」を議題といたします。
　本案に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
　　（日程５）
○副議長　次に、日程第５、議案第１８９号「平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）」から議案第１９９号
「平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）」までの１１件を一括議題といたします。
　まず、議案第１８９号に対する質疑を行います。
　５番元親孝志君。
○５番元親孝志君　市民生活課関連の質問を１点だけさせていただきたいと思いますが、先ほど一般質問の中で河野議
員さんがダイオキシンの問題を質問されたと思いますが、松本部長答弁されましたが、ダイオキシンの単位というの
は、ナノ、ピコ単位ということで、１億分の０．０幾ら、１兆分の０．０グラムという大変小さな世界の測定値になる
わけですが、先ほどの答弁では、基準値が幾らで測定値がこれだけだから大丈夫ですという答弁がありましたが、確か
にそうであろうとは思いますが、例えばピコ単位関係で、さきの答弁では、０．０１ピコグラムとか言われましたん
で、１，０００兆分の１グラムの測定結果ということになるわけですが、こういった数字というのは、恐らく測定業者
もそれなりのことはやっておるとは信頼しますが、万が一この測定結果に偽りがあったときの行政責任、チェックとい
うものができてたかどうかと問われたときに、行政はこれ第三者管理委託をされておると思うんですが、今の耐震強度
の偽装問題等も含めまして、行政の信頼は当然認められますけども、こういう微量な世界の測定結果をそのままうのみ
にして結果報告ですよということに果たしてなるんかなという、要らん心配をするんですが、それと先ほど焼却ごみ、
あれダイオキシンの結果どうですか。その結果大野開発に持っていかれるわけですが、あそこの処理場には野村町だけ
じゃない、いろんなところからものが入っております。そこには当然管理不行き届きの分も入ってますので、将来にわ
たってそこに問題が発生した場合には、当然持ち込んだすべての業者が発生者責任を追及されると思います。そのとき
の証拠としてそういったものが必要になってくるわけですが、その管理委託している分のチェックというものは、行政
はどうするかという話なんですが、どのように考えておられるか、お伺いしたいと思います。
○副議長　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　野村の最終処分場の検査でありますけれども、これは毎年実施いたしておりまして、その数値そ
のものが、いわゆる基準値から３ナノグラムでしたか、基準値は。その場合の０．０１ナノグラムというかなり差があ
るということで、その業者測定した数値については我々信用して、基準内であるというような認識を持っております。
例えば、その数値そのものが基準値からある程度近いような数値が出た場合につきましては、やはり１社以外による調
査そのものも必要でないかなというような認識でおります。
　以上です。
○副議長　５番元親孝志君。
○５番元親孝志君　質問に対して答えがちょっと若干ずれとんじゃないかなと思うんですが、今松本部長が言われてお
りますように、業者を信頼しておるということの表現だったと思うんですが、これは後になって僕は言いわけにならな
いんじゃないかなと。じゃあどうすればいいかということなんですが、ダイオキシンの測定っていうのは、非常に料金
的に高いですから、この財政の厳しい折に幾つもやれっていうのは確かに困難と思うんですが、例えば１つのサンプ
ル、同じ条件で、例えば２社が違った角度で測定した結果が同じであれば、よりチェックとしてはチッェク機能が働い
ているというふうな見方になると思うんですが、その業者をどうじゃこうじゃというつもりはありませんが、先般の耐
震強度の問題等を見てみますと、だれもが信頼してやって、信頼しとったと皆さん言われますけども、あけてみたら、
当然信頼にこたえられるような結果でなかったということで今問題になっておりますので、人間信頼はもちろん重要な
んですが、このダイオキシンは河野議員さんも言われましたように、今世紀最大の猛毒ということでございますので、
やっぱりこれは特別扱いとして考えていった場合に、やはりさらなるチェック機能を機能させてないと、いつこれが社
会問題化する可能性も、僕相当高いというふうに心配しておりますので、やはりそういうチェック機能をもう少し機能
させておかれる方がいいんじゃないかなというふうに思いましたんで、質問させていただきました。終わります。
○副議長　２２番鍵原芳和君。
○２２番鍵原芳和君　私は２点ちょっとお伺いをしたいと思うんですが、総務費の生活交通バス対策事業費で運行業務
委託費とバス購入費合わせて４００万円、それから民生費の生活交通路線巡回バス運営費で運転手賃金ほか５８万５，
０００円と増額計上されておるわけでありますが、きのうの説明では、いずれも旧野村地域内の代替バスと福祉バスの
モデル運行費であるということでございました。これは来年の１月から３月までの試験運行ということではございます
が、もう離れた他の周辺部から見ますと、対応が非常に偏ってるんではないかという感は否めないわけでございます。
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もちろん市内全体を一度に対応することはできないわけでありますし、他のバス事業者や競合路線区間の問題あるいは
運輸局との協議認可等、課題も多いわけでありますから、いろいろな難しい問題ではございますが、市内周辺部には診
療所の入院が休止された地域やあるいは以前から養護のあります田之浜地域など、同じように運行を待ち望んでいる高
齢者をはじめとする交通弱者は大勢おられるわけでございます。助役さんが言われますように、まさに公共交通の空白
地帯でございます。加えて医療施設等と交流施設等を結ぶ施設全体の総合交通システムについて、期間限定とか地域限
定じゃなくて、市内全体について一日も早い構築の実現を望むものでございます。このことは午前中の大竹議員の一般
質問で答弁がありましたように、生活交通問題検討会等を立ち上げられて、担当部局において鋭意努力されていること
は十分理解をいたしておりますが、特に周辺部の市民の声として重ねてお願いをいたしておきたいと思います。
　それから、２点目でありますが、衛生費の塵芥処理費でございます。
　廃プラスチック梱包施設設置費及び廃プラ埋立処理費として１，０２９万７，０００円の増額補正計上があります。
当初予算では３，２２６万２，０００円の計上がありまして、当初予算の説明では、減容梱包機とこのような説明がご
ざいましたが、今回の説明では圧縮梱包機と説明があったわけでありますが、これは同じ事業内容の増額なのか、ある
いは別ものなのか、そこら辺をお伺いをしたいと思います。
　また、廃プラ埋め立ての処理費等の説明がありましたけれども、これは当初事業計画で当然予想されたのではないか
というふうな思いもあるわけであります。この廃プラ梱包施設について、いま一度事業内容について説明を求めたいと
思います。あわせて事業の進捗状況についても説明をいただきたいと思います。
　以上、２点であります。
○副議長　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　それでは、最初の生活交通路線巡回バスの件について、まずお答えをいたします。
　この件につきまして言われますように、市内各地区におきましては、このように交通の空白地帯が多く存在しておる
のは承知いたしております。それらに対応するために、まず試験的に運行をしてみようということで、それで野村町の
４地区８路線を計画して、その中でどういう課題があるのか、それらをまとめた上で全地区に広げていきたいと、この
ような計画を持っております。
　それと、これにつきましては、バス路線が通ってない地区を対象といたしておりますけど、そのほかにあと新しくで
きましたクアテルメ宝泉坊の利用促進を図ることも目的の一つとして、市内の主要施設を結ぶ路線、例えば三瓶、明
浜、宇和、野村、城川をつなぐバスにつきましても、これも毎日とまではいきませんけれども、週のうち１日ないし２
日程度の運行ができるような計画を組んでいきたいというような考えも持っております。これにつきましては、平成１
８年度に試験的な運行をした後、また本格稼働をしていきたいと考えております。
　それと、総合交通システムにつきましては、別な角度から、いわゆる宇和島自動車への運行の方法等も変えていただ
くような申請もしていく必要もあるだろうし、その点につきましては、別な角度から検討をしていくような計画であり
ます。
　それと、２点目の衛生費の廃プラの処理でありますけれども、今回の工事請負費につきましては、６６６万７，００
０円を追加いたしております。これは当初予算に計上しておりました廃プラの減容機と同じものであります。この設置
に当たりましては、既に城川町の清掃センターの方で空き缶の圧縮機を置いておるために、その施設が狭小であって、
この廃プラ施設を設置した場合に、ちょっと空き缶そのものについては、今現在野村町で処理をいたしておりますの
で、その空き缶処理機につきましては、移設を計画いたしております。その移設費用と移設先に一部工事をする必要が
ありますので、それらを含めた金額として６６６万７，０００円を計上いたしております。
　それともう一点、この廃プラの減容機を当初予算で組んでおりました関係で、ある程度稼働を早くして廃プラの処理
をする計画でありましたけれども、将来的に西予市全体のごみ処理をする計画でありましたので、設置場所についてい
ろいろ検討を重ねてきました。その結果、最終的には城川の清掃センターへ設置することに決まりました。その間のい
わゆる処理できなかった廃プラにつきしては、やむを得ず埋立処分もしなければなりませんので、その費用について追
加補正をさせていただいたわけであります。
　以上です。
○副議長　７番沖野健三君。
○７番沖野健三君　３７ページの先ほど鍵原議員が言われました生活交通路線巡回バスの補正で５８万５，０００円を
賃金ということでありますが、私は１月から３月ぐらいまで臨時運行するということで、試験的に、バスの運転手を雇
用されるんじゃないかと思うんですけども、私はこういうこと、小さいことでありますが、私は職員がやったらどうか
というふうに思うんです。というのは、私は以前に入浴サービスというボランティアがあったんですけども、寝たきり
のお年寄りを旧松葉寮の方に連れていって、そこで入浴した人をまた自宅まで送るというような運転手を、当初旧宇和
町の商工会で青年部の方でやってくれないかということで、私も青年部に在籍した関係でそういう入浴サービスを行っ
たことがあるんです、運転手を。その後町民の間から、青年部がやってるのに市の職員がやってないのはおかしいじゃ
ないかというような声が上がりまして、それから旧宇和町の職員も午前と午後に分けて運転手をしていた時期があるん
です。だから、私はできたら、こういう事業を始めた場合に、すぐ外部から雇うというんじゃなしに、まず職員が経験
してみて、経験して、それからできないと、職員ではこれはとてもできないというようなことであれば、やっぱり外部
から雇うても仕方がないんじゃないかというように思いますが、これは生活福祉部長ですか、そういう考え、どう思わ
れますか。
○副議長　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　ただいまのご質問にお答えをいたします。
　確かに市の職員による試験的な運行も考えられないことはありませんけども、自主的に市の正規の職員をこの福祉バ
スの運行の運転手にした場合に、それの費用対効果を考えた場合に、かなりの給料をとっておりながら単純な、失礼で
すけど運転だけでの業務に当たらすことについてはどうかとも思います。ですから、その辺のことは一応試験的なこと
でやってみて、どの方法が一番いいのか、それらを十分検討して正式な運営に結びつけていきたいと、このように考え
ております。
○副議長　７番沖野健三君。
○７番沖野健三君　言いますけど、やはり職員が余剰人員が多いというようなことも聞いてますんで、できたらできる
だけ職員がやって、そして経験してみて、それでとても職員では対応し切れないとか、できないということがあれば、
やっぱり外部からの雇用も必要だと思うんですけど、やはりやっぱりこういう時代ですから、みずから経験して、そし
てそれからそれをやっぱり身を持って体験してみないけないんじゃないかというふうに私は思います。今後あらゆる面
において、市の職員の方全体に対してそういう要望をしておきます。
　以上です。
○副議長　答弁は要りませんか。
　　（７番沖野健三君「要りません」と呼ぶ）
　次に、議案第１９０号に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　次に、議案第１９１号に対する質疑を行います。
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　２２番鍵原芳和君。
○２２番鍵原芳和君　いささか事務的な質問で申しわけないんですけど、診療所勘定について１点お伺いをしたいと思
います。
　市内１１診療所の市の医師会負担金についてでありますが、当初予算に計上されたものが８診療所ありまして、当初
予算に計上して、今回さらに補正をされた診療所が４施設あります。私の調べでは、当初予算も補正予算も計上のない
施設が３施設あるようでありますが、現計で１５０万７，０００円の負担金のようでありますけども、予算計上につい
て、各診療所、その計上時期というのはまちまちなのか、あるいは今回の補正というのは、医師会から負担金の追加請
求があったのか、そこら辺のことを伺いたいと思いますが、診療所に対する市の医師会負担金の状況についてお伺いを
したいと思います。
○副議長　松本生活福祉部長。
○松本生活福祉部長　各診療所の医師会の負担金でありますが、これは平成１７年度に医師会の負担金そのものにつき
まして改正するという通知が来まして、当初予算の段階ではそれが間に合いませんでしたので、追加でお願いしたわけ
であります。
　この会費につきましては、市の医師会と県の医師会、全国の医師会というふうに分れておりますけれども、これにつ
きましては、年間３万円の医師会費であったのが一部５万円に引き上げられたということで、それぞれ２万円を計上し
ております。その中で補正予算に計上していない診療所もありますけれども、これにつきましては、現計予算の中で対
応できると判断して、今回補正で計上をいたしておりません。現計予算の中で対応させていただきたいと、このように
考えております。
○副議長　次に、議案第１９２号に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　次に、議案第１９３号に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　次に、議案第１９４号に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　次に、議案第１９５号に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　次に、議案第１９６号に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　次に、議案第１９７号に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　次に、議案第１９８号に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　次に、議案第１９９号に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長　以上で質疑を終結といたします。
　ただいま議題となっております議案４３件については、お手元に配付しております付託表のとおり各常任委員会に付
託をいたします。
　　（日程６）
○副議長　次に、日程第６、陳情第４号「真の地方分権改革の早期実現に関する意見書の提出について」及び陳情第５
号「議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について」の２件を一括議題といたします。
　この陳情につきましては、お手元に配付いたしております陳情文書表のとおり各常任委員会に付託をいたします。
　各常任委員会においては、各議案並びに陳情について十分審査を行い、最終日の本会議において委員会の審査の経過
と結果について各常任委員長の報告を求めることにいたします。
　以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
　本日はこれにて散会といたします。
　次回は１２月２０日午後１時３０分より会議を開きます。
　　散会　午後３時４０分
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　　　　　　　平成１７年第４回西予市議会定例会会議録（第３号）

１．招 集 年 月 日　平成１７年１２月２０日
１．招 集 の 場 所　西予市議会議場
１．開　　　　　議　平成１７年１２月２０日
　　　　　　　　　　午後１時３０分
１．閉　　　　　会　平成１７年１２月２０日
　　　　　　　　　　午後２時２９分
１．出　席　議　員
　　　　１番　　田　中　　　剛
　　　　２番　　松　山　　　清
　　　　３番　　宇都宮　明　宏
　　　　４番　　松　島　義　幸
　　　　５番　　元　親　孝　志
　　　　６番　　嶋　川　武　文
　　　　７番　　沖　野　健　三
　　　　８番　　森　川　一　義
　　　　９番　　亀　井　秀　男
　　　１０番　　名　本　修　三
　　　１１番　　河　野　作　生
　　　１２番　　藤　井　朝　廣
　　　１３番　　浅　野　泰　義
　　　１４番　　浅　野　忠　昭
　　　１５番　　三　好　幸　夫
　　　１６番　　岡　山　清　秋
　　　１７番　　酒　井　宇之吉
　　　１８番　　兵　頭　　　勇
　　　１９番　　山　本　英　男
　　　２０番　　山　本　昭　義
　　　２１番　　梅　川　光　俊
　　　２２番　　鍵　原　芳　和
　　　２４番　　宇都宮　二　朗
　　　２５番　　岡　田　周　三
　　　２６番　　山　本　安　男
　　　２７番　　平　野　武　男
　　　２８番　　大　竹　忠　盛
　　　３０番　　坂　本　隆　重
　　　３１番　　浅　野　豊　重
１．欠　席　議　員
　　　２３番　　菊　地　ミスギ
　　　２９番　　二　宮　　　元
１．地方自治法第１２１条により
説明のため出席した者の職氏名
　　　市　　　　　長　　三　好　幹　二
　　　助　　　　　役　　別　宮　　　靜
　　　収　　入　　役　　三　好　藤　冶
　　　教　　育　　長　　二　宮　宇　明
　　　総務企画部長　　　森　　　英　二
　　　建　設　部　長　　安　藤　芳　夫
　　　産　業　部　長　　大　森　俊　彦
　　　生活福祉部長　　　松　本　正　志
　　　教　育　部　長　　河　野　豊　昭
　　　明浜総合支所長　　小　玉　岩　康
　　　野村総合支所長　　西　本　貞　夫
　　　城川総合支所長　　九　鬼　則　夫
　　　三瓶総合支所長　　山　本　正　男
　　　病院総括事務長　　上　甲　福　重
　　　消防本部消防長　　荒　井　安　憲
　　　総　務　課　長　　炭　倉　貞　明
　　　財　政　課　長　　清　水　忠　夫
　　　企画調整課長　　　清　水　享　司
１．本会議に職務のため出席した者の職氏名
　　　事　務　局　長　　吉　良　孝　一
　　　議　事　係　長　　井　上　千　浪
１．議　事　日　程　　　別紙のとおり
１．会議に付した事件　　別紙のとおり
１．会 議 の 経 過　　　別紙のとおり

議　　事　　日　　程
　１　議案第１５７号　西予市宇和文化会館条例制定について
　　　議案第１５８号　西予市游の里健康センター条例制定について
　　　議案第１５９号　西予市游の里ふれあい広場条例制定について
　　　議案第１６０号　西予市特別養護老人ホーム条例制定について
　　　議案第１６１号　西予市デイサービスセンター条例制定について
　　　議案第１６２号　西予市軽費老人ホーム条例制定について
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　　　議案第１６３号　西予市惣川高齢者生活福祉センター条例制定について
　　　議案第１６４号　西予市野村学園条例制定について
　　　議案第１６５号　西予市精神障害者小規模作業所条例制定について
　　　議案第１６６号　西予市渓筋農林水産物処理加工施設条例制定について
　　　議案第１６７号　西予市明浜ふるさと創生館条例制定について
　　　議案第１６８号　西予市明浜農産物集出荷施設条例制定について
　　　議案第１６９号　西予市野村青汁工場条例制定について
　　　議案第１７０号　西予市城川高品質堆肥センター条例制定について
　　　議案第１７１号　西予市物産会館条例制定について
　　　議案第１７２号　西予市野村農業公園条例制定について
　　　議案第１７３号　西予市城川産地形成等促進施設条例制定について
　　　議案第１７４号　西予市野村畜産総合振興センター条例制定について
　　　議案第１７５号　西予市大野ケ原育成牧場条例制定について
　　　議案第１７６号　西予市城川食肉加工センター条例制定について
　　　議案第１７７号　西予市あけはまオートキャンプ場条例制定について
　　　議案第１７８号　西予市明浜民宿故郷条例制定について
　　　議案第１７９号　西予市明浜塩風呂条例制定について
　　　議案第１８０号　西予市野村茅葺き民家交流館条例制定について
　　　議案第１８１号　西予市野村キャッスルランド深山条例制定について
　　　議案第１８２号　西予市城川特産品センター条例制定について
　　　議案第１８３号　西予市三滝ロッジ条例制定について
　　　議案第１８４号　西予市城川ふるさと交流館条例制定について
　　　議案第１８５号　西予市有料駐車場条例制定について
　　　議案第１８６号　西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　議案第１８７号　西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について
　　　議案第１８８号　愛媛地方税滞納整理機構の設立について
　　　議案第１８９号　平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）
　　　議案第１９０号　平成１７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９１号　平成１７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９２号　平成１７年度西予市老人保健特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９３号　平成１７年度西予市介護保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９４号　平成１７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９５号　平成１７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）
　　　議案第１９６号　平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９７号　平成１７年度西予市上水道事業会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９８号　平成１７年度西予市病院事業会計補正予算（第１号）
　　　議案第１９９号　平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）
　　　陳情第　　４号　真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書の提出について
　　　陳情第　　５号　議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について
　２　発議第　　２号　市議会議員定数等調査特別委員会の設置及び付託について
　３　選任第　　３号　市議会議員定数等調査特別委員会の選任について
追加　議案第２０１号　平成１６年度西予市公共下水道事業（宇和処理区）旧町地区第１２工区管路整備工事変更請負
契約について
　　　意見書案第６号　真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書（案）の提出について
　　　意見書案第７号　議会制度改革の早期実現に関する意見書（案）の提出について

本日の会議に付した事件
　１　議案第１５７号　西予市宇和文化会館条例制定について
　　　議案第１５８号　西予市游の里健康センター条例制定について
　　　議案第１５９号　西予市游の里ふれあい広場条例制定について
　　　議案第１６０号　西予市特別養護老人ホーム条例制定について
　　　議案第１６１号　西予市デイサービスセンター条例制定について
　　　議案第１６２号　西予市軽費老人ホーム条例制定について
　　　議案第１６３号　西予市惣川高齢者生活福祉センター条例制定について
　　　議案第１６４号　西予市野村学園条例制定について
　　　議案第１６５号　西予市精神障害者小規模作業所条例制定について
　　　議案第１６６号　西予市渓筋農林水産物処理加工施設条例制定について
　　　議案第１６７号　西予市明浜ふるさと創生館条例制定について
　　　議案第１６８号　西予市明浜農産物集出荷施設条例制定について
　　　議案第１６９号　西予市野村青汁工場条例制定について
　　　議案第１７０号　西予市城川高品質堆肥センター条例制定について
　　　議案第１７１号　西予市物産会館条例制定について
　　　議案第１７２号　西予市野村農業公園条例制定について
　　　議案第１７３号　西予市城川産地形成等促進施設条例制定について
　　　議案第１７４号　西予市野村畜産総合振興センター条例制定について
　　　議案第１７５号　西予市大野ケ原育成牧場条例制定について
　　　議案第１７６号　西予市城川食肉加工センター条例制定について
　　　議案第１７７号　西予市あけはまオートキャンプ場条例制定について
　　　議案第１７８号　西予市明浜民宿故郷条例制定について
　　　議案第１７９号　西予市明浜塩風呂条例制定について
　　　議案第１８０号　西予市野村茅葺き民家交流館条例制定について
　　　議案第１８１号　西予市野村キャッスルランド深山条例制定について
　　　議案第１８２号　西予市城川特産品センター条例制定について
　　　議案第１８３号　西予市三滝ロッジ条例制定について
　　　議案第１８４号　西予市城川ふるさと交流館条例制定について
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　　　議案第１８５号　西予市有料駐車場条例制定について
　　　議案第１８６号　西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について
　　　議案第１８７号　西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について
　　　議案第１８８号　愛媛地方税滞納整理機構の設立について
　　　議案第１８９号　平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）
　　　議案第１９０号　平成１７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９１号　平成１７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９２号　平成１７年度西予市老人保健特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９３号　平成１７年度西予市介護保険特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９４号　平成１７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９５号　平成１７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）
　　　議案第１９６号　平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
　　　議案第１９７号　平成１７年度西予市上水道事業会計補正予算（第２号）
　　　議案第１９８号　平成１７年度西予市病院事業会計補正予算（第１号）
　　　議案第１９９号　平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）
　　　陳情第　　４号　真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書の提出について
　　　陳情第　　５号　議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について
　２　発議第　　２号　市議会議員定数等調査特別委員会の設置及び付託について
　３　選任第　　３号　市議会議員定数等調査特別委員会の選任について
追加　議案第２０１号　平成１６年度西予市公共下水道事業（宇和処理区）旧町地区第１２工区管路整備工事変更請負
契約について
　　　意見書案第６号　真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書（案）の提出について
　　　意見書案第７号　議会制度改革の早期実現に関する意見書（案）の提出について

　　開議　午後１時３０分
○議長　ただいまの出席議員は２９名であります。これより本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。
　　（日程１）
○議長　日程第１、議案第１５７号「西予市宇和文化会館条例制定について」から議案第１９９号「平成１７年度西予
市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）」についてまでの４３件と陳情２件を一括して議題といたしま
す。
　各常任委員会における審査の経過と結果について、各常任委員長の報告を求めます。
　まず、亀井総務常任委員長の報告を求めます。
○亀井秀男総務常任委員長　それでは、総務常任委員会の報告を申し上げます。
　去る１２月９日の本会議におきまして、当常任委員会に付託されました議案４件、陳情２件は、１２月１２日、１３
日の両日委員会を開催し審査を行いました。審査の結果は、お手元に配付の委員会審査報告書のとおり、全会一致の可
決決定であります。
　以下、審査の過程で特に議論のありました事項につきまして、その概要を申し上げます。
　最初に、議案第１５７号「西予市宇和文化会館条例制定について」、本条例は公共施設の管理運営を民間事業者に開
放する指定管理者制度への移行のための条例制定であり、その趣旨には賛同できるが、市が５０％以上出資している法
人から議会へ提出されていた法人の経営状況を説明する書類が指定管理者に義務づけられていないことから、議会への
報告を前向きに検討することを要請し、原案のとおり可決決定しました。
　次に、議案第１８７号「西予市火災予防条例の一部改正する条例制定について」、本条例は消防法の改正により、一
般住宅への住宅用防災機器等の設置が義務づけられたことによるものであり、原案のとおり可決決定しました。
　次に、議案第１８８号「愛媛地方税滞納整理機構の設立について」、本機構は県下の全市町が加盟し、地方税の滞納
処分に関する事務等の共同処理と地方税の滞納額の縮減及び税の公平性確保等を目指すものであり、原案のとおり可決
決定しました。
　次に、議案第１８９号「平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）」、歳入歳出に関する総務常任委員会所管
分について、補正予算に関しては課ごとの審査を行い、原案のとおり可決決定しました。
　なお、審査過程で各委員から出ました意見を抜粋して報告いたします。
　第１点は、厳しい財政状況の中で補助金等の見直し作業が進められており、団体によっては、補助金だけの収入によ
って運営されていたり、飲食や研修旅行に補助金が使われているケースもあるようであり、今後の課題として、その使
途や目的など補助金支出の適否を厳正にチェックされたい。
　第２点は、市の公用車の更新計画について、現在相当数の公用車があり、今後厳しい財政状況での導入が想定され
る。どうしても必要かどうかのチェックは当然のこと、民間業者の活用やリース契約での対応など可能な方法の検討と
年次計画を立てて対処されたい。
　第３点は、生活交通バス対策事業に関しては、代替バスの購入など部分的に施策を講じるのではなく、西予市全体の
交通体系の中で総体的な施策や運行計画を検討されたい。
　第４点は、新たな税収の確保と環境美化の観点から、自動販売機の設置業者に対して、環境税のような目的税を課税
する検討を行い、環境美化特定財源として研究されたい。
　第５点は、近年の教育環境は少子化の問題など、過去には想定していなかったいろいろな状況が起きている。西予市
にとってふさわしい教育理念、市教育委員会としてのビジョンをつくらなくてはいけない時代に来ているということを
確認した上で積極的な施策の提案をしていただきたい。
　第６点は、図書館費としての年間約１億円の予算が投入されているが、市内には各旧町の図書館、各学校、公民館の
図書室があり、合わせると相当な維持経費となっている。費用対効果の面から考えても、もっと少ない予算で効果的な
図書の活用方法があるのではないか、教育委員会全体の大きな課題として検討されたい。
　第７点は、成人式については、今回初めて市全体での開催が実現されるようであるが、行政側によって行事の押しつ
けになっているような感じを受けるため、アンケートなどの方法によって新成人者の意向を聞いて、より意義のある式
のあり方を検討されたい。
　次に、陳情第４号「真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書の提出について」、本陳情は地方分権の理念に沿
った三位一体の改革を実現するため、全国市議会の総意として真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書を提出し
ようとするものであり、原案のとおり採択することに決定しました。
　最後に、陳情第５号「議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について」、本陳情は地方分権時代を迎え、住
民自治の根幹をなす議会の役割と責任を果たすために議会制度改革の早期実現に関する意見書を提出しようとするもの
であり、原案のとおり採択することに決定しました。
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　以上で総務常任委員会の報告を終わります。
　総務常任委員会委員長亀井秀男。
○議長　次に、坂本厚生常任委員長の報告を求めます。
○坂本隆重厚生常任委員長　厚生常任委員会の報告を申し上げます。
　当委員会に付託となりました議案１７件の審査結果は、お手元に配付されております委員会審査報告書のとおりであ
りまして、いずれも全会一致にて決定した次第であります。
　以下、審査の過程におきまして特に議論がなされました事項について、その概要の報告を申し上げます。
　まず、審査に入る前に指定管理者制度への対応、制度導入についての基本的な考え方について担当部長の説明を求め
ました。
　西予市の公の施設には、文化施設、体育施設、社会福祉施設、観光施設等さまざまな施設がある。管理については、
これまでも管理委託制度を活用し、運営等については、柔軟性に富む外部団体に管理を委託することで、施設の機能を
十分に生かし、効果的、効率的な管理を行ってきたところである。今回の管理指定制度は、これまでの管理委託制度と
比較すると、指定管理者に施設の使用管理権限を与えることで、より管理実態に合わせた管理運営が可能となることや
民間事業者等の能力の発揮がされることが、施設機能のさらなる向上が期待される等、施設の管理者及び設置者双方に
とっても市民サービスの向上を初めとする合理的管理が望める等のメリットが見込まれるところである。今後、地方自
治法第２４４条の２及び西予市公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例の規定に基づき、公の施設につ
いて管理のあり方を検討することとし、方針が決定され、準備の整った施設から改正自治法で定められた経過措置期間
が終わる平成１８年９月１日までに順次指定管理者制度の導入を進めていくものとする説明があり、議案の審議に入り
ました。
　議案第１５８号「西予市游の里健康センター条例制定について」は、市民サービスに配慮されたいとの意見がありま
した。審査の結果、原案のとおり可決決定いたしました。
　議案第１６２号「西予市軽費老人ホーム条例制定について」は、ケアハウスはま湯、れんげの２つを統一し、徴収額
の基準は国の基準に準ずるものとするとの説明があり、原案のとおり可決決定いたしました。
　議案第１６５号「西予市精神障害者小規模作業所条例制定について」は、現在精神障害者は全国で２５８万人、愛媛
県で１万９，０００人、西予市で４７０人となっている。作業内容等の質疑に対し、荷づくり作業を行っているとの説
明を受けました。審査の結果、原案のとおり可決決定いたしました。
　議案第１８６号「西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について」は、事業系廃棄物
を色分けし、１日のごみの量は１５キログラム、３袋以上を有料とする改正であり、審査の結果、原案のとおり可決決
定いたしました。
　議案第１８９号「平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）」のうち福祉事務所に関する事項については、ボ
ランティアコーディネート事業についての具体的な質疑があり、ボランティアを受け入れるための窓口事業であるとの
説明を受けました。
　生活交通路線バスの運営についての質疑には、モデル的に野村地区を運行し、ほかの地区のバス路線に外れたところ
は、今後検討していくとの答弁でありました。
　市民生活課に関する事項については、廃プラ施設のエリアについて質疑があり、いろいろ検討の結果、全市対応でむ
だにならないように総合計画に盛り込んでいくとの答弁でありました。
　また、特別勤務手当については、し尿処理施設の時間外手当、土曜日の休日勤務する手当とのことであるとの説明が
ありました。
　ごみ問題については、プロジェクトチームを立ち上げ、総合的な方針を出して議論してくべきではないか、産廃の罰
則規定はできないのか、すなわち条例制定をつくるべきであるとの意見がありました。審査の結果、原案のとおり可決
決定いたしました。
　議案第１９０号「平成１７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）」については、将来の経営投資について、
働く意欲と受注と設備が動く限り継続する。経営状態について、一般会計からの繰り入れがあるが、１人当たりの日当
は生活保護費よりも賃金もすべて収入となるのかとの質疑に対し、１日１，５００円、月３万円程度で、生活保護費よ
り定められた算定式により算出された金額を差し引いて保護費を支給しているとの答弁でありました。審査の結果、原
案のとおり可決決定いたしました。
　議案第１９１号「平成１７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」については、土居診療所の医師は
現在１名となっているが、今後２名体制にする方針はあるのかとの質疑に、２名体制が理想ではあるが、現在検討中で
あるとの答弁であり、審査の結果、原案のとおり可決決定いたしました。
　議案第１９２号「平成１７年度西予市老人保健特別会計補正予算（第３号）」については、老人医療給付金と支給費
の違いを問い、病院の医療費とコルセット等の療養に係る分との違いの説明があり、原案のとおり可決決定いたしまし
た。
　議案第１９３号「平成１７年度介護保険特別会計補正予算（第３号）」については、介護保険の改正により食費と居
住費が入所者負担となる。ただし金額は所得、部屋によっても異なる。低所得者に配慮し、高所得者には応分の負担と
なっているとの説明でした。審査の結果、原案のとおり可決決定いたしました。
　議案第１９８号「平成１７年度西予市病院事業会計補正予算（第１号）」は、野村病院の外来収入が伸びている。ま
た、オーダーリングについては、現在試験的に医事課のみ行っているが、徐々に構築して行う計画である。
　また、電子カルテの計画はないかとの質疑に対し、費用の面で無理があり、オーダーリングで運営していく方針であ
るとの答弁があり、審査の結果、原案のとおり可決決定いたしました。
　以上、当委員会に付託されました全議案について慎重に審査を行いましたので、ご報告を申し上げます。
　平成１７年１２月２０日、厚生常任委員会委員長坂本隆重。
○議長　次に、岡山産業建設常任委員長の報告を求めます。
○岡山清秋産業建設常任委員長　産業建設常任委員会報告書。
　産業建設常任委員会の報告を申し上げます。
　去る１２月９日の本会議におきまして、当常任委員会に付託となりました議案２５件につきまして、１２月１２日関
係部課長の出席を求め説明を聞き、慎重に審査を行ったものであります。その審査の経過並びに結果について報告を申
し上げます。
　まず、指定管理者制度導入に伴う条例制定について、産業部長より、条文については暫定条例基本条例を基本として
いるが、施設使用料については一部を変更している。ただし別表金額の範囲内において運用するとの定めをしているこ
とから、現行料金での運用は可能であるとの説明がありました。
　さらに、今後第三セクターの施設の指定管理者への移行に関しては、その設立の経緯にかんがみて、現在の管理委託
先の存在を完全に無視することはできないとの見解が示されました。
　続いて質疑に入り、委員より、まず料金の変更見通しについてただしたところ、公募により指定管理者が変更した場
合は変わる可能性があるが、現在の委託者に変更がない場合は、従前どおりの料金を想定しているとの答弁がありまし
た。
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　さらに、委員より、城川町高品質堆肥センターの堆肥販売料金が、従来の２倍以上に設定されているということに対
し、その理由をただしたところ、委託先であるＪＡが決めた金額の範囲内で定めているとの答弁がありました。これを
受け委員より、農家の士気に影響することから、急激な値上げをしないよう求めたところ、農業振興の面からもＪＡと
十分に協議をしてまいりたいとの答弁がありました。
　また委員より、指定管理者の審査方法や協定書の内容が不十分ではないか、また運用に関してマニュアルが必要では
ないのかとの質問がありました。これに対し、協定内容が厳し過ぎて、公募の際手を挙げる人がいなくても困るが、責
任の所在は明確にしておくべきであり、今後十分に検討をしてまいりたいとの答弁がありました。
　以上、議案第１６６号「西予市渓筋農林水産物処理加工施設条例制定について」から議案第１８５号「西予市有料駐
車場条例制定について」までの条例制定２０件については、審査の結果、原案のとおり可決決定をいたしました。
　次に、議案第１８９号「平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）」のうち農業振興費授精回復対策事業補助
金において、明浜町のみが補助対象であるのは不公平感が生じないかとただしたところ、ＪＡ側にも負担割合が３分の
１ある。要望はＪＡ東宇和のみであり、ＪＡ西宇和からは手が挙がらなかったとの答弁がありました。
　また、市単独漁港建設事業における業者選定方法についてただしたところ、事業費総額が減少している中で、できれ
ば地元業者に発注するよう、事務上の対応を図っていきたいとの答弁があり、審査の結果、全員異議なく原案のとおり
可決決定をいたしました。
　次に、議案第１９４号「平成１７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）」について、事業費負担金の
減額が主なものであり、審査の結果、全員異議なく原案のとおり可決決定をいたしました。
　次に、議案第１９５号「平成１７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）」については、脱臭装置
設置県工事費の減額が主なものであり、審査の結果、全員異議なく原案のとおり可決決定をいたしました。
　次に、議案第１９６号「平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）」について、野村処理区に
おける事業費の減額が主なものであります。委員より、野村公共下水道の加入状況についてただしたところ、現在２４
３件の宅内配管のみ申し込みがある。その他各業者に１９１件の手持ちがあり、本年度は計４３４件の施工を見込んで
おるとの答弁がありました。審査の結果、全員異議なく原案のとおり可決決定をいたしました。
　次に、議案第１９７号「平成１７年度西予市上水道事業会計補正予算（第２号）」については、企業債償還元金繰入
金が主なものであり、審査の結果、全員異議なく原案のとおり可決決定をいたしました。
　以上で委員会審査報告を終わります。
　平成１７年１２月２０日、産業建設常任委員会委員長岡山清秋。
○議長　以上で各委員長の報告が終わりました。
　これより各委員長報告に対する質疑を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　以上で質疑を終結といたします。
　これより討論を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　討論を終結といたします。
　これより採決を行います。
　お諮りいたします。
　この表決は起立によって行います。
　まず、議案第１５７号「西予市宇和文化会館条例制定について」から議案第１８５号「西予市有料駐車場条例制定に
ついて」までの２９件を採決いたします。
　ただいまの委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
　　（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数です。よって、議案第１５７号から議案第１８５号までの２９件は原案のとおり決定いたしました。
　次に、議案第１８６号「西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について」及び議案第
１８７号「西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について」の２件を採決いたします。
　ただいまの委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
　　（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数です。よって、議案第１８６号及び議案第１８７号の２件は原案のとおり決定いたしました。
　次に、議案第１８８号「愛媛地方税滞納整理機構の設立について」を採決いたします。
　ただいまの委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
　　（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数です。よって、議案第１８８号は原案のとおり決定いたしました。
　次に、議案第１８９号「平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号）」を採決いたします。
　ただいまの委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
　　（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数です。よって、議案第１８９号は原案のとおり決定いたしました。
　次に、議案第１９０号「平成１７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）」から議案第１９９号「平成１７年
度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）」までの１０件を採決いたします。
　ただいまの委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
　　（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数です。よって、議案第１９０号から議案第１９９号までの１０件は原案のとおり決定いたしました。
　次に、陳情第４号「真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書の提出について」及び陳情第５号「議会制度改革
の早期実現に関する意見書の提出について」の２件を採決いたします。
　陳情第４号及び陳情第５号はただいまの委員長報告のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。
　　（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数です。よって、陳情第４号及び陳情第５号は委員長報告のとおり採択とすることに決定いたしました。
　　（日程２）
○議長　日程第２、発議第２号「市議会議員定数等調査特別委員会の設置及び付託について」を議題といたします。
　お諮りいたします。
　本案については、１６名の委員で構成する市議会議員定数等調査特別委員会を設置し、これに付託して調査並びに審
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査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。
　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。
　お諮りいたします。
　発議第２号については、会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ
りませんか。
　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。よって、本案については、１６名の委員で構成する市議会
議員定数等調査特別委員会を設置し、これに付託して調査並びに審査をすることに決定をいたしました。
　　（日程３）
○議長　次に、日程第３、選任第３号「市議会議員定数等調査特別委員会の選任について」を議題といたします。
　ただいま設置されました市議会議員定数等調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第６条第２項の規定
により、２番松山清君、４番松島義幸君、５番元親孝志君、７番沖野健三君、８番森川一義君、９番亀井秀男君、１０
番名本修三君、１３番浅野泰義君、１４番浅野忠昭君、１６番岡山清秋君、１８番兵頭勇君、１９番山本英男君、２２
番鍵原芳和君、２５番岡田周三君、２８番大竹忠盛君、３０番坂本隆重君、以上１６名を指名いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました１６名の議員を市議会議員定数等調査特別委員
に選任することに決定いたしました。
　ただいま選任されました市議会議員定数等調査特別委員の皆様は、休憩中議員協議会室において委員会を開き、正・
副委員長を互選の上、その結果を議長に報告を願います。
　この際、暫時休憩をいたします。（休憩　午後２時０６分）
○議長　休憩前に引き続き会議を開きます。（再開　午後２時１２分）
　休憩中ただいま設置されました市議会議員定数等調査特別委員会を開き、正・副委員長を互選の結果、委員長に大竹
忠盛君、副委員長に元親孝志君がそれぞれ選任されましたので、ご報告をいたします。
　お諮りいたします。
　ただいま市長から提出されました議案第２０１号「平成１６年度西予市公共下水道事業（宇和処理区）旧町地区第１
２工区管路整備工事変更請負契約について」並びに意見書案第６号「真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書（
案）の提出について」及び意見書案第７号「議会制度改革の早期実現に関する意見書（案）の提出について」の３件を
本日の日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認めます。よって、３件を本日の日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
　　（追加）
○議長　追加日程第１、議案第２０１号「平成１６年度西予市公共下水道事業（宇和処理区）旧町地区第１２工区管路
整備工事変更請負契約について」を議題といたします。
　理事者の説明を求めます。
　安藤建設部長。
○安藤建設部長　議案第２０１号「平成１６年度西予市公共下水道事業（宇和処理区）旧町地区第１２工区管路設備工
事変更請負契約について」提案理由のご説明を申し上げます。
　西予市公共下水道事業宇和処理区につきましては、平成１８年度末供用開始を目指し整備を進めているところであり
ます。本工事は、昨年１２月の第３回定例会で議決をいただき、株式会社奥村組四国支店と請負金額５億６，５９５万
円で工事請負契約を締結し、現在施工中であります。このたびお手元の参考資料の工事変更概要のとおり、４，２２２
万９，０００円の入札減少金及び８１７万１，０００円の事務費よりの流用金によりまして工事の延長増及びそこに示
しております変更内容による設計変更の必要が生じたため５，０４０万円を増額し、請負金額を６億１，６３５万円と
する工事変更請負仮契約を去る平成１７年１２月１２日に締結いたしましたので、議会の議決を求めるものでありま
す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長　理事者の説明は終わりました。
　これより質疑を行います。
　２番松山清君。
○２番松山清君　ただいま提案されました議案につきまして、ちょっとどのあたりかはっきりしたことがちょっとこれ
だけではわかりませんので、もっと具体的な説明をお願いします。
○議長　安藤建設部長。
○安藤建設部長　場所的なもんでしょうか。この契約につきましては、現在どんぶり館から手前、宇和・野村線の手前
の方をずっとやる分とどんぶり館から処理場までやる工区であります。それでその工区の中のここに書いております管
路工とかマンホール工、ほして架設工ですか、その辺の変更でございます。
○議長　以上で質疑を終結といたします。
　お諮りいたします。
　議案第２０１号については、会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異
議ありませんか。
　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
　これより討論を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　討論を終結とします。
　これより採決を行います。
　お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議案第２０１号「平成１６年度西予市公共下水道事業（宇和処理区）旧町地区第１２
工区管路整備工事変更請負契約について」、原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
　　（賛成者起立）
○議長　ご着席ください。
　起立多数であります。よって、ただいまの議案第２０１号は原案のとおり可決いたしました。
　　（追加）
○議長　追加日程第２、意見書案第６号「真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書（案）の提出について」及び
意見書案第７号「議会制度改革の早期実現に関する意見書（案）の提出について」を一括議題といたします。
　事務局長より朗読いたさせます。
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○吉良事務局長　真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書（案）。
　三位一体の改革は小泉内閣総理大臣が進める国から地方への構造改革の最大の柱であり、全国一律画一的な施策を展
開し、地方の自由度を高め、効率的な行財政運営を確立することにある。地方六団体は平成１８年度までの第１期改革
において３兆円の税源移譲を確実に実施するため、昨年の３．２兆円の国庫補助負担金改革案の提出に続き、政府から
の再度の要請により、去る７月２０日に残り６，０００億円の確実な税源移譲を目指して国庫補助負担金等に関する内
閣案を取りまとめ、改めて小泉内閣総理大臣に提出したところである。
　政府・与党においては、去る１１月３０日三位一体の改革について決定され、地方への３兆円の税源移譲、施設整備
費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象とされ、また生活保護費負担金の地方への負担転嫁を行わなかったこ
とは評価するものであるが、地方の改革案になかった児童扶養手当や児童手当、義務教育費国庫負担金の負担率の引き
下げなど、真の地方分権改革の理念に沿わない内容や課題も多く含まれ、今後真の地方分権改革の確実な実現に向け、
地方の改革案に沿って平成１９年度以降も第２期改革としてさらなる改革を強力に推進する必要がある。よって、国に
おいては、平成１８年度の地方税財政対策において真の地方分権改革を実現するよう、下記事項の実現を強く求める。
　以下、下記の事項については、お目通しを願います。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　平成１７年１２月２０日、愛媛県西予市議会。
　提出先、衆議院議長河野洋平、参議院議長扇千景、内閣総理大臣小泉純一郎、内閣官房長官安倍晋三、経済財政政策
金融担当大臣与謝野馨、総務大臣竹中平蔵、財務大臣谷垣禎一。
　議会制度改革の早期実現に関する意見書（案）。
　国においては、現在第２８次地方制度調査会において、議会のあり方について調査、審議を行っており、このような
状況を踏まえ、全国市議会議長会は、さきに地方議会の充実強化に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を
同調査会に対し表明するとともに、必要な制度改正要望を提出したところである。
　しかしながら、同調査会の審議動向を見ると、全国市議会議長会を初めとした３議長会の要望が十分反映されていな
い状況にある。本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会が、その期待される役割と責任を果たしてい
くためには、地方議会制度の改正が必要不可欠である。よって、国においては、現在検討されている事項を含め、とり
わけ下記の事項について今次地方制度調査会において十分審議の上、抜本的な制度改正が行われるよう強く求める。
　記。
　１、議会の招集権を議長に付与すること。
　２、地方自治法第９６条第２項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること。
　３、専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務づけること。
　４、議会に附属機関の設置を可能とすること。
　５、議会の内部機関の設置を自由化すること。
　６、調査権、監視権を強化すること。
　７、地方自治法第２０３条から議会の議員を除き、別途公選職という新たな分類項目に位置づけるとともに、職務遂
行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　平成１７年１２月２０日、愛媛県西予市議会。
　提出先、衆議院議長河野洋平、参議院議長扇千景、内閣総理大臣小泉純一郎、総務大臣竹中平蔵。
○議長　ただいま議題となっております本案は、会議規則第３７条第２項の規定により提案理由の説明を省略すること
にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長　ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
　これより討論を行います。
　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長　討論を終結とします。
　これより採決を行います。
　お諮りいたします。
　この表決は起立によって行います。
　意見書案第６号及び意見書案第７号を決定することに賛成の議員の起立を求めます。
　　（賛成者起立）
○議長　起立多数です。よって、意見書案第６号及び意見書案第７号は原案のとおり決定いたしました。
　以上で全日程を終了いたしました。
　三好市長から定例会閉会のあいさつがあります。
　三好市長。
○三好市長　それでは、平成１７年第４回の西予市議会定例会の閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げさせて
いただきます。
　今期の定例会では、１３日の長きにわたりまして提案いたしました５７件につきまして、滞りなく議了いただきまし
た。まことにありがとうございました。
　議事の間におきましては、皆様方からいただきましたさまざまなご指摘、ご意見につきまして、執行に当たりまして
十分心して努めていきたいと存じております。
　議員の皆様方には重要かつ困難な問題が山積いたしましたこの１年、市民の代表としてその重責を全うされ、本市の
発展と市民の福祉増進のために絶大なるご尽力を賜りましたことに対して深く敬意をあらわすとともに、心からお礼を
申し上げたいと思います。
　いよいよ厳格に向かいます折から、議員の皆様には御身ご自愛をくださいまして、来る平成１８年幸多い年になりま
すことを心からご祈念を申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。
○議長　これをもって平成１７年第４回西予市議会定例会を閉会といたします。
　ご苦労さまでした。
　　閉会　午後２時２９分
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平成１７年第４回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件       名 議決年月日 議決結果 

議会報告第２号 議会運営委員会の視察研修報告について 17.12.8 報  告 

議案第１５７号 西予市宇和文化会館条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１５８号 西予市游の里健康センター条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１５９号 西予市游の里ふれあい広場条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１６０号 西予市特別養護老人ホーム条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１６１号 西予市デイサービスセンター条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１６２号 西予市軽費老人ホーム条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１６３号 西予市惣川高齢者生活福祉センター条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１６４号 西予市野村学園条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１６５号 西予市精神障害者小規模作業所条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１６６号 西予市渓筋農林水産物処理加工施設条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１６７号 西予市明浜ふるさと創生館条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１６８号 西予市明浜農産物集出荷施設条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１６９号 西予市野村青汁工場条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１７０号 西予市城川高品質堆肥センター条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１７１号 西予市物産会館条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１７２号 西予市野村農業公園条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１７３号 西予市城川産地形成等促進施設条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１７４号 西予市野村畜産総合振興センター条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１７５号 西予市大野ケ原育成牧場条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１７６号 西予市城川食肉加工センター条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１７７号 西予市あけはまオートキャンプ場条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１７８号 西予市明浜民宿故郷条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１７９号 西予市明浜塩風呂条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１８０号 西予市野村茅葺き民家交流館条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１８１号 西予市野村キャッスルランド深山条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１８２号 西予市城川特産品センター条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１８３号 西予市三滝ロッジ条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１８４号 西予市城川ふるさと交流館条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１８５号 西予市有料駐車場条例制定について 17.12.20 原案可決 

議案第１８６号 
西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改

正する条例制定について 
17.12.20 原案可決 

議案第１８７号 
西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定につい

て 
17.12.20 原案可決 

議案第１８８号 愛媛地方税滞納整理機構の設立について 17.12.20 原案可決 

議案第１８９号 平成１７年度西予市一般会計補正予算（第７号） 17.12.20 原案可決 

議案第１９０号 平成１７年度西予市授産場特別会計補正予算（第２号） 17.12.20 原案可決 

議案第１９１号 
平成１７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号） 
17.12.20 原案可決 



議案第１９２号 
平成１７年度西予市老人保健特別会計補正予算（第３

号） 
17.12.20 原案可決 

議案第１９３号 
平成１７年度西予市介護保険特別会計補正予算（第３

号） 
17.12.20 原案可決 

議案第１９４号 
平成１７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号） 
17.12.20 原案可決 

議案第１９５号 
平成１７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第４号） 
17.12.20 原案可決 

議案第１９６号 
平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号） 
17.12.20 原案可決 

議案第１９７号 平成１７年度西予市上水道事業会計補正予算（第２号） 17.12.20 原案可決 

議案第１９８号 平成１７年度西予市病院事業会計補正予算（第１号） 17.12.20 原案可決 

議案第１９９号 
平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 
17.12.20 原案可決 

議案第２００号 
平成１６年度農業集落排水資源循環統合補助事業石城

地区処理施設土木・建築工事変更請負契約について 
17.12.8 原案可決 

議案第２０１号 
平成１６年度西予市公共下水道事業（宇和処理区）旧町

地区第１２工区管路整備工事変更請負契約について 
17.12.20 原案可決 

報告第  ５号 西予市土地開発公社の経営状況について 17.12.8 報  告 

報告第  ６号 財団法人宇和町住宅協会の経営状況について 17.12.8 報  告 

報告第  ７号 
社会福祉法人宇和町社会福祉施設協会の経営状況につ

いて 
17.12.8 報  告 

報告第  ８号 株式会社野村町地域振興センターの経営状況について 17.12.8 報  告 

報告第  ９号 財団法人宇和文化会館の経営状況について 17.12.8 報  告 

報告第 １０号 株式会社エフシーの経営状況について 17.12.8 報  告 

報告第 １１号 株式会社城川自然ロッジの経営状況について 17.12.8 報  告 

報告第 １２号 株式会社城川開発公社の経営状況について 17.12.8 報  告 

報告第 １３号 有限会社オービーシステムの経営状況について 17.12.8 報  告 

報告第 １４号 株式会社どんぶり館の経営状況について 17.12.8 報  告 

報告第 １５号 
あけはまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況に

ついて 
17.12.8 報  告 

報告第 １６号 株式会社グリーンヒルの経営状況について 17.12.8 報  告 

請願第  ２号 教育基本法の早期改正を求める請願について 17.12.8 採  択 

陳情第  ４号 
真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書の提出

について 
17.12.20 採  択 

陳情第  ５号 
議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出につい

て 
17.12.20 採  択 

意見書案第５号 
教育基本法の早期改正を求める意見書（案）の提出につ

いて 
17.12.8 原案可決 

意見書案第６号 
真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書（案）の

提出について 
17.12.20 原案可決 

意見書案第７号 
議会制度改革の早期実現に関する意見書（案）の提出に

ついて 
17.12.20 原案可決 



発議第  ２号 
市議会議員定数等調査特別委員会の設置及び付託につ

いて 
17.12.20 原案可決 

選任第  ３号 市議会議員定数等調査特別委員会の選任について 17.12.20 議長指名 

【市議会議員定数等調査特別委員会】 ◎委員長 ○副委員長 

  ◎大竹 忠盛 ○元親 孝志  松山  清  松島 義幸  沖野 健三  森川 一義 

   亀井 秀男  名本 修三  浅野 泰義  浅野 忠昭  岡山 清秋  兵頭  勇 

   山本 英男  鍵原 芳和  岡田 周三  坂本 隆重 

 
 
 
 
 


